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平成２８年１０月２３日  

平成２９年２月１３日改訂 

平成２９年４月１６日改訂 

 

Ⅰ．豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針 

 

豊島廃棄物等処理事業は、先端技術を活用し「共創」の理念で実施しており、豊

島中間保管・梱包施設等（豊島の中間保管・梱包施設、特殊前処理物処理施設及び

関連設備等並びに直島の中間処理施設及び関連設備等をいう。）に関する撤去等（堆

積物の除去・除染及び解体撤去等をいう。）についてもこの理念とともに、これまで

の本事業における姿勢を踏襲し、以下に従い実施するものとする。  

 

１．周辺環境の保全  

撤去等の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等による

影響を防止するための措置を講ずるとともに、周辺環境の調査を実施することなど

により、周辺環境の保全を図る。  

 

２．撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保  

豊島廃棄物等及びその燃焼に伴って発生したばいじん等の、設備等への堆積の

状況の測定・確認や作業環境測定等に基づき、適切な保護具や作業方法等を選定

し、撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保に万全を期す。 

  

３．撤去等の工程全体におけるＢＡＴ（Best Available Techniques）の適用 

撤去等の工程全体にＢＡＴを適用し、実施可能な最善の技術・手法・体制等を採

用する。 

 

４．施設の解体に先立つ堆積物の除去・除染の徹底 

解体に先立って堆積物の十分な除去・除染を実施し、解体撤去における周辺環

境の保全や作業従事者の安全等並びに施設撤去廃棄物等（施設の解体撤去に伴い

発生した廃棄物や有価物をいう。）の有効利用に資する。 

 

５．除染等廃棄物の中間処理施設を活用した安全な処理の実施  

除染等廃棄物（堆積物の除去・除染作業によって生じた廃棄物をいう。）は、原

則として中間処理施設を活用し、安全な処理を実施する。  

 

６．施設撤去廃棄物等の有効利用の実現  

施設撤去廃棄物等については、資源化を原則とし、現場で分別したうえで有効

利用を図る。 

 

７．関係者の意向の聴取と的確・迅速な情報共有の実現  

的確・迅速な情報の提供を行い、関係者とのコミュニケーションを通じてより

一層の理解と信頼を得る。  

別紙１ 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年４月１６日改訂  

平成２９年５月８日改訂 

Ⅱ．豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本計画 

 
本基本計画は、低濃度のＰＣＢやダイオキシン類、重金属等に汚染されている豊島廃

棄物等の処理を目的に建設された豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関するものであ

る。 

次の基本的な対応方針を踏まえるとともに、「豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関

する基本方針」に従い、豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本計画を以下の

ように定める。  

豊島廃棄物等の処理完了後の上記施設等には、豊島廃棄物等やその燃焼に伴って発生

したばいじん等が堆積した状態となっており、これらについて十分な除去・除染を行い、

除染完了後の測定・確認の結果に基づいて解体・撤去・払出し等を実施する。  
 

１．用語の定義 

（1） 「豊島中間保管・梱包施設等」とは、豊島中間保管・梱包施設及び関連設備等並び

に直島中間処理施設及び関連設備等をいう。 

（2） 「豊島中間保管・梱包施設及び関連設備等」とは、豊島の中間保管・梱包施設、特

殊前処理物処理施設及び関連設備等をいう。 

（3） 「直島中間処理施設及び関連設備等」とは、直島の中間処理施設及び関連設備等を

いう。 

（4） 「堆積物」とは、設備等に堆積した豊島廃棄物等やその燃焼に伴って発生したばい

じん等をいう。 

（5） 「除去」とは、簡単な作業等により、堆積物を取り除くことをいう。  

（6） 「除染」とは、設備等から堆積物を取り除くことを目的に、工具等を用いた分離作

業や高圧水を用いた洗浄作業等をいう。 

（7） 「撤去等」とは、堆積物の除去・除染及び解体撤去等をいう。 

（8） 「除染等廃棄物」とは、堆積物の除去・除染作業によって生じた廃棄物をいう。  

（9） 「施設撤去廃棄物等」とは、施設の解体撤去に伴い発生した廃棄物や有価物をいう。 

（10） 「設備等」とは、設備、装置及び機器並びに建築構造物等をいう。  

（11） 「作業場」とは、施設の撤去等に伴う作業を実施するにあたり、囲いや壁・天井

等により仕切った空間をいう。 

（12） 「作業環境対策」とは、作業従事者の安全を確保するために行う措置等をいう。  

（13） 「作業環境測定」とは、撤去等の作業期間中を中心に行う作業場内の環境測定を

いう。 

（14） 「環境保全対策」とは、撤去等の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、

悪臭及び廃棄物等による周辺環境への影響を防止するための措置等をいう。  

（15） 「施設の撤去等に係る環境計測」とは、施設の撤去等の実施前後及び実施期間中

に行う作業場あるいは施設の境界での環境調査をいう。  
 

２．撤去等の対象施設の範囲及び概要 

撤去等の対象施設は、第Ⅰ期撤去豊島内施設のうちの中間保管・梱包施設、特殊前処

理物処理施設（表１）及び関連設備並びに直島の中間処理施設（表２）及び関連設備と

する。 

ただし、中間処理施設の一部は有効活用を予定しており、その該当設備等については

原則として堆積物の除去のみを実施する。 

別紙２ 
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なお、廃棄物運搬船「太陽」、コンテナダンプトラックや掘削現場で使用の重機等はリ

ースで豊島廃棄物等処理事業に活用しており、これらについては所有者の意向等も踏ま

え、別途対応することとし、本計画には含めない。  

 

表１ 豊島の撤去等の対象施設  

施設名称 中間保管・梱包施設  特殊前処理物処理施設  

所在地 小豆郡土庄町豊島家浦 3158-1 

主要な設備 投入クレーン、積込装置等  切断機、洗浄装置等  

建築構造物 鉄筋造２階建  

延べ床面積 3,111.72ｍ２ 

 

表２ 直島の撤去等の対象施設  

施設名称 中間処理施設 

所在地 香川郡直島町 2628-1 

主要な設備 前処理設備、焼却・溶融設備、排ガス処理設備等  

建築構造物 鉄筋造及び鉄骨鉄筋コンクリート造６階建  

延べ床面積 16,664ｍ２ 

 

３．撤去等の実施にあたっての原則  

県は、廃棄物対策課において発注方法も含め、必要となる作業・工程・スケジュール

等について検討を行い、工程ごとの実施計画等を立案し、「豊島中間保管・梱包施設等の

撤去等に関する検討会」及び「豊島廃棄物等管理委員会」で審議・承認を得たうえで撤

去等を実施する。 

また、今後の撤去関連工事の際に参考とするため、実施後の評価についても随時行う。

なお、撤去等を実施する際には、関係法令で定められた資格者を配置するとともに総括

監督員、主任監督員及び監督員を置き、作業全般について監督する。  
 

４．撤去等の順序・工程 

撤去等については、表３に示す順序・工程の概要に基づき実施するものとし、主な流れ

は図１に示すとおりとする。 
 

５．撤去等の期間 

豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の撤去等の期間については、平

成 29 年７月～平成 30 年２月とする。 

また、直島の中間処理施設の一部は有効利用を予定しており、その該当設備等の堆積

物の除去の期間については平成 29 年７月～平成 30 年３月とし、その他の有効利用され

ない設備等の撤去等の期間については平成 29 年７月～平成 31 年３月とする。 
 

６．作業者の健康診断と作業環境対策及び作業環境測定の実施  

作業従事者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を実施する。また、必要に応

じて血液検査を実施するとともに、作業場の状況に応じた適切な保護具等の選定・着用や

局所排気・除じん装置を設置するなど、作業環境対策に万全を期す。これらの具体的な内

容については別途定める（別添ガイドラインⅢ.1、マニュアルⅢ.1-1）。 

堆積物の除去・除染及び解体撤去時においては、作業環境測定を実施する。この具体

的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .1、マニュアルⅢ.1-1）。 
 

７．ＢＡＴを適用した堆積物の除去・除染作業の実施 

(1) 堆積物の除去・除染作業の方法  
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堆積物の除去・除染作業の実施にあたっては、その状況に応じ、周辺環境の保全と

作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づく適切な方法を採用する。これらの具体

的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ.2、マニュアルⅢ.2-1）。 

(2) 除染完了の測定・確認の実施  

  堆積物の除去・除染作業を終えた各設備等について、「除染完了の判断基準」に基づ

く除染完了の測定・確認を実施する。この具体的な内容については別途定める（別添

ガイドラインⅢ.2、マニュアルⅢ.2-2）。 

 

８．除染等廃棄物の適正な処理の実施 

(1) 除染等廃棄物の中間処理施設を活用した処理の実施 

除染等廃棄物は、原則として中間処理施設を活用し、溶融処理を実施する。この具体

的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .3、マニュアルⅢ.3-1）。 

(2) 中間処理施設の稼働停止後の除染等廃棄物の処理の委託  

中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物については、適正な処理委託を行

う。この具体的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .3、マニュアル

Ⅲ.3-1）。 

 

９．ＢＡＴを適用した設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の適正な分別の確認と

払出し・処理委託の実施 

(1) 設備等の解体・分別の実施 

設備等の解体は、原則として堆積物なしの状態で実施し、周辺環境の保全と作業者の

健康・安全に配慮したＢＡＴに基づき対応する。その際、施設撤去廃棄物等の払出しを

考慮し、「分別の判断基準」に基づく分別もあわせて実施する。なお、堆積物ありの設

備等が残存する場合には、原則としてこれを堆積物なしの設備等に優先して解体する。

また、設備等に使用されている有害物質等（空調用冷媒フロン等）に対しては、関係法

令に基づく一般的な建築構造物の解体時における取扱いで対処する。これらの具体的な

内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .4、マニュアルⅢ .4-1）。 

(2) 施設撤去廃棄物等の分別の確認と処理委託の実施 

施設撤去廃棄物等は、「分別の判断基準」に基づく分別が適切に行われていることを

確認のうえ払い出す。堆積物ありの場合は、特別管理産業廃棄物の判定基準に準じて適

正な処理委託を実施する。  

なお、中間処理施設で使用した耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気

用の活性炭等については、堆積物の除去作業を実施するが、除染作業は行わず、「除染

完了の判断基準」によらず、特別管理産業廃棄物の判定基準に準じて適正な処理委託を

行う。これらの具体的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ .4、マニュア

ルⅢ.4-2）。 

(3) 施設撤去廃棄物等の払出しと輸送・運搬 

施設撤去廃棄物等は、原則として資源化を図る。この際、建設リサイクル法や廃棄物

処理法などの関係法令を遵守し、堆積物の状況に応じて有価物としての売却又は廃棄物

としての適正な処理委託を行うとともに、豊島・直島における輸送・運搬は可能な限り

公道を使用しない経路を選定する。これらの具体的な内容については別途定める（別添

ガイドラインⅢ.4、マニュアルⅢ .4-2）。 
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10．環境保全対策及び施設の撤去等に係る環境計測の実施 

堆積物の除去・除染及び解体撤去時においては、排気・排水等の環境保全対策を実施

するとともに、作業の実施前後及び実施期間中に施設の撤去等に係る環境計測を実施す

る。これらの具体的な内容については別途定める（別添ガイドラインⅢ.5、マニュアル

Ⅲ.5-1 及びガイドラインⅢ.6、マニュアルⅢ.6-1）。 

なお、周辺環境モニタリングは別に定めた「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査

等の概要」に従って実施されるが、必要と認められる場合には、これに加えて施設の撤

去等に係る周辺環境モニタリングとして、適切な時期に適切な箇所で実施することとす

る。 
 

11．情報の収集、整理及び公開 

撤去等の作業状況について、文書や写真等による記録を残すとともに、必要と認めら

れる設備等については、適切な時期に委員又は技術アドバイザーによる確認を得るもの

とする。 

また、インターネット等を通じた的確・迅速な情報の提供や、関係者との意見聴取・

立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、より一層の理解と信頼を得る。こ

れらの具体的な内容については別途定める（別添マニュアルⅢ.7）。 
 

表３ 撤去等の順序、工程等の概要及び実施する対策等 

工程等 

の区分 

順 

序 
工程等の概要 

実施する対策等 

作業環

境対策  

作業環

境測定  

環境保

全対策  

施 設 の 撤去 等 に

係 る 環 境計 測  

事前 ① 

・「設備等の分類区分」※１に応じた作業

従事者の安全確保対策の決定  

・環境保全対策の決定 

 ○   ○  

除去 ② ・堆積物の除去作業の実施  ○  ○  ○  ○  

除染 

③ ・堆積物の除染作業の実施  ○  ○  ○  ○  

④ 
・「除染完了の判断基準」に基づく除染

完了の確認調査の実施 
    

⑤ 
・除染等廃棄物の中間処理施設等での処

理の実施※２ 
    

⑥ 
・必要と認められる設備等についての委
員又は技術アドバイザーによる確認の
実施 

    

設備等の

解体･分別  
⑦ 

・（堆積物なし）分別の判断基準に基づ
く解体・分別の実施 

・（堆積物あり）堆積物の状況に応じた
解体・分別の実施  

○  ○  ○  ○  

施設撤去 
廃棄物等の 
分別の確認
と払出し・ 
処理委託 

⑧ 

・（堆積物なし）分別の判断基準に基づ
く分別の確認と払出し  

・（堆積物あり）堆積物の状況に応じた
処理委託の実施  

    

事後 ⑨ 
・委員又は技術アドバイザーによる撤去

完了の確認の実施  
   ○  

全般 ⑩ 

・作業全般を通した情報公開の実施  

・「豊島廃棄物等管理委員会」等による

審議・承認 

    

※１  表４に記載する。  

※２  除染等廃棄物について処理委託を行う場合には⑧を適用する。  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  表４の概要については以下のとおり。  

区域Ａ：豊島廃棄物等の処理作業の区域以外の設備等  

区域Ｂ区分１：豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち豊島廃棄物等が接していない設備等  

区域Ｂ区分２：豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち豊島廃棄物等が接した設備等  

区域Ｂ区分３：豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち豊島廃棄物等の熱処理物が接した設備等  

※２  中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物については、適正な処理委託を行う。  

 

図１  撤去等の主な流れ  

超過  以下  ④「除染完了の判断基準」  
に基づく除染完了確認調査

の実施  

再除染後に超過  

③堆積物の除染作業の実施  

⑤除染等廃棄物の
中間処理施設での
処理の実施※２  

⑧「分別の判断基準」に基づく分別の確認
と払出し  

⑧堆積物の状況に応じた
処理委託の実施  

堆積物なしの設備等  

(再除染 ) 

堆積物ありの設備等  

②堆積物の除去作業の実施  

表４の区域Ｂ区分２・３の設備等  

除染等廃棄物  

⑨必要と認められる設備等についての  
委員又は技術アドバイザーによる撤去完了の確認の実施  

⑩・作業全般を通した情報公開の実施  

・「豊島廃棄物等管理委員会」等による審議・承認  

①・「設備等の分類区分」に応じた作業従事者の安全確保対策の決定  

・環境保全対策の決定 

⑦「分別の判断基準」に基づく解体・分別

の実施  

⑥必要と認められる設備等についての  
委員又は技術アドバイザーによる確認の実施  

⑦堆積物の状況に応じた

解体・分別の実施  

施設撤去廃棄物等（堆積物なし）  
施設撤去廃棄物等  
（堆積物あり）  

 

・表４※１の区域Ａの設備等  

・表４の区域Ｂ区分１の設備等  
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表４ 設備等の区域と分類区分 

区域 分類区分とその内容  主な設備等 堆積物の状況 

区

域

Ａ 

豊島廃

棄物等

の処理

作業の 

区域 

以外 

豊島廃棄物等の

処理作業の区域

以外の設備等  

・事務室 

・見学者ルーム  

・ホール 

・中央制御室 等 

（保護具の不要なエリア）  

・建築構造物 

豊島廃棄物等は扱っ

ておらず、堆積物はな

いと考えられる。 

区

域

Ｂ
※ １ 

豊島廃

棄物等

の処理

作業の 

区域 

区

分

１ 

豊 島 廃 棄 物

等 が 接 し て

い な い 設 備

等 

・給水設備 

・電気・計装設備  

・配管外装材 

・架台・歩廊 

・建築設備（空調機、照明

器具、給水設備等） 

・建築構造物（床、壁、梁

及び天井） 

豊島廃棄物等は接し

ておらず、堆積物はな

いと考えられる。  

区

分

２ 

豊 島 廃 棄 物

等 が 接 し た

設備等 

・受入供給設備（受入ピッ

ト、投入クレーン等）  

・前処理設備 

・焼却・溶融設備の内の熱

処理前の機器（投入コン

ベヤ等） 

豊島廃棄物等が接し

ており、ダイオキシン

類、ＰＣＢ及び鉛によ

り汚染された堆積物

が存在している可能

性が高い。 

区

分

３ 

豊 島 廃 棄 物

等 の 熱 処 理

物 が 接 し た

設備等 

・焼却・溶融炉  

・熱回収・排ガス処理設備  

・溶融物処理設備  

・溶融飛灰搬出設備  

豊島廃棄物等は接し

ていないが、設備等に

よってはダイオキシ

ン類や鉛により汚染

された堆積物が存在

している可能性があ

る。 

※１  直島の中間処理施設においては、「廃棄物焼却関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止

要綱」において決定する管理区域を指す。  
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豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針及び基本計画を踏まえ、以下に示すガイドライン及びマニュアルを作成する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.1 作業従事

者の安全確保

ガイドライン 

 

Ⅲ.2 堆積物の

除去・除染作業

ガイドライン 

 

Ⅲ.5 堆積物の除去・ 

除染及び解体撤去時

における環境保全対

策ガイドライン  

Ⅲ.3 除染等廃

棄物の処理 

ガイドライン  

 

Ⅲ.6 施設の

撤去等に係る

環境計測ガイ

ドライン 

情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
公
開
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅰ.豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針 

別添  

作
業
従
事
者
の
安
全
確
保
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.1-1 

施
設
の
撤
去
等
に
係
る
環
境
計
測
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.6-1 

Ⅱ.豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本計画 

堆
積
物
の
除
去
・
除
染
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル 

 

Ⅲ.2-1 

設
備
等
の
除
染
完
了
調
査
確
認
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.2-2 

除
染
等
廃
棄
物
の
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.3-1 

Ⅲ.7 Ⅲ.4 設備等の解体・分別

及び施設撤去廃棄物等の

分別の確認と払出し・処

理委託ガイドライン  

設
備
等
の
解
体
・
分
別
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.4-1 

施
設
撤
去
廃
棄
物
等
の
分
別
の
確
認
と
払
出 

し
・
処
理
委
託
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.4-2 

堆
積
物
の
除
去
・
除
染
及
び
解
体
撤
去
時
に 

お
け
る
環
境
保
全
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル 

Ⅲ.5-1 
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平成２８年１０月２３日  
平成２８年１２月２４日改訂  
平成２９年１月２９日改訂  
平成２９年２月１３日改訂 
平成２９年５月８日改訂 

 

Ⅲ.１ 作業従事者の安全確保ガイドライン 
 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．作業従事者の安全確保ガイドラインは、労働安全衛生法に基づき作業従事者の

安全と健康を確保することに加えて、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキ

シン類ばく露防止対策要綱」（以下、「要綱」という。）に基づく基本的な措置を実

施することにより、撤去等の作業従事者のダイオキシン類とＰＣＢ及び鉛（以下、

「ダイオキシン類等」という。）へのばく露防止の徹底が適切に図られるように、

安全確保手法等の技術的指針を取りまとめたものである。  

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.1-1 作業従事者の安全確保マニュアル」が整備さ

れ、撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保が図られるものとする。  

［解  説］ 

撤去等の対象設備等については、豊島廃棄物等が接することにより、ダイオキシ

ン類等により汚染された堆積物が残存している可能性があることから、撤去等の作

業従事者の安全及び健康の確保を図る必要がある。  

このため、ダイオキシン類へのばく露防止措置を適切に実施することがＰＣＢ及

び鉛のばく露の防止にも有効であることから、要綱に基づく基本的な措置の実施を

徹底することが重要である。  

本ガイドラインは、作業従事者の安全と健康を確保することに加えて、豊島廃棄

物等処理事業における特殊な作業に関し、撤去等の作業従事者の安全確保が適切に

図られるよう、安全確保手法等の技術的指針を取りまとめたものである。  

 

第２ ガイドラインの概要  

１．施設の撤去等の実施にあたり、作業従事者の安全及び健康の確保を図るため事

業者が講ずべき基本的な措置を示すものとする。 

２．事業者が講ずべき基本的な措置については、労働安全衛生規則等の規定の趣旨

を踏まえたものとする。  

［解  説］ 

施設の撤去等の実施にあたり、労働安全衛生法に基づき作業従事者の安全と健康

を確保する。 

具体的には、廃棄物の焼却炉等における作業について規定されている労働安全衛

生規則及び要綱の趣旨を踏まえた措置を実施するとともに、直島の中間処理施設の

脱硝触媒やボイラーのキャスタブル耐火物及び後燃焼室の耐火ブランケットにリフ

ラクトリーセラミックファイバーが原料として使用されていることから、労働安全

衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の趣旨を踏まえた措置を実施する。 

また、溶融炉内の一部の耐火物にはクロム化合物が原料として使用されているこ

とから、発散源の湿潤化や保護具のレベルを上げるなど、耐火物の除去作業時の作

別紙３ 
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業環境対策に万全を期す。 

その他、鉛塗料の付着した設備等の解体にあたっては、鉛中毒予防規則の鉛業務

を行う際には、これに準拠した対応を実施する。  

 

第３ 空気中及び堆積物のダイオキシン類等の測定による管理区域等の決定 

１．作業場における空気中のダイオキシン類等の測定を実施する。  

２．堆積物のダイオキシン類等の測定を実施する。 

３．これらの結果に基づき、管理区域等を決定する。 

［解  説］ 

１．空気中のダイオキシン類等の測定  

作業環境の測定及び評価については、作業従事者の安全及び健康の確保の観点か

ら、作業環境測定基準（昭和51年労働省告示第 46号）及び作業環境評価基準（昭和

63年労働省告示第79号）に準じて行うこととする。 

撤去等開始前の作業場において、空気中のダイオキシン類、ＰＣＢ及び鉛の測定

を単位作業場所ごとに１箇所以上、少なくとも１回以上測定する。 

２．堆積物のダイオキシン類等の測定 

設備等について、労働安全衛生規則第 592条の２に定めるところにより、堆積物

のダイオキシン類等の測定を事前に実施する。  

３．管理区域等の決定 

要綱に基づき、ダイオキシン類へのばく露防止措置の実施を徹底するため、管理

区域等（以下、管理区域、保護具選定に係る管理区域及び解体作業管理区域をいう。）

を決定し、本ガイドラインの「第５  撤去等の作業中における作業環境測定の実施」

結果を踏まえ適宜見直しを行うものとする。  

なお、これらの管理区域等を決定し、ダイオキシン類へのばく露防止措置を適切

に実施することがＰＣＢ及び鉛のばく露防止にも有効である。  

 

第４ 撤去等の作業の事前準備  

１．撤去等の作業に伴う汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに仮設の天井・

壁等による作業場の分離又は養生を実施するものとする。  

２．原則として、作業場におけるダイオキシン類等を含む堆積物の発散源を湿潤な

状態のものとしたうえで作業を実施するものとする。  

［解  説］ 

１．管理区域ごとの作業場の分離・養生  

撤去等の作業に伴う汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに仮設の天井・

壁等による作業場の分離、あるいはビニールシート等による作業場の養生を実施

する。 

２．発散源の湿潤化  

原則として、労働安全衛生規則第 592 条の４に定めるところにより、作業場に

おけるダイオキシン類等を含む堆積物の発散源を湿潤な状態のものとしたうえで

作業を実施する。  
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第５ 撤去等の作業中における作業環境測定の実施  

１．作業環境測定の実施  

  撤去等の作業中（除染中及び解体中）における作業環境測定を実施する。  

２．管理区域等の見直し  

作業環境測定の結果をもとに、適宜、管理区域等の見直しを行う。  

[解  説] 

撤去等の作業中（除染中及び解体中）の作業場において作業環境測定を実施し、

表１に示す管理濃度をもとに、適宜、管理区域等の見直しや作業場内の状況の確認

を行う。 

 

表１ 管理濃度 

測定項目 管理濃度 備考 

ダイオキシン類 2.5pg-TEQ/ｍ３  

廃棄物焼却施設関連作業におけ

るダイオキシン類ばく露防止対

策要綱に定める管理すべき濃度

基準 

PCB 0.01mg/ｍ３  作業環境評価基準  

鉛及びその化合物  
鉛として 

0.05mg/ｍ３  
作業環境評価基準  

粉じん 0.9mg/ｍ３ 作業環境評価基準  

リフラクトリーセラミック

ファイバー※１ 

5μm以上の繊維と

して 0.3f/ｃｍ３ 
作業環境評価基準  

クロム酸及びその塩※２ 
クロムとして 

0.05mg/ｍ３  
作業環境評価基準  

※１ リフラクトリーセラミックファイバーを取り扱う作業の実施時に測定する。 

※２ クロム化合物を含む耐火物を取り扱う作業の実施時に測定する。  
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第６ 安全管理体制の確立等  

１．安全管理体制を確立するため、次の措置を講じるものとする。  

（１）統括安全衛生管理体制の確立を図るとともに、全ての受注事業者が参加する

協議組織を設置し、協働作業による危険の防止に関して協議するものとする。  

（２）化学物質についての知識を有する者等の中から作業指揮者を選任し、作業を

指揮させるとともに、作業従事者の保護具の着用状況及び堆積物の湿潤化等の

確認を行わせるものとする。  

（３）撤去等の作業を実施するにあたり、作業従事者に対して、特別教育を行うも

のとする。 

［解  説］ 

（１）統括安全管理体制の確立  

労働安全衛生法第 15 条等に定めるところにより、撤去作業従事者の人数に応じ、

統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者等を選任する等、統括安全衛生管理

体制の確立を図る。  

また、労働安全衛生法第 30 条に定めるところにより、全ての受注事業者が参加

する協議組織を設置し、協働作業による危険の防止に関して協議するとともに、

受注事業者に対し安全衛生上必要な指導等を行う。  

なお、作業従事者が 50 人未満となった場合においても、積極的に統括安全管理

体制を確立するものとする。  

（２）作業指揮者等の選任  

労働安全衛生規則第 592 条の６に定めるところにより、化学物質についての知識

を有する者等の中から作業指揮者を選任し、作業を指揮させるとともに、作業従事

者の保護具の着用状況及び堆積物の湿潤化等の確認を行わせる。  

その他、関係法令で定められた作業主任者を選任する。  

（３）特別教育の実施  

労働安全衛生規則第 592 条の７及び安全衛生特別教育規程（昭和 47 年労働省告

示第 92 号）に定めるところにより、特別教育を行う。  
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第７ 保護具の選定及び管理  

１．撤去等の作業時は、原則として保護具選定に係る管理区域ごとに指定する保護

具を着用するものとする。 

２．作業指揮者は、作業従事者の保護具の着用状況等を管理するものとする。  

［解  説］ 

１．保護具の選定  

要綱に基づき、保護具選定に係る管理区域ごとに指定する保護具を着用する。 

なお、作業場の状況に応じ、撤去等の作業時における保護具のレベルを上げて

対応してもよい。  

２．保護具の管理等 

作業指揮者は、保護具の着用状況の管理や作業後における保護具の取外し及び

保守点検等について確認を実施する。 

 

 

第８ 撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法の決定 

１．撤去等の作業に伴い設備等を結合解除や切断する場合には、解体作業管理区域

ごとに適切な方法を選択し実施するものとする。  

［解  説］ 

撤去等の作業に伴い設備等を結合解除や切断する場合には、要綱に基づき、解体

作業管理区域ごとに適切な方法を選択し実施する。  
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第９ 健康管理の実施等  

１．作業従事者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を確実に実施し、必

要に応じて血液検査を実施するものとする。  

２．作業従事者の健康管理に関し、豊島廃棄物等処理事業健康管理委員会の指導・

助言を得るものとする。  

［解  説］ 

１．健康管理の実施  

作業従事者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を確実に実施すると

ともに、ダイオキシン類及びＰＣＢへのばく露による健康不安を訴える作業従事

者に対して、産業医等の意見を踏まえ、必要があると認める場合に、就業上の措

置を適切に行う。  

また、事故、保護具の破損等により当該作業従事者がダイオキシン類及びＰＣ

Ｂに著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したおそれのある場合は、速やかに

当該作業従事者に医師による診察又は処置を受けさせるものとする。なお、この

場合には、必要に応じて、当該作業従事者の血中のダイオキシン類及びＰＣＢの

濃度の測定を行い、その結果を記録して 30年間保存しておくものとする。  

２．豊島廃棄物等処理事業健康管理委員会の指導・助言  

作業従事者の健康管理に関し、豊島廃棄物等処理事業健康管理委員会の指導・

助言を得る。 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年４月１６日改訂 

平成２９年５月８日改訂 

 

Ⅲ.２ 堆積物の除去・除染作業ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．堆積物の除去・除染作業ガイドラインは、堆積物の除去・除染作業が適切に実

施されるように、その作業内容等の技術的指針を取りまとめたものである。  

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.2-1 堆積物の除去・除染作業マニュアル」が整備

され、同マニュアルをもとに堆積物の除去・除染作業が実施されるとともに、

「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」が整備され、堆積物の有無の確

認が実施されるものとする。  

［解  説］ 

解体に先立って堆積物の十分な除去・除染を実施し、解体撤去における周辺環境

の保全や作業従事者の安全等並びに施設撤去廃棄物等の有効利用に資する必要があ

る。また、堆積物の除去・除染作業の実施にあたっては、その状況に応じてＢＡＴ

に基づき適切な方法を採用する必要がある。  

本ガイドラインは、設備等の豊島廃棄物等の堆積物の除去・除染が適切かつ合理

的に実施されるよう、堆積物の除去・除染作業の内容等の技術的指針を取りまとめ

たものである。 

なお、堆積物の除去・除染作業時の保護具の選定・着用については、「Ⅲ.1 作業

従事者の安全確保ガイドライン」に別途定めてある。  

 

 

第２ ガイドラインの概要  

１．堆積物の除去・除染作業の実施にあたっては、その状況に応じてＢＡＴに基づ

き適切な方法を採用する。  

２．堆積物の除去・除染作業は、施工手順に従って実施する。  

３．堆積物の有無を判断するための基準として、除染完了の判断基準を用いる。 

［解  説］ 

労働安全衛生規則及び廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防

止対策要綱等の趣旨を踏まえ、適切な堆積物の除去・除染作業の方法を採用し、実

施する。 

また、堆積物の有無を判断するための基準として、後掲する除染完了の判断基準

を用いる。 



8 

第３ 堆積物の除去・除染作業の方法の決定 

１．堆積物の除去作業の内容は、表１に示す作業方法から選定するものとする。た

だし、ピット内に固化・固着している堆積物については、機器等を用いて除去作

業を実施するものとする。  

２．堆積物の除染作業の内容は、表２に示す作業方法があるが、除染方法の検討と

除染状況の確認に関する調査の結果を踏まえ、原則として高圧水を用いた洗浄作

業を実施するものとする。 

３．設備等の配置等を考慮し、十分な除去・除染作業が実施できるよう対応するも

のとする。 

４．堆積物の除去・除染作業の方法は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 ［解  説］ 

堆積物の除去・除染作業の内容は、表１及び表２に示す作業方法があるが、除染

作業については、除染方法の検討と除染状況の確認に関する調査の結果を踏まえ、

原則として高圧水を用いた洗浄作業を実施する。 

また、原則として、豊島廃棄物等が接した設備等についてはスラグを流す除去運

転を実施したうえで、堆積物の除去作業を実施する。  

ピット内の堆積物については、日常の豊島廃棄物等の処理作業において可能な限

り搬出するものとするが、固化・固着しておりクレーンでは掴み取ることができな

い堆積物については除去・除染作業の対象物とし、重機等の機器等を用いて除去作

業を実施するものとする。  

設備等の配置等により除去・除染作業が十分に行えない場合は、除去・除染作業

が実施できるよう結合の解除又は切断、解体等により対応するものとする。  

なお、堆積物の除去・除染作業の方法は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 

表１ 堆積物の除去作業の内容  

作業方法 

１）ほうきや業務用掃除機等の清掃具を用いた除去作業 

２）簡単な工具を用いた除去作業 

 

表２ 堆積物の除染作業の内容  

作業方法 

１）工具等を用いた分離作業 

２）高圧水を用いた洗浄作業  

３）溶剤を用いた拭き取り作業  

４）サンドブラストの剥離作業等、その他の作業 
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第４ 堆積物の除去・除染作業の対象設備等  

１．堆積物の除去・除染作業の対象設備等は、原則として、「Ⅱ．豊島中間保管・梱

包施設等の撤去等に関する基本計画」の「表４   設備等の区域と分類区分」に定

める豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち、豊島廃棄物等が接した設備等及び豊

島廃棄物等の熱処理物が接した設備等とする。  

 

 

 

第５ 除去・除染作業の施工手順の概要 

１．受託者は「除去・除染作業の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得る

ものとする。 

２．除去・除染作業の事前準備として、作業環境対策及び環境保全対策を実施する。 

３．堆積物の除去作業を実施する。  

４．堆積物の除染作業を実施し、その作業の終了は作業監督者が目視により判断する。 

５．除染作業の終了時には、設備等の除染箇所を写真撮影し、記録する。また、除

染箇所が金属の場合には、ハンディ蛍光Ｘ線分析装置による測定を実施し、記録

に残す。 

６．「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」に記載の除染完了確認調査を実

施する。 

７．上記の結果が除染完了の判断基準以下であれば、除去・除染作業を完了し、堆

積物なしの設備等として取扱う。  

８．除染完了の判断基準を超過した設備等については、再除染を実施したうえで、

除染完了の測定確認調査を再度実施する。 

９．ただし、ダイオキシン類及びＰＣＢが除染完了の判断基準以下であり、鉛のみ

が同基準を超過する場合は除染完了と判断するが、施設撤去廃棄物等の取扱いで

は特別に配慮する。 

１０．再除染を実施しても除染の判断基準を超過した設備等については、堆積物あ

りの設備等として取扱う。  

１１．必要と認められる設備等について、委員又は技術アドバイザーによる除染完

了の確認を実施する。  

１２．本ガイドラインに定める除去・除染作業の施工手順は、必要に応じ適宜見直

すこととする 

［解  説］ 

主な施工手順の流れは次のとおりである。 
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図１ 主な施工手順の流れ  

  

堆積物なしの設備等  

８．再除染の実施  

超過  

以下  

堆積物ありの設備等  

６．除染完了確認調査  
の実施  

３．堆積物の除去作業の実施  

再除染後に超過  

１．「除去・除染作業の実施計画」の提出  

４．堆積物の除染作業の実施  

１１．必要と認められる設備等についての委員又は  
技術アドバイザーによる確認の実施  

２．作業環境対策及び環境保全対策の実施  

５．写真撮影とハンディ蛍光Ｘ線分析の  
実施と記録  
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第６ 除染完了の判断基準 

１．除染完了の測定・確認は、除染作業後の設備等から全部又は一部を採取し、環

境庁告示 13 号に準じた溶出試験を行うものとする。 

２．除染完了の判断基準は、表３に示すとおりとする。 

３．除染完了の判断基準は、必要に応じ適宜見直すものとする。  

［解  説］ 

除染の判断基準は、堆積物が除去されたか否かを判定するものであるため、設備

等の表面からの有害物質の溶出が定められた基準を超過しないことを判定条件とす

る。 

豊島廃棄物等処理事業において定める「特殊前処理物の洗浄完了判定マニュアル」

では、堆積物が除去されたか否かを判定しており、除染の判断基準についても同マ

ニュアルの基準を用い、ダイオキシン類対策特別措置法に定める排出基準又は水質

汚濁防止法に定める排水基準とする。 

なお、具体的な試験方法などについては、別途「設備等の除染完了確認調査マニ

ュアル」に定める。 

表３ 除染完了の判断基準  

測定項目 測定方法 基準値 備考 

ダイオキシン類  

環境庁告示 13 号に

準じた溶出試験  

10pg-TEQ/L 
ダイオキシン類対策特別措

置法に基づく排出基準  

ＰＣＢ 0.003mg/L 水質汚濁防止法に基づく排

水基準 鉛及びその化合物  0.1mg/L 
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第７ 豊島中間保管・梱包施設等における関連設備等への対応 

１．豊島中間保管・梱包施設等における関連設備等に対しても、本ガイドラインの

「第４ 堆積物の除去・除染作業の対象設備等」を適用するものとする。  

［解  説］ 

豊島中間保管・梱包施設等における関連設備等に対しても、除去・除染作業を実

施する。豊島中間保管・梱包施設等における関連設備等のうち、豊島の関連設備等

としては表４に掲げるものが、直島の関連設備等としては表５に掲げるものが対象

となる。 

 

表４ 豊島の関連設備等  

関連設備等 

1 排水路 

2 配管 

3 貯留トレンチ  

4 承水路 

5 承水路下トレンチ  

6 送水管（貯留トレンチ～活性炭吸着塔）  

7 Ａ３井戸 

8 Ｂ５井戸 

9 積替え施設 

10 ベルコン 

11 桟橋 

12 南斜面の見学者用の階段及び転落防止柵  

13 橋梁式新設運搬路※ 

14 新設運搬路※ 

15 混合面ヤード※  

16 仮置ヤード※ 

17 助剤置場 

18 その他 

※ 仮囲いや敷鉄板等（リース分除く）を含む。 

 

表５ 直島の関連設備等  

関連設備等 

1 屋外スラグヤード  

2 ベルコン 

3 桟橋 

4 その他 
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平成２８年１０月２３日 

平成２８年１２月２４日改訂 

平成２９年１月２９日改訂 

 

 

Ⅲ.３ 除染等廃棄物の処理ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け 

１．除染等廃棄物の処理ガイドラインは、除染等廃棄物の安全な処理が実施されるよ

うに、その処理方法等の技術的指針を定めたものである。 

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.3-1 除染等廃棄物の処理マニュアル」が整備され、

直島の中間処理施設を活用した安全な処理及び中間処理施設の稼働停止後の適正な

処理委託が実施されるものとする。 

 [解説] 

 除染等廃棄物は、原則として直島の中間処理施設を活用した安全な処理を実施する

こととしており、具体的な処理方法や運転方法等について定める必要がある。 

また、中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物については、適正な処理委

託を行う必要がある。 

本ガイドラインは、除染等廃棄物の安全な処理を実施するための技術的指針等を取

りまとめたものである。 

 

 

第２ ガイドラインの概要 

１．中間処理施設において除染等廃棄物を処理するための基本的な事項を示すものとする。 

２．中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物については、処理委託の方法等を示

すものとする。 

[解説] 

除染等廃棄物を処理するための基本的な事項について示す。 

また、中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物を処理委託するための基本

的な事項について示す。 
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第３ 除染等廃棄物の内容 

１．豊島側の施設において想定される除染等廃棄物は以下のとおりである。 

（１）保管ピットの堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（２）その他の設備等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（３）スラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（４）除染作業に伴い発生した汚泥 

２．直島の中間処理施設において想定される除染等廃棄物は以下のとおりである。 

（１）豊島廃棄物受入ピット等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（２）不燃物ピット等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（３）その他の設備等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（４）前処理設備のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（５）キルン投入系のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（６）溶融炉投入系のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（７）除染作業に伴い発生した汚泥 

[解説] 

 除染等廃棄物について、これらの内容を想定している。 
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第４ 除染等廃棄物の処理方法等 

１．除染等廃棄物は、原則として直島の中間処理施設で溶融処理を実施する。 

２．中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物は、処理委託を実施する。  

[解説] 

中間保管・梱包施設等の除去・除染については、豊島側の施設から段階的に実施す

ることとしており、原則として直島の中間処理施設で溶融処理を実施する。また、中

間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物は、処理委託を実施する。 

具体的な処理方法等については次のとおりである。 

 

○除染等廃棄物の処理方法 

（１）豊島側の施設から生じる除染等廃棄物は、集積し、コンテナダンプトラック

に積み込む。また、一部の除染等廃棄物はフレコンに詰め込み、輸送・運搬まで

の間、屋根のある場所で一時保管を行ったうえで直島の中間処理施設に輸送・運

搬し、溶融炉において溶融処理を実施する。 

（２）直島の施設から生じる除染等廃棄物は、集積し、豊島廃棄物受入ピットに投

入する。また、一部の除染等廃棄物はフレコンに詰め込み、屋根のある場所で一

時保管を行ったうえで豊島廃棄物受入ピットに投入し、溶融炉において溶融処理

を実施する。 

○中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物の委託処理の方法 

（１）除染等廃棄物を集積し、フレコンに詰め込み、一時保管を行う。 

（２）特別管理産業廃棄物の判定基準に準じた検査を実施し、除染等廃棄物の性状

を把握したうえで適正な処理委託を行う。 

 

 

第５ 除染等廃棄物の溶融処理の実施 

１．除染等廃棄物の溶融処理は、撤去等の作業・工程・スケジュール等を考慮し、効

率的に実施する。 

２．溶融処理の実施時期や溶融炉の運転方法等について計画しておく。 

 [解説] 

除染等廃棄物の処理を実施するにあたり、溶融炉は間欠運転となるため、処理が効

率的に実施されるよう実施時期や運転方法等について計画しておく。 
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第６ 除染等廃棄物の処理委託 

１．除染等廃棄物についての性状等を把握し、適正処理のために必要な廃棄物情報の

提供を廃棄物処理業者に対して行う。 

２．関係法令に基づく許可等を有している廃棄物処理業者に処理を委託する。 

[解説] 

「廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２版）」（平成 25 年６月、環境省）の

趣旨を踏まえ、除染等廃棄物について種類、数量及び性状等の情報を把握し、適正処

理のために必要な廃棄物情報の提供を、廃棄物データシート（ＷＤＳ）等を活用して

廃棄物処理業者に対して行うこととする。 

  除染等廃棄物が低濃度ＰＣＢ廃棄物に該当する場合や特別管理産業廃棄物に準じた

取扱いをする場合は、関係法令に基づく許可等を有している廃棄物処理業者に処理を

委託する。 
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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年２月１３日改訂 

平成２９年５月８日改訂 

 

 

Ⅲ.４ 設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の 

分別確認と払出し・処理委託ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託ガイ

ドラインは、設備等については解体・分別が、施設撤去廃棄物等については分別確

認と払出し・処理委託が適切に実施されるように、その方法等の技術的指針を定め

たものである。 

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.4-1 設備等の解体・分別マニュアル」及び「Ⅲ.4-2 

施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託マニュアル」が整備され、設備等

の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託が実施されるも

のとする。 

 [解説] 

設備等の解体は、原則として堆積物なしの状態で実施し、周辺環境の保全と作業

者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づき対応するとともに、「分別の判断基準」に

基づく分別もあわせて実施するとしている。また、施設撤去廃棄物等は、「分別の判

断基準」に基づく分別が適切に行われていることを確認のうえ払い出すとしており、

これらの具体的な内容について定める必要がある。  

本ガイドラインは、ＢＡＴを適用した設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等

の適切な分別確認と払出し・処理委託を実施するための方法等の技術的指針を取り

まとめたものである。 

 

 

第２ ガイドラインの概要  

１．ＢＡＴに基づく設備等の解体・分別を実施するための基本的な事項について示す。 

２．施設撤去廃棄物等の適正な分別確認と払出し・処理委託を実施するための基本的な

事項について示す。  

[解説] 

ＢＡＴに基づく設備等の解体・分別や施設撤去廃棄物等の適正な分別確認と払出し・

処理委託を実施するための基本的な事項について示す。  
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第３ 設備等の解体・分別の方法 

１．受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得るも

のとする。 

２．解体・分別の実施にあたっては、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮

したＢＡＴに基づく適切な手法等を適用するものとする。  

３．設備等の解体・分別は、原則として堆積物なしの状態で実施するものとし、解

体・分別にあたっては、「分別の判断基準」に基づくものとする。  

４．堆積物ありの設備等が残存する場合には、この設備等の解体を原則として、堆

積物なしに優先して実施する。その後に関係法令に従い、一般解体を実施するもの

とする。 

５．建築構造物の解体時において、原則として有害物質（空調用冷媒フロン等）へ

の対応も優先して実施し、適正な取扱いを行うものとする。 

６．鉛塗料が使用されている設備等の解体・分別作業の際には、関係法令等に従い

適切に対応するものとする。  

[解説] 

解体作業の実施にあたり、受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提

出し、県の承認を得る。 

解体作業の方法は、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基

づく適切なものとする。  

設備等の解体・分別は、「分別の判断基準」に基づき、原則として堆積物なしの状

態で実施する。堆積物ありの設備等の解体は、堆積物なしに優先して実施し、その

後に一般解体を実施する。  

堆積物ありの状態で実施する場合には、産業廃棄物の種類と堆積物の状況に応じ

た解体・分別を実施するものとする。  

  建設リサイクル法等に基づく届出を行い、建築構造物に使用されているフロン等

の有害物質等を適切に把握し処理を実施する。なお、解体を実施する建築構造物に、

アスベストは使用されていない。また、直島の中間処理施設の脱硝触媒やボイラー

のキャスタブル耐火物及び後燃焼室の耐火ブランケットにリフラクトリーセラミッ

クファイバーが原料として使用されていることから、労働安全衛生法に基づく届出

を行い、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則に定められた適切な措置

を実施する。 

鉛塗料が使用されている設備等の解体・分別に関し、鉛中毒予防規則（昭和 47 年

労働省令第 37 号）で定められた鉛業務を実施する場合には、関係法令等に従い適切

に対応する。 

 

第４ 堆積物なしの設備等の解体・分別の方法 

１．堆積物なしの設備等は、「分別の判断基準」に基づく解体・分別を実施すること

を基本とする。 

 [解説] 

堆積物なしの設備等は、廃棄物処理法及び建設リサイクル法に基づき、表１に示

す分別の判断基準のとおり分別する。 

また、金属類の分別においては、鉛塗料が使用されている設備等を分離する。 
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表１ 堆積物なしの設備等の分別の判断基準 

分別の区分 具体例 

①コンクリート類(陶磁器類を含む) ・保管ピット 

②コンクリート及び鉄からなる建設資材  ・保管ピット  

③鉛のみが除染完了の判断基準を超過した堆積物

なしの設備等の金属および鉛塗料が付着した金属  

・塗装された設備

等 

④上記以外の金属類  
・投入ホッパ  

・コンベヤ 

⑤木材 ・木材構造物  

⑥可燃物類 ・コンベヤベルト  

⑦その他  

 

 

第５ 堆積物ありの設備等の解体・分別の方法 

１．堆積物ありの設備等を解体・分別する場合にも、堆積物なしの場合の分別の区

分に準じて分別するものとする。 

２．設備等の配置等により除染作業前に設備等を解体する場合は、堆積物ありの設

備等として取扱うこととし、除染作業後に、堆積物の状況に応じて分別を実施する

ものとする。 

３．中間処理施設で使用した耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気

用の活性炭等については、除染完了の判断基準によらず堆積物ありとして解体・分

別する。 

４．堆積物ありの設備等の解体作業は、結合の解除を原則とし、やむをえず切断を

行う場合には、加熱領域が少なく、またステンレス鋼にも対応可能なプラズマ切断

を基本とする。 

 [解説] 

堆積物ありの設備等の解体・分別にあたっても、堆積物なしの場合の分別の区分

に準じて分別する。 

設備等の配置等により除染作業前に設備等を解体する場合には、ダイオキシン類、

ＰＣＢ及び鉛による堆積物ありとして取扱い、除染作業後に、堆積物の状況に応じ

て分別を実施する。除染完了調査結果において堆積物なしとなった場合には、表１

に示す分別の判断基準に従い分別を実施する。  

中間処理施設で使用した耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気用

の活性炭等については、除染完了の判断基準によらず堆積物ありとして解体・分別

する。 

堆積物ありの設備等の解体作業は、切断の熱に伴う有害物質等の気化を考慮して

結合の解除を原則とし、やむをえず切断を行う場合には、加熱領域が少ないプラズ

マ切断を基本とする。  
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第６ 施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託の実施  

１．設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等を分別するものとし、

払出しや処理委託にあたっても、これを確認するものとする。 

２．施設撤去廃棄物等は資源化を原則とし、有効利用を図ることとする。  

３．中間処理施設で使用した耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気

用の活性炭等については、除染完了の判断基準によらず堆積物ありと見なし、特別

管理産業廃棄物の判定基準に準じて判断し、適正な処理委託を行うこととする。 

４．施設撤去廃棄物等の豊島・直島における輸送・運搬は、これまでの本事業にお

ける対応と同様に、可能な限り公道を使用しない経路を選定することとする。  

 [解説] 

設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等の分別への対応を実施

するものとし、堆積物の有無に応じて分別されていることを確認のうえ払出しや処

理委託を実施する。  

施設撤去廃棄物等は資源化を原則とする。堆積物なしの施設撤去廃棄物等は、建

設リサイクル法に基づき、特定建設資材について有効利用を図る。これ以外の施設

撤去廃棄物等も有効利用を原則とする。 

また、堆積物ありの施設撤去廃棄物等も可能な限り有効利用を図ることとし、廃

棄物処理法に基づく許可等を有する廃棄物処理業者に適正な処理委託を行う。  

耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気用の活性炭等の有害物質を

含むものや除染作業を実施しないもの、処理委託を行うことが適当なものについて

は、除染完了調査を実施することなく、特別管理産業廃棄物の判定基準に準じて判

断し、適正な処理委託を行う。  

施設撤去廃棄物等の豊島・直島における輸送・運搬は、これまでの本事業における

対応と同様に、専用桟橋を活用する等、可能な限り公道を使用しない経路を選定する

ことにより周辺環境の保全に配慮する。  
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.５ 堆積物の除去・除染及び解体撤去時における  

環境保全対策ガイドライン 

 

 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．堆積物の除去・除染及び解体撤去時における環境保全対策ガイドラインは、豊

島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等における環境保全対策を定めたも

のである。 

２．本ガイドラインをもとに「Ⅲ.5-1 堆積物の除去・除染及び解体撤去時における

環境保全対策マニュアル」が整備され、周辺環境への影響を防止するための措置が

図られるものとする。 

 [解説] 

 周辺環境の保全を図るため、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の堆積物

の除去・除染及び解体撤去の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及

び廃棄物等による影響を防止するための措置を講ずる必要がある。  

本ガイドラインは、堆積物の除去・除染及び解体撤去の作業における環境保全対

策を実施するための技術的指針等を取りまとめたものである。 

なお、解体を実施する建築構造物にはアスベストは使用されていないが、一般的

な建築構造物の解体時における有害物質等（空調用冷媒フロン等）への対応につい

ては、「Ⅲ.4 設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別・処理ガイドライン」

に別途定めてある。 

 

 

第２ ガイドラインの概要  

１．撤去の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等による周辺

環境への影響を防止するための基本的な措置を示すものとする。  

[解説] 

労働安全衛生規則及び要綱に、解体作業によって生じる排気、排水及び解体廃棄

物による周辺環境への影響を防止するための措置が規定されていることから、これ

らに騒音・悪臭・振動対策を加えて取りまとめたものである。 
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第３ 環境保全対策の概要 

１．排気対策 

作業場内のダイオキシン類等に汚染された空気及び粉じん等については、作業場

内を負圧に保つとともに密閉養生し、活性炭フィルター等による排気処理により適

切な対応を行った上で、大気に排出する。  

２．排水対策 

    除染等の作業により生じるダイオキシン類等により汚染された排水は、関係法

令で定める排出水の基準を満たすことが可能な排水処理施設で処理した後、外部放

流等を実施する。 

また、排水処理に伴い発生した汚泥等は、中間処理施設での処理又は特別管理廃

棄物の判定基準に準じて適正な処理委託を行う。 

３．騒音対策 

撤去等の作業中には、扉・シャッター等を閉じるあるいは仮設の囲いを設ける

等の騒音対策を行う。  

４．振動対策 

振動の発生が大きい機材を使用する場合は、必要に応じて対策を行う。  

５．悪臭対策 

１．に定める排気対策の実施により対策を行う。  

６．廃棄物等の対策  

撤去等の作業に伴い生じた廃棄物等は、「Ⅲ.3 除染等廃棄物の処理ガイドライ

ン」及び「Ⅲ.4 設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・

処理委託ガイドライン」に従って対応する。  

また、撤去等の作業時に発生した二次廃棄物は、周辺環境に配慮した隔離・保

管を実施し、適正な処理委託を行う。 

 [解説] 

豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の堆積物の除去・除染及び解体撤去の

作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等による影響を防止

するため、環境保全対策を実施するものとする。 

また、重機等には排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型のものを使用すること

を原則とする。 

廃棄物等の処理に関しては、「Ⅲ.3 除染等廃棄物の処理ガイドライン」及び「Ⅲ.4

設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託ガイドラ

イン」に従う。 

また、撤去等の作業時に発生した二次廃棄物は、飛散防止措置等を講じたうえで

処理されるまでの間、作業の妨げとならない場所に隔離・保管し、適正な処理委託

を行う。 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

 

Ⅲ.６ 施設の撤去等に係る環境計測ガイドライン 

 

第１ ガイドラインの位置付け  

１．施設の撤去等に係る環境計測ガイドラインは、施設の撤去等の実施前後及び実

施期間中に行う環境計測（作業場あるいは施設の境界での環境調査）について、

計測項目、計測頻度等の指針を取りまとめたものである  

２．本ガイドラインをもとに「施設の撤去等に係る環境計測マニュアル」が整備さ

れ、同マニュアルをもとに施設の撤去等に係る環境計測が実施されるものとする。 

［解  説］ 

施設の撤去等の実施前後及び実施期間中における環境への影響を把握するために

排気、排水（外部放流がある場合に限る）、騒音、振動、悪臭について計測を行う。  

施設の撤去等に係る環境計測ガイドラインは、作業場あるいは施設の境界におい

て実施する上記の環境計測の概要を取りまとめたものである。  

 

 

第２ ガイドラインの概要  

１．計測地点、計測項目、計測頻度は表１及び表２に示す通りとする。  

２．評価基準は表３～表７に示す通りとする。  

３．必要と認められる場合には、施設の撤去等に係る周辺環境モニタリングを実施

する。 

４． 本ガイドラインに定める計測項目及び評価基準は、関連法令の改正等にあわせ、

必要に応じ適宜見直すこととする。  

［解  説］ 

１．施設の撤去等に係る環境計測は表１及び表２に示す通り行う。 

また、計測の実施者は、法的資格を有する機関等とする。ただし、特殊な事項

の計測及び分析については、県の承認を受けて、他の適切な機関とする。  

２．排気、排水、騒音、振動、悪臭については、関係法令及び豊島廃棄物等処理事

業で定める「豊島・直島における環境計測及び周辺環境モニタリングマニュアル」

における基準を踏まえた評価基準により評価を行うものとする。  

３．周辺環境モニタリングは別に定めた「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査

等の概要」に従って実施されるが、必要と認められる場合には、これに加えて施

設の撤去等に係る周辺環境モニタリングとして、適切な時期に適切な箇所で実施

することとする。  

４．関係法令の改正により規制項目が増加する等の状況が生じた場合には、本ガイ

ドラインに定めた計測項目および評価基準等は、適宜見直すこととする。  
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表１ 施設の撤去等に係る環境計測（豊島関係）  

区分 計測地点 計測項目 
計測頻度 

実施前  実施期間中  実施後  

排気 
排気ファン  

出口 
ダイオキシン類、ＰＣＢ、鉛及びそ

の化合物、粉じん 
― １回以上 ― 

排水※  ―  ―  ― ― ― 

騒音 施設の境界 L50、L5、L95、Leq １回 １回以上 １回 

振動 施設の境界  L50、L10、L90 １回 １回以上 １回 

悪臭 施設の境界  

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、硫化
ﾒﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢
酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、
ｷｼﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ
吉草酸、ｲｿ吉草酸  

１回 １回以上 １回 

※排水は、高度排水処理施設において処理を行う。  

 

 

表２ 施設の撤去等に係る環境計測（直島関係）  

区分 計測地点 計測項目 
計測頻度 

実施前  実施期間中  実施後  

排気 
排気ファン  

出口 
ダイオキシン類、ＰＣＢ、鉛及びその

化合物、粉じん  
― １回以上 ― 

排水  排水口  

水素ｲｵﾝ濃度 (ｐ H)、浮遊物質量 (SS)、
生物化学的酸素要求量 (BOD)、化学的酸
素要求量 (COD)、全窒素、全燐、大腸菌
群数、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、 PCB、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びそ
の化合物､鉛及びその化合物、砒素及び
その化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、ｱﾙｷﾙ水銀
化合物、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水
銀化合物、ｾﾚﾝ及びその化合物、ﾌｯ素、
ﾎｳ素  

― ２回以上 ― 

騒音 施設の境界  L50、L5、L95、Leq 必要に応じて適宜実施  

振動 施設の境界  L50、L10、L90 必要に応じて適宜実施  

悪臭 施設の境界  

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、硫化ﾒﾁ
ﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿ
ﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚ
ﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞ
ﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、
ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草酸、ｲｿ吉草酸  

必要に応じて適宜実施  
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表３ 排気の評価基準  

計測項目 評価基準値 備考 

ダイオキシン類  0.1ng-TEQ/ｍ３  
ダイオキシン類対策特別措

置法に基づく排出基準※１ 

ＰＣＢ 0.1mg/ｍ３ PCB の暫定排出許容限界※２ 

鉛及びその化合物  10mg/ｍ３ 
大気汚染防止法に基づく  

排出基準※１ 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法及び大気汚染防止法の適用を受けない施設である

が、これらの関係法令で定める値に準じた。  

※２ 「PCB 等を焼却処分する場合における排ガス中の PCB の暫定排出許容限界について

（S47.12.22 環境庁大気保全局長通知）」に示す値  

 

 

表４ 排水の評価基準  

計測項目 評価基準値 備考 

ダイオキシン類  10pg-TEQ/L 
ダイオキシン類対策特別措

置法に基づく排出基準※１ 

その他（健康項目及び生

活環境項目） 

（水質汚濁防止法に定

める排水基準値）  

水質汚濁防止法に基づく  

排水基準※１ 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法及び水質汚濁防止法の適用を受けない施設である

が、これらの関係法令で定める値に準じた。 

 

 

表５ 騒音の評価基準  

項目  
評価基準値

（dB(A)） 

騒音規制法の規制基準（参考）※ 

（dB(A)） 

昼間（8:00～19:00）  ７０  ７０  

朝（  6:00～  8:00）  

夕（19:00～22:00）  
６５  ６５  

夜間（22:00～6:00）  ６０  ６０  

※  第４種区域（主として工業地域）の規制基準  

 

 

表６ 振動の評価基準  

項     目 
評価基準値  

（dB） 

振動規制法の規制基準（参考）※ 

（dB）  

昼間（8:00～19:00）  ６５  ６５  

夜間（19:00～8:00）  ６０  ６０  

※  第２種区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む）、工業地域）の規制

基準 
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表７ 悪臭の評価基準  

項目  
評価基準値  

（ppm） 

悪臭防止法の規制基準（参考）※

（ppm） 

アンモニア  2 2 

メチルメルカプタン  0.004 0.004 

硫化水素  0.06 0.06 

硫化メチル  0.05 0.05 

二硫化メチル  0.03 0.03 

トリメチルアミン  0.02 0.02 

アセトアルデヒド  0.1 0.1 

プロピオンアルデヒド  0.1 0.1 

ノルマルブチルアルデヒド  0.03 0.03 

イソブチルアルデヒド  0.07 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド  0.02 0.02 

イソバレルアルデヒド  0.006 0.006 

イソブタノール  4 4 

酢酸エチル  7 7 

メチルイソブチルケトン  3 3 

トルエン  30 30 

スチレン  0.8 0.8 

キシレン  2 2 

プロピオン酸  0.07 0.07 

ノルマル酪酸  0.002 0.002 

ノルマル吉草酸  0.002 0.002 

イソ吉草酸  0.004 0.004 

※  Ｂ区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む））の規制基準  
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＜参考＞  豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等の概要 

場所等 区  分 内  容 
スケジュール 

備  考 
28 年度 29 年度 地下水浄化中 

地下水浄化 
確認後 

豊島 

環境計測 

水質 

沈砂池 1 放流の都度実施（年 1 回は全項目） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

沈砂池 2 年 4回実施（年 1回は全項目） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

高度排水処理施設の排出口 年 1回実施（pH、COD、SSは連続） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

北揚水井 

西揚水井 
年 4回実施 ◯ ◯ ◯ 

対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

貯留トレンチ 年 2回実施 ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

   

高度排水処理施設の原水調整槽 月 1回実施（ﾆｯｹﾙのみ） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

凝集膜分離装置の排出口 処理対象水が変わる都度実施（SS、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

活性炭吸着塔の排出口 稼働中に 1回実施（COD、pH） ◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

地下水 
観測井等で定期的に水質調査を実施して地下水浄化状況

を確認。地点により年 2～6 回実施 
◯ ◯ ◯ 

地下水浄化の
確認まで 

 

大気汚染 敷地境界 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,有害物質 等） ◯ △    

騒音 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

振動 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

悪臭 敷地境界 年 1回実施 ◯ △    

周辺環境 
モニタリング 

水質・底質 
周辺地先海域 水質は年 4回、底質は年 1回実施 ◯ ◯ 当分の間   

海岸感潮域 水質は年 4回、底質は年 1回実施 ◯ ◯ 当分の間   

生態系 アマモ場・ガラモ場 藻類の繁茂状況等の確認調査 ◯   ◯ 前回は 20年度に実施 

専用桟橋
の点検 

目視調査 

潜水調査等 
豊島桟橋 

「港湾構造物の維持・補修マニュアル」に従って定期的に

劣化・損傷状況を調査する。一般点検は 2年に 1回、詳細

点検は 5 年に 1 回実施 

◯ ◯ ◯ 
対象施設撤去又は 
供用停止まで 

 

直島 

環境計測 

大気汚染 

敷地境界 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,Ox 等） ◯     

煙突 
年 6回実施（ばいじん,SOx,NOx,HCl 等） 

年 2回実施（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類） 
◯     

水質 雨水集水設備の排出口 年 1回実施（大雨が長く続き雨水を海域へ排出する場合） ◯     

騒音 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

振動 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

悪臭 敷地境界 必要に応じて適宜実施 ◯     

周辺環境 
モニタリング 

大気汚染 敷地境界（最大着地点） 年 1回実施（SPM,SO2,NOx,CO,有害物質 等） ◯     

水質・底質 周辺地先海域 年 1回実施 ◯     

土壌 最大着地点 数年に 1 回実施（3 年を目安） ◯     

専用桟橋
の点検 

目視調査 

潜水調査等 
直島桟橋 

「港湾構造物の維持・補修マニュアル」に従って定期的に

劣化・損傷状況を調査する。一般点検は 2年に 1回、詳細

点検は 5 年に 1 回実施 

◯     

海上 
輸送 

周辺環境 
モニタリング 

水質・底質 周辺海域 年 1回実施 ◯     

溶融スラグ 

性状の把握 品質試験 モルタルバー法（年 2 回）、迅速法、化学法等 ◯     

アルカリ骨材反応に

よる劣化症状の確認 

施工後 10 年程度経過したコン

クリート構造物 
外観調査、コア採取、コア外観観察等 調査対象構造物や頻度等は未定（詳細は今後検討） これまで 25,27 年度に実施 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年５月８日改訂 

 

 

Ⅲ.1-1 作業従事者の安全確保マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨  

１. 作業従事者の安全確保マニュアルは、作業従事者の安全及び健康の確保に万全を

期すために行う作業環境対策について定めたものである。  

２. 本マニュアルに定める安全を確保するために行う作業環境対策は、必要に応じて

適宜見直すものとする。 

 [解説] 

本マニュアルは、労働安全衛生法及び廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキ

シン類ばく露防止対策要綱（以下、「要綱」という。）に基づき、施設の撤去等にお

ける作業場の状況に応じた適切な保護具や作業方法等を選定するなど、安全を確保

するために行う作業環境対策を定めたものである。  

 

 

第２ マニュアルの概要  

 施設の撤去等の実施にあたり、作業従事者の安全及び健康の確保に万全を期すた

め、以下の項目について実施又は措置を講ずる。 

１．空気中及び堆積物のダイオキシン類等の測定による管理区域等の決定  

２．撤去等の作業の事前準備としての作業環境対策と環境保全対策の実施  

３．保護具の選定及び管理  

４．撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法の決定 

５．撤去等の作業中における作業環境測定の実施  

６．安全衛生管理体制の確立等 

 [解説]  

本マニュアルは、作業従事者の安全及び健康の確保のため、作業前及び作業中に実

施する項目について記載する。  

 

 

 

別紙４ 
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第３ 空気中及び堆積物のダイオキシン類等の測定による管理区域等の決定  

１．作業場の空気中のダイオキシン類等の測定  

  作業場において、作業環境測定基準（昭和 51年労働省告示第 46号）に準じた

方法により、空気中のダイオキシン類等の測定を単位作業場所ごとに１箇所以

上、撤去等作業前及び作業中に各１回以上行う。  

２．堆積物のダイオキシン類等の測定 

  設備等について、労働安全衛生規則第 592条の２に定めるところにより、堆積

物のダイオキシン類等の測定を撤去等作業前に実施する。 

３．管理区域等の決定 

上記２つの測定結果に基づき、管理区域等の決定を行う。 

[解説] 

豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設は廃棄物焼却施設に該当し

ないことから、要綱に準じて管理区域等（下記の（１）から（３）をいう。）の決定

を行うものとする。  

 

（１）管理区域 

廃棄物焼却施設の運転時において、作業場における粉じん等の発散防止対策を

実施するために用いる管理区域を指す。  

撤去等の作業時において、管理区域は、汚染の拡散を防止するための作業場の分

離又は養生を実施するために用いる。 

 

（２）保護具選定に係る管理区域  

保護具を選定するために用いる。 
 

（３）解体作業管理区域 

撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法を決定するために用いる。 

 

 

第４ 撤去等の作業の事前準備としての作業環境対策と環境保全対策の実施  

１．労働安全衛生規則第 592 条の 4 に定めるところにより、原則として作業場にお

けるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態としたうえで作業を実施

する。また、必要と認められる場合には局所排気等の設備を付設する。  

２．除去・除染作業に伴う汚染の拡散を防止するため、環境保全対策として管理区

域ごとに仮設の天井・壁等による作業場の分離又は養生等を実施するものとす

る。 

[解説] 

ダイオキシン類等による汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに仮設の天井・

壁等による作業場の分離、あるいはビニールシート等による作業場の養生を実施する。 

発生源の湿潤化について、電気機器等水分により機器が壊れるおそれがある等、技

術的に困難な場合を除き、発生源を湿潤な状態とする。また、必要と認められる場合

には局所排気等の設備を設置する。  

 



3 

第５ 保護具の選定及び管理  

１．保護具の選定を行うため、空気中及び堆積物のダイオキシン類等の測定結果

を踏まえ、保護具選定に係る管理区域を決定する。  

２．保護具選定に係る管理区域に基づいて保護具の選定を行い、適切な保護具の管

理を実施する。 

[解説] 

 保護具の選定及び管理は、要綱に基づき実施する。  

設備等の内部の作業時又は高圧洗浄作業時の保護具については、レベル１の保護

具選定に係る管理区域であっても、適宜、レベル２又は３の保護具を用いることを検

討する。 

 

第６ 撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法の決定 

１．撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法の決定を行うため、堆積物

のダイオキシン類等の測定結果を踏まえ、解体作業管理区域を決定する。  

２．解体作業管理区域を決定したのち、撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切

断方法を選択する。  

［解  説］ 

撤去等の作業に伴う設備等の結合解除や切断方法の決定は、要綱に基づき実施す

る。 

堆積物ありの設備等の解体は、有害物質等の気化を考慮し結合の解除を原則と

し、切断を行う場合は熱領域の少ないプラズマ切断を基本とする。また、事前に検

討を行い、切断箇所は極力少なくなるよう努める。  

 

第７ 撤去等の作業中における作業環境測定の実施  

１．実施時期及び回数  

撤去等の作業中（除去・除染中及び解体中）における作業環境測定を、少なく

とも１回以上行う。  

２．測定及び評価  

作業環境測定基準及び作業環境評価基準に準じた測定及び評価を行い、適宜、

管理区域等の見直し及び作業場内の状況の確認を行う。なお、粉じん濃度を同時

に測定するとともに、測定項目との相関を把握し、迅速な作業場内の状況の確認

に活用することとする。  

[解説] 

ダイオキシン類へのばく露防止措置を適切に実施することがＰＣＢ及び鉛のばく

露の防止にも有効であることから、作業環境中のダイオキシン類濃度を管理濃度以

下とすることでＰＣＢ及び鉛の管理濃度以下となると考えられるが、表２に示す管

理濃度を超過した場合は、作業を一時中断して作業場の状況を確認するとともに、適

宜、管理区域等の見直しを実施することとする。 

なお、測定結果が判明するまでに一定期間を要することから、デジタル粉じん計等

により粉じん濃度を同時に測定するとともに、測定項目との相関を把握し、迅速な作

業場内の状況の確認に活用することとする。  
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表２ 管理濃度 

測定項目 管理濃度 備考 

ダイオキシン類 2.5pg-TEQ/ｍ３  

廃棄物焼却施設関連作業にお

けるダイオキシン類ばく露防

止対策要綱に定める管理すべ

き濃度基準 

PCB 0.01mg/ｍ３  作業環境評価基準  

鉛及びその化合物  
鉛として 

0.05mg/ｍ３  
作業環境評価基準  

粉じん 0.9mg/ｍ３ 作業環境評価基準  

リフラクトリーセラミック

ファイバー※１ 

5μ m 以上の繊維と

して 0.3f/ｃｍ３ 
作業環境評価基準  

クロム酸及びその塩※２ 
クロムとして 

0.05mg/ｍ３  
作業環境評価基準  

※１ リフラクトリーセラミックファイバーを取り扱う作業の実施時に測定する。  

※２ クロム化合物を含む耐火物を取り扱う作業の実施時に測定する。  

 

第８ 作業場の分離・養生  

１．撤去等の作業中（除去・除染中及び解体中）において、管理区域ごとの作業場

の分離等を実施するものとする。 

２．設備等の撤去等の作業中（除去・除染中及び解体中）において、その作業場の

養生等を実施するものとする。 

[解説] 

○管理区域ごとの作業場の分離等を実施する。 

（１）建築物による作業場の管理区分ごとの分離 

 建築物の外壁や天井等を管理区域の区画として利用し、管理区域からの汚染の

拡散を防止するため、作業従事者及び車両の出入口を建築物に定め、その出入口

には仮設の壁及び天井等により前室を設け区画する。また、前室にはエアシャワ

ーを設置する。 

（２）作業従事者以外の立入制限  

作業従事者以外が当該管理区域に立ち入らないよう、それぞれの区域の出入口

付近に表示を行い、原則として作業従事者以外の立入を制限する。  

 

○設備等の作業場の養生等を実施する。 

除去・除染作業を実施する設備等の作業場は、ビニールシート等（作業に応じて

耐水性、耐火性の材料を使用すること。）で養生し、必要に応じて出入口を定め、

汚染拡大防止を図った上で、除去・除染作業を実施する。  

また、冠水により障害が生ずるおそれのある設備等が設置されている場合には、

当該設備等を養生等により隔離した上で作業を実施する。  

必要と認められる設備等の作業場については、局所排気等の設備を設置する。  
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�添 

 

廃棄物焼却施設関連作業���������ン類�く露防�対策要綱 

 

第� 趣旨 

�����ン類対策特�措置法施行���成11�政�第433号��表第�第5号�掲��廃棄

物焼却炉����廃棄物�焼却施設����廃棄物�焼却施設��いう������焼却炉等

��転�点検等作業及び解体作業�従事��労働者������ン類���く露�未然�防�

�����重要�あ������厚生労働省����成13����労働�全衛生規則�一部�

改���廃棄物�焼却施設���������ン類���く露防�措置�規定������あ

�� 

本対策要綱��改���労働�全衛生規則�規定���事��踏�え�事業者�講���基

本的�措置�示��労働者������ン類���く露防��徹底������目的����

��あ�� 

 

第� 対象作業 

� 作業��類 

本対策要綱����������ン類������塩化��ン���ン���塩化��ン�-

��-����ン及びコ����PCB�いい�対象���作業��廃棄物�焼却施設��い�行

わ�������及び����作業�����転�点検等作業��いう�������作業��

��解体作業��いう��並び�����作業�����搬作業��いう���あ�����

�合わ��廃棄物焼却施設関連作業�いう��� 

���廃棄物�焼却施設�����い��及び焼却灰����燃え殻��扱い�業務�係�作

業 

具体的��� 

� 焼却炉�集��機等��部�行う灰出��作業 

�  焼却炉�集��機等��部�行う設備�保�点検等�作業�前�行う清掃等�作業 

�  焼却炉�集��機等�外部�行う焼却灰��搬�飛灰��い��等��固化等焼却

灰�飛灰等���扱う作業 

�  焼却炉�集��機等�外部�行う清掃等�作業 

�  焼却炉�集��機等�外部�行う���及び��作業�支援及び監視等�作業 

���廃棄物�焼却施設�設置���廃棄物焼却炉�集��機等�設備�保�点検等�業務�

係�作業 

具体的��� 

�  焼却炉�集��機等��部�行う設備�保�点検等�作業 

�  焼却炉�集��機等�外部�行う焼却炉�集��機����装置�保�点検等�作

業 

�  焼却炉�集��機等�外部�行う������作業�支援�監視等�作業 

����保�点検等�伴い��い��及び焼却灰����燃え殻等���扱う場合��

������作業�該当����� 
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���廃棄物�焼却施設�設置���廃棄物焼却炉�集��機等�設備�解体等�業務及び�

��伴う�い��及び焼却灰����燃え殻��扱い�業務�係�作業 

具体的��� 

� 廃棄物焼却炉�集��機�煙道設備�排煙冷却設備�洗煙設備�排水処理設備及び

廃熱����等�設備�解体又�破壊�作業�当該設備�設置場所��第����

������定��処理施設���単��処理施設��いう����搬��行う当該

設備�解体又�破壊�作業����移動解体��いう���含��� 

� ����係�設備�大規模�撤去�伴う補修�改造�作業 

� ���及び��作業�伴う�い��及び焼却灰����燃え殻���扱う作業 

����耐火煉瓦��替え等�定期的�行う点検補修作業�大規模�撤去�伴わ�い作

業��い���������作業�該当����� 

���移動解体�対象���設備�処理施設��搬��作業 

���本対策要綱�適用対象��事業場�設置��������ン類対策特�措置法施行�

��成11�政�第433号��表第�第�号�掲��廃棄物焼却炉�火床面積�0.5�方����

��又�焼却能力��時間当��50�����������限�������廃棄物�焼却施

設��い�行わ��作業�あ���本対策要綱�適用対象���規模�焼却施設��い�行わ

��作業��い���本対策要綱�準��く露防�対策�講�����望��い���あ��

�� 

� 遠隔操作等�行う作業及び�く露�少�い廃棄物焼却炉����作業�適用関係 

���遠隔操作等�行う作業 

本対策要綱������等���隔����場所��い�遠隔操作�行う作業��密閉系

�灰等����コン��等��搬����監視��作業等�焼却灰及び飛灰�労働者��く

露������い作業��い���適用���い���あ���� 

����く露�少�い焼却炉����作業 

本対策要綱���転�点検等作業��い����������掲��条件�全����焼

却炉����作業��い��������ン類��く露�����少�い���本対策要綱

�う�法��定��事��あ�第���������������及び������並び�

第����������定��事��限�適用��������������外�事���

い���必要�応��適用����� 

�  �����ン類特�措置法��成11�法�第105号�第28条�定���い��及び焼

却灰����燃え殻������ン類�測定結果�3000�pg-TEQ/g-dry����い��� 

�  第���������及び��空気中������ン類濃度�測定結果���紙��

��決定��管理�域��第�管理�域�あ���� 

�  �外�設置���焼却炉�あ���� 

�  単一種類�物�焼却���用�焼却炉�あ���� 

 

第� �く露防�対策 

� �転�点検等作業及び解体作業��い�共通��講���措置 

���特�教育 

�転�点検等作業又�解体作業�行う事業者����対象作業�行う事業者��いう��
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��労働者�労働�全衛生規則第592条��及び�全衛生特�教育規程�昭和47�労働省告示

第92号��定���������特�教育�行う��� 

���作業指揮者�選任 

対象作業�行う事業者��労働�全衛生規則第592条���定���������化学物質

��い��知識����者等�中��作業指揮者�選任��作業�指揮��������作

業�従事��労働者�保護具�着用状況及び�����ン類�含�物�発散源��潤化�確

認�行わ����� 

���コン����造�工作物�解体作業等��い���併��コン����造�工作物

�解体等作業主任者�選任��必要�あ���� 

���発散源��潤化 

対象作業�行う事業者�第��������作業���行う事業者�除く����労働�

全衛生規則第592条���定���������作業場���������ン類�含�物�発

散源��潤�状態������������い�������当該発散源��潤�状態��

�������著�く困��������限����い��� 

���健康管理 

対象作業�行う事業者��労働者�対��労働�全衛生法�基�く一般健康診断�確実�

実施������������ン類���く露���健康不��訴え�労働者�対���産

業�等�意見�踏�え�必要�あ��認��場合��就業��措置等�適��行う��� 

���事故�保護具�破損等���当該労働者������ン類�著�く汚染���又�

���多量�吸入������あ�場合���や��当該労働者��師���診察又�処置

��������������場合���必要�応���当該労働者�血中�����ン類

濃度測定�行い���結果��録��30�間保存���く��� 

���就業��配慮 

対象作業�行う事業者��女性労働者��い����性保護�観点���廃棄物焼却施設

�����転�点検等作業及び解体作業����就業��配慮�行う��� 

���保護具 

対象作業�行う事業者����措置�講����� 

� 保護具�管理 

���保護具�着用状況�管理 

a 労働者�対��呼吸用保護具�着脱訓練�実施 

労働者�対���呼吸用保護具���ッ�����方法�緊急時�対処方法及び

呼吸用保護具���い着脱方法�着脱手�等��い�訓練�行う�����習得�

����� 

b 作業開始前����保護具�着用状況�確認 

労働者�保護具�着用状況�確認�相互�行わ����� 

���作業�����保護具��外�等 

作業�行����保護具�汚染���い�����あ���������措置�講

����� 

a 作業場�更衣場所�間� 保護具�汚染及び焼却灰等�除去���������

ワ�等�汚染物除去設備�設����� 
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b 保護具�着脱��������a�汚染物除去設備�存���場所���く更衣場

所��い�行う������保護具�更衣場所��汚染���状態�持�出���

い��� 

���保護具�日常�保�点検�適��行う��� 

��������ン類�汚染�������あ�保護具��使い捨��指定���い�

��及び手入��方法���定����い�呼吸用保護具��過材及び吸収缶�除

��清水�温水�中性洗剤及び��サン等���洗浄����� 

��������ン類�表面�汚染�������あ�治具�工具及び重機等�機材��

使い捨��指定���い����除��清水�温水�中性洗剤及び��サン等��

�洗浄����� 

�����サン等���洗浄��場合��溶解�������ン類����く露防�措

置�講����� 

�����ッ����ン�形����ン�����������ン類�一酸化炭素等�

�害物質�������及び粉��等�含��い清浄�空気�供給����� 

� 保護具�選定 

労働�全衛生規則第592条���定���������紙��示�保護具��い���

転�点検等作業��い���紙��掲��方法��解体作業��い���紙��掲��

方法�選択�労働者�使用������ 

����高所作業又�臨時�作業��い�������������� 

���高所作業����特例 

�����保護具�使用��作業場����高所作業������ン�����

作業�妨����場合又�����ン�����当該場所���延長�困��場合

��当該作業場所近傍�十��能力��������ン�接続箇所�設置����

���各接続箇所間�移動��い�����ッ����ン�形����ン����

����ン�外��時�防��防毒併用呼吸用保護具������使用������ 

�������ン�接続箇所�設置�困��あ�場合�����ッ����ン�

形空気呼吸器�使用���������墜落防������全�作業床�設���

������全�作業床�設�����困��あ�場合����全帯�使用��等

墜落防�措置�講����� 

���臨時�作業����特例 

�����保護具�使用��作業場��い�足場�設置�解体作業等臨時�作業

�行う場合�あ�������ン����使用�����困��場合�����a

��c���掲��措置�講�����防��機能付�防毒����使用��作業�

行わ���差�支え�い���あ��������作業前�測定��空気中���

���ン類濃度��い��第����������管理�域�決定方法����行�

�管理�域�解体作業�あ������準用��管理�域��第�管理�域���

������ッ����ン�型空気呼吸器�使用������ 

a 作業前�床面�清掃�行う��� 

b ����粉��計等����作業�行��い�間�連続��空気中�粉��濃

度�測定�実施����� 
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c 作業�行��い�間�粉��及び��状������ン類�発散������

�あ�作業�中断����� 

���休憩室使用�留意事� 

対象作業�行う事業者��労働者�作業衣等�付着��焼却灰等����休憩室�汚染�

��い措置�講����� 

���喫煙等�禁� 

対象作業�行う事業者��作業�行わ��作業場���労働者�喫煙��又�飲食���

��禁������ 

� �転�点検等作業��い�講���措置 

����全衛生管理体制�確立 

� 廃棄物�焼却施設�管理��事業者�実施事� 

廃棄物�焼却施設�管理��事業者����措置�講����� 

��������ン類対策委員会 

産業��衛生管理者�����対策責任者等�構成��������ン類対策委員

会��設置��本対策要綱�定��措置等�盛�込��������ン類���く露

防�推進計画�����推進計画��いう���策定����� 

���対策責任者�選任 

労働者������ン類���く露防�対策�講���当���本対策要綱�定�

�措置�適��行う��������ン類対策�対策責任者�定����職務�行わ

����� 

a �����ン類対策委員会��営及び推進計画�委�先事業者�関係請負人等�

�周知 

b ����協議組織��営 

c ���推進計画�実施�関��事� 

���委�先事業者�関係請負人等��協議組織 

廃棄物�焼却施設����作業�全部又�一部���委���又�請負人�請�負

わ��い�場合���全��関係事業者�参加��協議組織�設置��当該作業�行

う労働者������ン類���く露防������推進計画�基�く具体的�推進

方法等�協議����� 

� ��事業者又�関係請負人�実施�関��事� 

�転�点検等作業�全部又�一部�����又�請�負��い�事業者�������

ン類対策�実施責任者�定��推進計画�踏�え�対策�実施������ 

���空気中������ン類濃度�測定 

�転�点検等作業�行う事業者����措置�講��������廃棄物�焼却施設�管

理��事業者��既�測定�行��い�場合��い�����結果�用い�差�支え�い�

�� 

� 空気中������ン類�測定 

�転�点検等作業�常時行わ��作業場��い��労働�全衛生規則第592条���定

����������紙��方法����空気中������ン類濃度�測定�行う�

�� 
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� 測定結果�保存 

測定者�測定場所�示��面�測定日時�天候�温度��度等測定条件�測定機器�

測定方法������ン類濃度等��録��30�間保存����� 

� 管理�域�決定 

作業環境評価基準�昭和63�労働省告示第79号��準����紙��方法���管理

�域�決定����� 

��������ン類�管理���濃度基準��2.5pg-TEQ/m3 ������ 

� 焼却灰等�粉�����状�����ン類�発散防�対策 

��結果�第�管理�域又�第�管理�域����作業場��い����掲��方法

等����焼却灰等�粉��及び��状�����ン類�発散�防���対策�行う�

�� 

���燃焼工程�作業工程�改善 

���発生源�密閉化 

���作業�自動化や遠隔操作方法��入 

���局所排気装置及び除��装置�設置 

���作業場��潤化 

������測定��い�������ン類�析��国�行う精度管理指針等�基���

適��精度管理�行わ��い�機関��い�実施���������結果��い���関係

労働者�周知����� 

� 解体作業��い�講���措置 

���対象施設�情報提供 

解体作業�行う場合�廃棄物�焼却施設�管理��事業者��解体作業�請�負��元方

事業者等��解体対象施設��面������測定��対象施設�空気中������ン類

濃度�測定結果及び焼却炉�集��機等�設備�外部�土壌�堆積���い���焼却灰�

���燃え殻����残留灰��いう���堆積場所�関��情報等�あ�場合�����

解体作業前�提供����� 

����全管理体制�確立 

解体作業�請�負��元方事業者����措置�講����� 

� 統括�全衛生管理体制 

労働�全衛生法第15条等�定�����������労働者及び請負人�労働者�人

数�応��統括�全衛生責任者又�元方�全衛生管理者等�選任��等�統括�全衛生

管理体制�確立������ 

�  関係請負人��協議組織等 

労働�全衛生法第30条�定���������全��関係請負人�参加��協議組織

�設置��混�作業���危険�防��関��協議��������関係請負人�対�

�全衛生�必要�指�等�行う��� 

���移動解体�採用��場合�要件 

移動解体�採用��場合����������� 

� 設備本体�解体�伴わ���搬����設備�あ����具体的���������

����い����作業�����外�作業��いう��������搬����状態
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������いう��� 

� 設備本体�土�����外��土���設備本体������場合�含��� 

� 煙突及び配管�設備本体����外� 

� 煙道�焼却炉��転���発生��燃焼���焼却炉�燃焼室��煙突���く管

�いう�������������設備本体間�連結部��外� 

� 設備���汚染物�飛散��い�う����ン等�用い�設備本体�����時�底

板�外�������い��構造��問題��い������底板��い設備��い�

��土���設備本体�吊���������飛散防�措置�講������能�あ�

��� 

� ���ン等�用い�設備等�����時等��老朽化等���設備�変形�又�崩壊

�������い��� 

� �搬車��積込�作業��滑�行う�������う�焼却炉等�設備�周辺�十�

�場所������� 

� 処理施設��い����������������� 

���廃棄物�種類�応���廃棄物�処理及び清掃�関��法��昭和45�法�第13

7号��基�く一般廃棄物処理施設������ン類�係�特�管理一般廃棄物�処

理��能����限���又�産業廃棄物処理施設������ン類�係�特�管

理産業廃棄物�処理��能����限������許��������あ���� 

���汚染物��い��飛散防�措置�講����容器�入�密���等�措置�講��

解体作業�行う���間�作業�妨�����い場所�隔��保管��������

設備������� 

����搬車��積���作業��滑�行う�������う�適��積���場所�

������ 

���������ン類基準不適合土壌�処理�関�������ン���成23���

 環境省水�大気環境局土壌環境課��準���������� 

���空気中������ン類�測定及びサン��ン� 

解体作業�行う事業者����措置�講��������残留灰�除去��作業��い�

���10���留意����� 

� 空気中������ン類�測定 

解体作業�行わ��作業場��い���紙��方法����空気中������ン類

濃度�測定�単�作業場所����箇所���解体作業開始前�解体作業中�少�く�

�各�回��行う��� 

���解体作業前�測定��い���処理施設��い�解体作業�行う場合�除��

廃棄物�焼却施設�管理��事業者��解体作業開始前�������箇所����測

定�行��い�場合��い�����結果�用い�差�支え�い��� 

� 解体作業�対象設備�汚染物�サン��ン�調査 

解体作業�対象設備��い��労働�全衛生規則第592条���定���������

汚染物�サン��ン�調査�事前�実施����� 

���汚染物�サン��ン�調査時��く露防�対策 

汚染物�サン��ン�調査作業�行う�当������紙��示������保
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護具�着用��作業�行う��� 

�������段�場合��い����紙��示������保護具���差�

支え�い��� 

���サン��ン�調査�対象設備及び対象物 

サン��ン�調査対象設備及び対象物������������� 

a 焼却炉本体 炉�焼却灰及び炉壁付着物 

b 廃熱���� 缶外付着物 

c 煙突       煙突�部付着物 

d 煙道       煙道�付着物 

e 除��装置    装置�堆積物及び装置�壁面等付着物 

f 排煙冷却設備   設備�付着物 

g 排水処理設備   設備�付着物 

h ����設備   付着物 

���サン��ン�対象物���������ン類含�量��程度�あ����

客観的�明���あ�場合��必���全��対象��い�サン��ン���必要

��い�例え���除��装置�汚染物��い������ン類含�量�

3000pg-TEQ/g���濃度�あ�場合�焼却炉本体�廃熱�����煙突及び煙道�

���サン��ン��省略�廃棄物焼却施設�転中������ン類�測定結果等

����除��装置�汚染物����含�量�最�高い���明���あ�場合�

限�����煙突�煙道�一体����い�場合�一方�設備����サン��ン

��省略���規模施設�設備���������い場合�サン��ン��一括化

等�あ�� 

���追加的サン��ン�調査�実施 

汚染物�サン��ン�調査�結果�3000pg-TEQ/g�超え������ン類�検出

���場合�����周��箇所�少�く���点�������汚染状況�追加

調査�行う��� 

���サン��ン�調査��録及び�録�保存 

サン��ン�調査�当�����日時���日及び時間��実施者��サン��

ン�調査時�温度��度�サン��ン�調査方法�方法及び使用��工具等�及び

サン��ン�調査箇所�示�写真��面等��目��い��録�����録�30�

間保存����� 

������測定�サン��ン���い�������ン類�析��国�行う精度管理指

針等�基���適��精度管理�行わ��い�機関��い�実施���������結果�

�い���関係労働者�周知����� 

���解体作業�計画��出 

労働�全衛生法第88条及び労働�全衛生規則第90条第�号���定���������廃

棄物焼却炉�火格子面積��m2��又�焼却能力��時間当��200kg������限���

����廃棄物�焼却施設�設置���廃棄物焼却炉�集��機等�設備�解体等�移動解

体�����外�作業及び処理施設��解体作業�含�����事�行う事業者��工事開

始�日�14日前�����書類�添付���廃棄物�焼却施設�所�地�管轄��労働基準
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監督署長�対��計画��出�行う��� 

� �事�行う場所�周��状況及び四隣��関係�示��面 

� 解体等���う���廃棄物焼却施設等�概要�示��面 

具体的��� 

解体作業�行う廃棄物焼却施設�建設物�概要�示��面��面��立面��焼却

炉本体�煙道設備�除��設備�排煙冷却設備�洗煙設備�排水処理設備�廃熱��

��等�概要�示����� 

� 工事用�機��設備�建設物等�配置�示��面 

� 工法�概要�示�書面又��面 

� 労働災害�防������方法及び設備�概要�示�書面又��面 

具体的��� 

��������ン類�く露�防������方法及び設備�概要�示�書面又��

面�除去処理工法�作業�概要�除去��汚染物管理計画�使用��保護具及び

��保護具����決定��根�等� 

���統括�全衛生管理体制�示�書面 

���特�教育等�労働衛生教育�実施計画 

���解体作業�行わ��作業場����事前�空気中�����ン類濃度測定結果 

���解体作業�対象設備����事前�汚染物�サン��ン�調査結果 

���解体作業中�空気中�����ン類濃度測定計画 

� 工程表 

�������書類��載����容�大幅�変更�生���������容��や��

所轄労働基準監督署長あ�報告����� 

���解体方法�選択 

解体作業�行う事業者���作業前�測定��空気中������ン類濃度測定結果��

解体作業�対象設備�汚染物�サン��ン�調査結果��付着物除去�録等�用い��紙�

�方法����管理�域�設定�������解体方法�決定�行う��� 

���付着物除去作業�実施 

事業者��労働�全衛生規則第592条���基���解体作業実施前�設備��外�作業�

あ����外��行�う���部��限�����部�付着�������ン類�含�物�

除去�十��実施����� 

当該付着物除去作業�際��� 

� 作業場所�仮設構造物�天井�壁等�又�ビ������等�����作業場所�隔

������ 

� 高濃度�場合����能�限�遠隔操作���作業�行う��� 

� 煙道等狭隘�場所��い���高�水洗浄等���付着物除去�行う等�除去作業�

行う場所や付着物�状態�応��適��措置�講����� 

 ���高�水洗浄�行う場合��作業�従事��労働者�高�水�直接触��い�う

留意�������使用水量��能�限�抑え������汚染物�含�水�外部��

漏出や地面���浸透�防���措置�講����� 

���付着物除去結果�確認����付着物除去前��写真撮影�入念�行い���結果
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�保存����� 

���作業場所����養生 

事業者�������ン類���汚染��散�防������管理�域���仮設�天井�

壁等������あ�い�ビ������等���作業場所�養生�行う��� 

���移動解体����留意事� 

移動解体�当�����解体作業�行う事業者�����事��留意��������処

理施設��搬車��積�����設備�開�����基��設定��管理�域��必要��

く露防�措置�講����行う��� 

� �外�作業�行う�����紙��方法���管理�域�設定��������能�

限�溶断�外�方法��使用機材等�決定�行う��� 

 ���や��得�溶断���方法�一部選択���外�作業�行う場合��煙突及び

煙道等燃焼���通�部��加熱���い�う配管部��限定������紙����

示�措置及び�����保護具���行う��� 

� 溶断�外�方法�用い��外�作業�行う場合�あ���設備本体�煙突�配管及び

煙道�関係部��密閉�����部�空気�吸引�減���状態�外部��作業�行い�

作業�行う間�通��常�負��保�汚染物�外部��漏えい�防���措置�講��

場合��������わ��事前�付着物�除去�行わ�い������� 

� 廃棄物�焼却施設���外��設備��い����搬車��積込��先立��管理�

域���い�ビ�������覆う等���密閉��状態������特��積込�時

�落�等���汚染物�飛散��い�う�厳重�密閉����� 

�10�残留灰�除去��作業�実施 

解体作業�併���残留灰�除去��作業�����又�請�負う事業者����各�及

び�11��加え����措置�講����� 

� 空気中������ン類�測定 

廃棄物�焼却施設�管理��者���情報等�基���残留灰�堆積��い�箇所�

�い���紙��方法����空気中������ン類濃度�測定�単�作業場所��

��箇所���作業開始前�作業中�少�く��各�回��行う��� 

���作業前�測定��い���廃棄物�焼却施設�管理��事業者��解体作業開

始前�������箇所����測定�行��い�場合��い�����結果�用い�

差�支え�い��� 

� 残留灰�除去��作業 

残留灰�除去��作業�行う事業者�������作業�行う��� 

����紙����保護具�選定���紙����対応��保護具��������

�場合�使用��呼吸用保護具��電動��ン付�呼吸用保護具��使用���

�� 

��������ン類���汚染��散�防������作業�先立��仮設�天井�

壁等������あ�い�ビ������等���作業場所�養生�行う��� 

���������基���堆積��残留灰��潤�状態���������原地面

�確認�����除去�����特�土壌���再発����留意����� 

���除去結果��日確認����う������除去前��写真撮影�入念�行い�
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��結果������������廃棄物�焼却施設�管理��事業者�提出�

���� 

�11�周辺環境��対応 

事業者��解体作業及び残留灰�除去��作業����生��排気�排水及び解体廃棄物

���周辺環境��影響�防��������措置�講����� 

� 排気処理 

管理�域�������ン類�汚染���空気及び粉��等��い�����コ��

�����等���適��処理�行�����排出基準�従い�大気中�排出����� 

� 排水処理 

解体作業及び残留灰�除去��作業���生�������ン類���汚染���排

水��関係法��定��排出水�基準�10pg-TEQ/l���������能�凝集�殿法

等�処理施設�処理����外部�排水��������未処理�洗浄水及び凝集�殿

処理�行��凝集汚染物��特�管理廃棄物���処理����� 

� 解体廃棄物�処理 

 汚染除去���又�除去��必要��い解体廃棄物��い���廃棄物�処理及び清

掃�関��法��沿���一般廃棄物�産業廃棄物及び特�管理産業廃棄物����廃

棄物�種類�応������排出��処������ 

 ��作業�際���サン��������ン類�析結果等�参考���������

汚染状況�応��関係法��基��処理又�処�������間一時保管�行う���

���高濃度汚染物�詰替え�行う場合�作業�行う場所�保護具選定�係�第�管理

�域������ 

� ���廃棄物�処理 

付着物除去作業及び解体作業����生��汚染物��飛散防�措置�講��うえ�

密閉容器�密���関係法��基��処理������間�作業�妨�����い場所

�隔��保管����� 

� 周辺環境等�調査 

 ����解体作業及び残留灰�除去��作業終了��当該施設�施設外�境界部�及

び残留灰�除去��作業�完了��箇所��い�環境調査�行う��� 

� �搬作業��い�講���措置 

���対象設備�情報提供 

移動解体��い���外�作業�行��事業者���搬���事業者�請�負わ��場合

���請�負��事業者�対��空気中������ン類�測定及び解体作業�対象設備�

汚染物�サン��ン�調査�結果��外�作業�概要及び移送�当��留意���事��関

��情報�提供����� 

���荷�積込�及び積���時����措置 

 廃棄物�焼却施設������外��設備�積込�及び処理施設����荷�積���

�������行う������積込��先立�設備�密閉��作業及び積�����設備

�開���作業��い���解体作業�一環���行う必要�あ���� 

� 廃棄物�焼却施設���外��設備��い���ビ������等�覆わ�密閉��

�状態�あ����確認������搬車��積込��行う��� 
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� �搬�使用����ッ�等�荷���積込����搬中�通���定的�密閉状態�

維持����う�行う��� 

� 処理施設��荷�積����当�����あ����設備�覆い等�破損��い��

�確認�����密閉��状態����行う������設備�覆い等�破損����

�場合��補修��等���密閉��状態���������積����行�����

�い��� 

� 荷�積込�及び積����行��い�間�������準���紙��掲�����

�相当���保護具�使用����� 

����搬時�措置 

� �搬��設備等�変形��又�破損������い�う�方法�行う�������

型焼却炉や集��機等�横倒����汚染物�漏えい������あ�����い���

横倒��状態��搬��い��� 

� ��外���設備�処理施設���搬��い���廃棄物�処理及び清掃�関��法

��基���廃棄物�種類�応���許�����廃棄物収集�搬業者����廃棄物

��搬�行う������者��廃棄物�収集又��搬�基準�従い行う��� 
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�紙� 

 

空気中������ン類濃度�測定方法 

 

作業環境����空気中������ン類�濃度測定��作業環境測定基準�昭和51�労働省告

示46号��準����方法���行う��� 

� 測定�頻度 

�転�点検等作業��い�����������回�定期�実施��������施設�設

備�作業工程又�作業方法��い�大幅�変更�行��場合��改��測定�行う��� 

� 測定�時間帯 

焼却炉�集��機及び����装置��転等�作業�定常�状態�あ�時間帯�行う��� 

���作業場��外�場合���雨天�強風等�悪天候時�避����� 

� 測定��置 

���作業場����場合 

�����測定�行う��� 

� �測定�準��測定�行う��������測定点��単�作業場所�当該作業場�

�域�う�労働者�作業中�行動範���害物��布等�状況等�基��定����測

定����必要��域�いう��������床面����������等間隔�引い

�縦�線�横�線��交点�床�50�ン�������150�ン���������置

�設備等�あ��測定�著�く困���置�除く������������測定点�数

��単�作業場所��い���������� 

� 粉���発散源�近接��場所��い�作業�行わ��単�作業場所�あ�����

�定��測定����当該作業�行わ��時間�う�粉���濃度�最�高く���思

わ��時間��当該作業�行わ���置��い��測定�準��測定�行う��� 

���作業場��外�場合 

粉���発散源�近接��場所����測定�準��測定�行う��� 

� 空気中������ン類及び総粉���濃度測定 

���粉�����状物質及び微細粒子������ン類濃度�測定��場合 

空気中������ン類�濃度測定�際���������サン����粉��捕集�紙

����ン�����直列�装着������ン�����ッ�����測定�行う��� 

���測定結果��析�際���紙��粉������ン�����捕集�����状物

質及び微細粒子�合計����状物質及び微細粒子合計������ン類��析����� 

����������場合�����状物質及び微細粒子��々��析��������

����ン類�算出����� 

� 廃棄物焼却施設�解体作業前�測定�������ン類�測定 

� 高温作業場所��う�適��保護具等�選定�不���あ�場合������ン類�

測定 

� �転�点検等作業��い�保護具�選定��場合������ン類�測定 

�����状������ン類濃度���く把握�����サン��ン�時間���時間
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�����状物質�粉���合量��������ン類濃度�測定��際���時間���

����う������ 

���空気中�総粉���濃度測定方法 

� �過捕集方法及び重量�析方法���場合試料�採�方法��������サン�

���用い�����ン����型�����過材������������紙�装着

��吸引量����20～30�ッ�����������粉���測定�関���測定及

び�測定�サン��ン�時間�各測定点���10�間�������� 

� ����粉��計�用い�方法空気中�総粉��濃度�測定��い�������粉

��計�用い�差�支え�い������粉���測定�関���測定及び�測定�サ

ン��ン�時間��各測定点���10�間�������� 

� 併行測定��い� 

���単�作業場所�作業��外�場合���粉��発生源�近接��場所� �����測

定点��い�併行測定�行う��� 

���併行測定点��空気中�総粉���濃度測定������サン��ン�時間���時間

併行��行う��� 

���併行測定点��空気中������ン類�濃度測定���過捕集方法 及び�����

����質量�析方法又�����等���性能�����析方法���������試

料�採�方法�����������ン����及び������サン����用い��

�� 500～1000�ッ���吸引量������ 

� �����ン類�毒性等量�算出方法 

�����ン類�毒性等量��各異性体�濃度�毒性等価係数������ン類対策特�措

置法施行規則第�条�表第���乗��算出������合計��算出�������定量�

限値�検出�限値��関係��い���������扱う��� 

���定量�限値���値�定量�限値未��検出�限値���値������使用����� 

���検出�限値未������検出�限値������値�用い���� 

� Ｄ値�算出及びＤ値�用い������ン類濃度�推定 

日常���������ン類濃度�推定��粉���吸着��い������ン類�含�率

�算出��空気中�総粉���濃度���含�率�乗�������ン類�濃度�推定���

������Ｄ値�求����値��回目�降�測定�使用����い�����作業場�施

設�設備�作業工程又�作業方法��い�大幅�変更�行��場合��改��併行測定�行い

Ｄ値�再度求����� 

���Ｄ値�算出��い� 

�����及び����方法�測定���空気中�総粉���濃度�及び�空気中���

���ン類�濃度��用い���式��D値�求����� 

 

空気中������ン類�濃度�pg-TEQ/m3� 

Ｄ値 �――――――――――――――――――――― 

       空気中�総粉���濃度�mg/m3�又��cpm�  

��������場合 温度25℃ �気���外�場合 温度20℃ �気�� 

 



15 

 

 

空気中������ン類濃度�pg-TEQ/m3� 

��紙��粉��中������ン類濃度�pg-TEQ/m3�＋���ン�����捕集���

��状物質及び微細粒子中������ン類濃度�pg-TEQ/m3� 

���Ｄ値�用い�空気中������ン類濃度�推定 

各測定点�空気中������ン類濃度��Ｄ値�用い��式���空気中�総粉��濃

度�用い�評価����������� 

空気中������ン類濃度�pg-TEQ/m3� 

�Ｄ値ェ空気中�総粉��濃度�mg/m3�又��cpm� 

��������ン類濃度��い�思わ��焼却炉�特例 

�������条件����焼却炉���途示�通知�基����������又���

方法�用い���回目��空気中�総粉��濃度�測定��当該通知�示���標準的�D

値���������ン類濃度�測定���差�支え�い��� 

� �����ン類特�措置法第28条�定���い��及び焼却灰����燃え殻���

���ン類�測定結果�3000�pg-TEQ/g-dry����い��� 

� �外�設置���焼却炉�あ���� 

� 単一種類�物�焼却���用�焼却炉�あ���� 
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�紙� 

 

作業環境評価基準�準��管理�域�決定方法 

 

� 作業場����場合 

空気中������ン類濃度測定�結果�評価��単�作業場所�第�管理�域��第�管理

�域�������������第�評価値及び第� 評価値���作業環境評価基準第�条�

準��計算��評価値�いう���あ���� 

���第�管理�域第�評価値及び�測定�準��測定�測定値�����測定点��い�B測定

�準��測定�実施��場合�����う��最大値������及び�����い�����

�管理���濃度基準����い場合 

���第�管理�域第�評価値�管理���濃度基準���あ������測定�準��測定�

測定値�管理���濃度基準�1.5倍���あ�場合�第�管理�域�該当��場合�除く�� 

���第�管理�域第�評価値�管理���濃度基準�超え�場合又��測定�準��測定�測

定値�管理���濃度基準�1.5倍�超え�場合 

� 作業場��外�場合 

空気中������ン類濃度測定�結果�評価��作業場所�粉��発生源�近接��場所�

��第�管理�域��第�管理�域����������行う��� 

���第�管理�域測定値�管理���濃度基準����い場合 

���第�管理�域測定値�管理���濃度基準���あ�����管理���濃度基準�1.5

倍���あ�場合 

���第�管理�域測定値�管理���濃度基準�1.5倍�超え�場合 
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�紙� 

 

保護具��� 

 

� ���� 

呼吸用保護具   防�����又�電動��ン付�呼吸用保護具 

作業着等     粉���付着��くい作業着�保護手袋等 

�全靴 

保護帽����ッ�� 

保護衣�保護靴��全帯�耐熱服�溶接用保護��ネ等�作業�容�応��適宜使用����� 

呼吸用保護具��解体作業及び残留灰�除去��作業��い���電動��ン付�呼吸用保護

具�使用�望��い��� 

���防��������型式検定合格品�あ����替え式�あ�����粒子捕集効率� 

99.9％�����RL3又�RS3�����使用��������電動��ン付�呼吸用保護具��

�JIS T 8157�適合�����あ���標準型�あ�����粒子捕集効率�99.97％����

��使用����� 

 

� ���� 

呼吸用保護具   防��機能����防毒���又�����等���性能����呼吸

用保護具 

保護衣       浮�固体粉��防護用密閉服�JIS T 8115 ������耐水�1000mm

���目�����������直接水����作業��い�����

��防護用密閉服�JIS T 8115 ������耐水�2000mm���目�

������ 

保護手袋     化学防護手袋�JIS T 8116� 

�全靴���保護靴 

作業着等     長袖作業着�又�長袖�着��長��ン��ッ���手袋等�����

作業着等��綿製�望��い�� 

保護帽����ッ�� 

保護靴��全帯�耐熱服�溶接用保護��ネ等�作業�容�応��適宜使用����� 

���防��機能����防毒������型式検定合格品�あ����替え式�あ���粒

子捕集効率�99.9％�����L3又�S3��あ������機��用����使用����� 

 

� ���� 

呼吸用保護具   ��ッ����ン�形����ン����JIS T 8153�又���ッ��

��ン�形空気呼吸器�JIS T 8155��面体�全面形面体� 

保護衣      浮�固体粉��防護用密閉服�JIS T 8115 ������耐水�1000mm

���目�����������直接水����作業��い�����

��防護用密閉服�JIS T 8115 ������耐水�2000mm���目�

������ 
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保護手袋     化学防護手袋�JIS T 8116� 

保護靴      化学防護長靴�JIS T 8117� 

作業着等     長袖作業着�又�長袖�着��長��ン��ッ���手袋等�����

作業着等��綿製�望��い�� 

保護帽����ッ�� 

�全帯�耐熱服�溶接用保護��ネ等�作業�容�応��適宜使用����� 

 

� ���� 

保護衣      送気形気密服�JIS T 8115 ����c��自給式呼吸器�装形気密服 

�JIS T 8115 ����a��及び自給式呼吸器外装形気密服�JIS T   

8115����b� 

保護手袋     化学防護手袋�JIS T 8116� 

保護靴      化学防護長靴�JIS T 8117� 

作業着等     長袖作業着�又�長袖�着��長��ン��ッ���手袋等�����

作業着等��綿製�望��い�� 

保護帽����ッ�� 

�全帯�耐熱服�溶接用保護��ネ等�作業�容�応��適宜使用����� 
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�紙� 

 

�転�点検等作業����空気中������ン類濃度�測定結果���保護具�選定 

 

 
�転�点検等作業�行わ��作業場����空気中������ン類濃度�測

定�6������ 
 

   

 

   

 
第 1評価値�

2.5pg-TEQ/m3 

第 2評価値≦

2.5pg-TEQ/m3

≦第1評価値 

第 2評価値�

2.5pg-TEQ/m3 
 測定値�2.5pg-TEQ/m3 第1管理�域 

B測定値�2.5pg-

TEQ/m3 
第1管理�域 第2管理�域 第3管理�域  

2.5pg-TEQ/m3≦測定値

≦3.75pg-TEQ/m3 
第2管理�域 

2.5pg-TEQ/m3≦B

測定値≦3.75pg-

TEQ/m3 

第2管理�域 第2管理�域 第3管理�域  3.75pg-TEQ/m3�測定値 第3管理�域 

3.75pg-TEQ/m3�

 B測定値 
第3管理�域 第3管理�域 第3管理�域    

   

 

   

 
第2管理�域及び第3管理�域��い���焼却灰等�粉�����状����

�ン類�防�対策�第�����2���� 
 

   

 

   

 作業�種類 保護具���  

 
炉等�����灰出��清掃�保�点検等�作

業 

��������第3管理�

域�あ������� 
 

 
炉等外����焼却灰��

搬�飛灰�固化�清掃��転�

保�点検�作業�支援�監視

等�業務 

1 pg-TEQ/m3�

��体�測定値 

��������第3管理�

域�あ������� 
 

 
��体�測定値

�1 pg-TEQ/m3 
����  
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�紙� 

解体作業����焼却施設�測定結果等���保護具�選定 

 
�解体作業�行わ��場所�空気中������ン類濃度�測定結果 

�第�����4���� 
 

    
 

     

    
第1評価値�2.5

pg-TEQ/m3 

第2評価値≦2.5

pg-TEQ/m3≦第1

評価値 

第2評価値�2.5p

g-TEQ/m3 
   

   
B測定値�2.5pg-

TEQ/m3 
第1管理�域 第2管理�域 第3管理�域  

    

2.5pg-TEQ/m3≦B

測定値≦3.75pg-

TEQ/m3 

第2管理�域 第2管理�域 第3管理�域  

   
3.75pg-TEQ/m3� 

B測定値 
第3管理�域 第3管理�域 第3管理�域  

    
 

    

 

�設備�付着��汚染物�サン��ン�調査 

�第�����4��������a～h�対象設備� 

 

�3000pg-TEQ/g�サン��ン�調査結果�d�  

 

�追加サン��ン��第�����4�������� 

 

 
 

     
 

  

汚染除去�解体作業中�����粉��計���連続��粉�

�濃度測定等�行わ�い計画�場合 
  

汚染除去�解体作業中�����粉��計���連続��粉

��濃度測定等�行う計画�場合 

          

汚染物�サン��ン�調査結果d�pg-TEQ/g��基���保護具

選定�係�管理�域�決定�� 
  

過去�作業事例等��予想���粉��濃度�g/m3��汚染

物�サン��ン�調査結果d�pg-TEQ/g��乗��値S

�pg-TEQ/m3��基���保護具選定�係�管理�域�決定�

�場合���予想���粉��濃度�算定根��示��� 

          

 
�表�第1

管理�域 

�表�第2

管理�域 

�表�第3

管理�域 
   

�表�第1

管理�域 

�表�第2

管理�域 

�表�第3

管理�域 

d�3000pg-TEQ/g 

保護具選定

�係�第1

管理�域 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

  
S�2.5pg-TEQ/ 

m3 

保護具選定

�係�第1

管理�域 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

3000≦d� 

4500pg-TEQ/g 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

  

2.5pg-TEQ/m3≦

S�3.75pg-TEQ/

m3 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第2

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

4500pg-TEQ/g≦d 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

  
3.75pg-TEQ/m3 

≦S 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

          

���状�����ン類�発生������あ

�作業 

�解体対象設備������ン類汚染状況�不

明 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

  

���状�����ン類�発生������あ

�作業 

�解体対象設備������ン類汚染状況�不

明 

保護具選定

�係�第3

管理�域 

          

 

 

保護具選定�係�第1管理�域            ���� 

 

保護具選定�係�第2管理�域            ���� 

 

保護具選定�係�第3管理�域            ���� 

 

保護具選定�係�汚染状況��明��い        ���� 

 

高濃度汚染物�3000pg-TEQ/g�d��常時直接��扱う ���� 
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�紙� 

 

解体方法�決定 

 

� 解体作業第�管理�域���解体作業 

���解体作業第�管理�域 

��い�������場合�解体作業第�管理�域���� 

� 汚染物サン��ン�調査�結果d<3000�pg-TEQ/g-dry��連続��粉��濃度測定�行

う場合�S<2.5�pg-TEQ/m3���場合 

� 汚染物サン��ン�調査�結果d<4500�pg-TEQ/g-dry��連続��粉��濃度測定�行

う場合�S<3.75�pg-TEQ/m3����構造物�材料見本�使用前����等�比�客観的�

付着物除去���完全�行わ��い�場合 

���解体作業第�管理�域�選択���解体方法及び使用機材 

� 手作業���解体:手持�電動工具等 

� 油�式�����断���工法:��機�鉄骨�断機等 

� 機�的�削���工法:�ッ��ワ�����コ���� 

� 機�的衝撃���工法:�ン������削孔機�大型����等 

� 膨張�力�孔��大���工法:静的破�剤�油�孔�大機 

� ����工法:������ッ�����ッ����ッ��冷却��解体��工法等��

�粉��や��体�飛散���い���新�い工法 

� 溶断���工法:���断機等 

���溶断���工法�選択��際�����示�措置�講����� 

�����金属部材�汚染物�完全�除去��能�形状����限����あ���汚

染物�完全�除去�行������い���������措置��え��一管理�域�

�労働者������保護具�呼吸用保護具�������使用����������

��� 

� 解体作業第�管理�域���解体作業 

���解体作業第�管理�域 

��い�������場合�解体作業第�管理�域���� 

� 汚染物サン��ン�調査�結果3000�pg-TEQ/g-dry�≦d <4500�pg-TEQ/g-dry��連

続��粉��濃度測定�行う場合��2.5�pg-TEQ/m3�≦S <3.75�pg-TEQ/m3���場合 

� 汚染状況�把握�困��あ�����周��設備�汚染状況��見������ン類�

汚染���い��能性��い径���い���等 

���解体作業第�管理�域�選択���解体方法 

�����������掲��方法 

� 解体作業第�管理�域���解体作業 

���解体作業第�管理�域 

� ��い�������場合�解体作業第�管理�域���� 

汚染物サン��ン�調査結果�4500�pg-TEQ/g-dry�≦d�連続��粉��濃度測定�行

う場合�3.75�pg-TEQ/m3�≦S���付着物除去�完全�行う���困��場合 
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�  �����ン類���汚染�状態�測定困�又�不明�場合 

�  汚染状況�把握�困��あ��周��設備�汚染状況��見������ン類�汚染�

��い��能性�あ����等構造物 

���解体作業第�管理�域�選択���解体方法及び使用機材 

�������及び�����解体物�構造�汚染除去�����実施���い場合�あ�

��遠隔操作�密閉化�冷却化又�粉���飛散や��状物質�発生���い����解体方

法�選択��場合����解体方法�用い��差�支え�い� 

�  解体作業第�管理�域及び解体作業第�管理�域�溶断����い解体方法�著�く困��

場合�特例 

事前サン��ン��結果�対象設備�解体作業第�管理�域又�解体作業第�管理�域��類

���場合��溶断����い解体方法�著�く困��場合�����掲��必要�措置�講�

�うえ�溶断���解体�行う��� 

������類及び煙道設備等筒状�構造物等�溶断��場合��部�空気�吸引�減���

状態��外部��作業�行う��� 

���溶断対象箇所及び��周辺�伝熱等���加熱�予想���部��汚染��い���確認

�������場合解体部��汚染状況�写真等����録������ 

���溶断作業�行う作業場所����等���養生��養生����部�空気�外部�漏��

い�う�密閉�����������溶断作業中�当該作業�行う労働者�外�立�入��

禁���措置�講����� 

���作業場所��部��移動型局所排気装置�用い�換気������外部�対��負��保

���� 

���移動型局所排気装置�排気�HEPA�����及び��コ����������適��処理

����� 

���溶断作業�行��い�間��一管理�域��労働者������保護具�使用������ 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年５月８日改訂 

 

Ⅲ.2-1 堆積物の除去・除染作業マニュアル 

 

第１ マニュアルの主旨  

１. 堆積物の除去・除染作業マニュアルは、施設の解体に先立って設備等の堆積物

を除去・除染する手順を定めたものである。 

２. 本マニュアルに定める堆積物の除去・除染作業の方法は、必要に応じて適宜見

直すこととする。  

 [解説] 

 豊島中間保管・梱包施設等の撤去等を実施するため、施設内の設備等について除

染・除去する手順を定める。  

 なお、堆積物の除染・除去作業の方法は、必要に応じて適宜見直すこととする。 

 

第２ マニュアルの概要  

１．堆積物が残存すると想定される設備等及びその除去・除染作業の方法を定める。 

２．施工手順に従い、堆積物の除去・除染作業を実施する。  

３．除染完了確認調査において除染完了の判断基準を超過した設備等については、

再除染を実施する。  

[解説] 

  堆積物の除去・除染作業は、本マニュアルに定める施工手順により行うものとし、

「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」に従い実施される除染完了確認調

査において除染完了の判断基準を超過した設備等については、再除染を実施する。  

ここでは、設備等の分類区分に基づき堆積物が残存すると想定される設備等及び

その除去・除染作業の方法について定める。  

 

第３ 堆積物の除去・除染作業の対象設備等 

１．堆積物の除去・除染作業の対象設備等は、原則として、「Ⅱ．豊島中間保管・梱

包施設等の撤去等に関する基本計画」の「表４   設備等の区域と分類区分」に定

める豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち、豊島廃棄物等が接した設備等及び豊

島廃棄物等の熱処理物が接した設備等とする。  

［解  説］ 

直島の中間処理施設のうち有効活用する設備等については、原則として堆積物の

除去作業を実施する。  

また、豊島廃棄物等の処理作業の区域のうち、豊島廃棄物等が接していない建築

構造物（床、壁、梁及び天井）については、作業中に発生した粉じんが堆積してい

ると想定されるため、堆積物の除去作業を実施する。  
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第４ 堆積物の除去作業の施工手順  

１．受託者は「除去・除染作業の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得

るものとする。 

２．堆積物の除去作業の事前準備として作業環境対策及び環境保全対策を実施する。 

３．主として以下の方法により堆積物の除去作業を実施する。ただし、ピット内に

固化・固着している堆積物については、機器等を用いて除去作業を実施するもの

とする。 

（１）ほうきや業務用掃除機等の清掃具を用いた除去作業 

（２）スクレーパ、エアブロー等の簡単な工具を用いた除去作業 

４．各設備等において堆積物の除去作業が十分に行われたことを目視により確認す

るとともに、堆積物の除去前後の写真を記録する。  

５．設備等の配置等により除去・除染作業が十分に実施できない場合は、除去・除

染作業が実施できるよう結合の解除又は切断、解体等により対応するものとする。 

[解説] 

除去・除染作業の実施にあたり、受託者は「除去・除染作業の実施計画」を作成

して県に提出し、県の承認を得るものとする。 

「Ⅲ.1-1 作業従事者の安全確保マニュアル」に従い作業環境対策を実施するとと

もに、「Ⅲ.4-1 堆積物の除去・除染及び解体撤去時における環境保全対策マニュアル」

に従い、環境保全対策を実施する。  

中間保管・梱包施設の投入ホッパ及び切り出しコンベヤ並びに特殊前処理物処理

施設の切断機、中間処理施設の前処理設備、溶融炉投入系及びキルン投入系につい

ては、除去作業の前に、スラグを流す除去運転を実施する。 

ピット内の堆積物については、日常の豊島廃棄物等の処理作業において可能な限

り搬出するものとするが、固化・固着しておりクレーンでは掴み取ることができな

い堆積物については除去・除染作業の対象物とし、重機等の機器等を用いて除去作

業を実施するものとする。  

設備等の配置等により除去・除染作業が十分に実施できない場合は、除去・除染

作業が実施できるよう結合の解除又は切断、解体等により対応する。具体的には、

作業スペースの確保（十分な作業スペースが設置場所又は他の場所に確保できるか）、

作業の効率性（設備等の内側からの作業が可能であるか）、運搬の効率性（結合の解

除又は切断、解体した際に作業スペースまでの運搬が可能であるか）、周辺設備等の

養生の必要性（電気設備や有効利用設備等が隣接している場合の養生の必要性）等

を考慮して対応方法を決定する。 

なお、設備等の解体により対応する場合は、十分な作業スペースが確保でき、屋

根や壁等により管理区域として管理でき、除染作業に伴う排水の集水が可能な場所

を活用するものとし、豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設におい

ては投入前室、特殊前処理室及び積込室を、直島の中間処理施設においてはプラッ

トホームを活用する。 

これらの作業の際は、必要に応じて足場を仮設して実施する。
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第５ 堆積物の除染作業の施工手順  

１．堆積物の除去作業の後に除染作業を実施する。必要と認められる場合は、追

加的な作業環境対策及び環境保全対策を取る。 

２．除染作業は、原則として高圧水を用いた洗浄作業を実施する。  

３．除染作業の終了の確認は以下のとおりとする。  

（１）各設備等において、作業監督者が目視により除染の終了を確認する。  

（２）除染作業の終了時には、設備等の除染箇所を写真撮影し、記録に残す。ま

た、除染箇所が金属の場合には、ハンディ蛍光Ｘ線分析装置による測定を実施

し、記録に残す。  

４．「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」に従い、設備等の堆積物の

有無の判定を行う。  

５．上記で堆積物ありと判断された設備等については再除染を実施し、除染完了

確認調査により再度確認する。 

６．「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」で除染完了と判断された設

備等は堆積物なしとして取扱い、それ以外の設備等は堆積物ありとして取扱

う。ただし、鉛のみが除染完了の判断基準を超過する設備等は、鉛含有廃棄物

として適正な処理委託を行う。  

７．必要と認められる設備等については、委員又は技術アドバイザーによる確認

を得る。 

[解説] 

除去作業の前に「Ⅲ.1-1 作業従事者の安全確保マニュアル」に従い作業環境対策

を実施するとともに、「Ⅲ .5-1 堆積物の除去・除染及び解体撤去時における環境保全

対策マニュアル」に従い環境保全対策を実施するが、除染作業に先立って追加的な

作業環境対策や環境保全対策が必要と認められる場合には、これを実施する。 

除染作業は、原則として高圧水を用いた洗浄作業とするが、再除染等で別の除染

方法を採用する場合は「Ⅲ .2 堆積物の除去・除染作業ガイドライン」の「第３  堆積

物の除去・除染作業の方法の決定」による。 

除染作業の終了は必ず作業監督者が目視により判断する。また、除染箇所の写真

撮影を行い、記録に残す。加えてハンディ蛍光Ｘ線分析装置による測定を実施し、

これも記録する。  

除染完了の判断基準を超過した設備等については、再除染を実施したうえで、除染

完了確認調査により再度確認する。 

「Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル」に基づき、堆積物ありあるいは

なしの設備等を判定するが、鉛のみが除染完了の判断基準を超過した設備等は、鉛

塗料の影響と判断し、堆積物なしとしながらも鉛含有廃棄物として扱う。  

除染完了について、必要と認められる設備等については、委員又は技術アドバイ

ザーによる確認を得る。  

堆積物の除去・除染作業の施工手順の主な流れは「Ⅲ.2 堆積物の除去・除染作業

ガイドライン」の「第５  除去・除染作業の施工手順の概要」を参照する。  
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第６ 堆積物が残存すると想定される設備等及びその除去・除染作業の方法  

１．豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設で堆積物が残存すると想

定される設備等とその除去作業の方法は、表１及び図１に示すとおりとする。 

２．直島の中間処理施設で堆積物が残存すると想定される設備等とその除去作業の

方法及び有効利用予定の設備等は、表２及び図２、３に示すとおりとする。  

[解説] 

設備等の分類区分に基づき堆積物が残存すると想定される設備等及びＢＡＴに基

づき採用する除去作業の方法については表１、２、図１、２、３のとおりとする。 

また、直島の有効利用予定の設備等については、原則として除去作業のみを実施

し、堆積物の除去作業を実施しない設備等については、簡単な清掃を実施する。  

 

表１ 堆積物が残存すると想定される設備等及びその除去作業の方法  

設備等 

堆積物が残存 

すると想定 

される設備等 

堆積物の 

除去作業の方法  

1 

中
間
保
管
・
梱
包
施
設 

保管ピット ○ 重機等の機器等  

2 ごみクレーン ○ 簡単な工具  

3 投入ホッパ ○ スラグ、簡単な工具  

4 切出しコンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  

5 トラックスケール ○ 簡単な工具  

6 バグフィルタ ○ 簡単な工具  

7 第 1 ダストコンベヤ ○ 簡単な工具  

8 第 2 ダストコンベヤ ○ 簡単な工具  

9 活性炭脱臭装置  ○ 簡単な工具  

10 排風機  ○ 簡単な工具  

11 ダクト類  ○ 簡単な工具  

12 その他の機器  ○ 簡単な工具  

13 

特
殊
前
処
理
物 

処
理
施
設 

切断機  ○ スラグ、簡単な工具  

14 ドラム缶反転装置  ○ 簡単な工具  

15 作業フード ○ 簡単な工具  

16 脱臭剤噴霧装置  ○ 簡単な工具  

17 洗浄判定タンク ○ 簡単な工具  

18 その他の機器  ○ 簡単な工具  
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1 

2 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

5 

6 

図１ 豊島フロー図  



10 

表２ 堆積物ありと想定される設備等及びその除去作業の方法  

設備等 

堆積物が残存 

すると想定 

される設備等 

堆積物の 

除去作業の方法 

有効利用 

予定 

1 トラックスケール  （簡単な清掃） ○ 

2 受入ピット投入扉  ○ 簡単な工具  
○ 

 

3 豊島廃棄物受入ピット ○ 重機・簡単な工具  ○ 

4 直島ゴミ受入ピット ○ 重機・簡単な工具  ○ 

5 溶融不要物受入ピット ○ 重機・簡単な工具  ○ 

6 投入クレーン ○ 簡単な工具  ○ 

7 No.1 活性炭脱臭装置  ○ 簡単な工具  ○ 

8 
No.1 活性炭脱臭用送風

機  
 （簡単な清掃） ○ 

9 防臭剤噴霧装   （簡単な清掃） ○ 

10 破砕機供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

11 グリズリ供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

12 溶融不要物供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

13 破砕機供給コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

14 破砕機  ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

15 粗破砕機  ○ スラグ、簡単な工具   

16 グリズリ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

17 前処理スクリーン ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

18 粗大物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

19 粗破砕機供給コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

20 粗破砕物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

21 第１可燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

22 第２可燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

23 第３可燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

24 第４可燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

25 第５可燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

26 金属検出器  ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

27 可燃物切替ダンパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

28 第１可燃物系磁選機  ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

29 第２可燃物系磁選機  
○ 

 
スラグ、簡単な工具  ○ 
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30 可燃物粒度選別機  ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

31 可燃物防臭ダンパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

32 
第１不燃物搬送コンベヤ

（１） 
○ スラグ、簡単な工具  ○ 

33 
第１不燃物搬送コンベヤ

（２） 
○ スラグ、簡単な工具  ○ 

34 第２不燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

35 第３不燃物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

36 不燃物系磁選機  ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

37 不燃物系鉄搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

38 不燃物防臭ダンパ ○ スラグ、簡単な工具  ○ 

39 
第１溶融不要物搬送コン

ベヤ 
○ スラグ、簡単な工具  ○ 

40 
第２溶融不要物搬送コン

ベヤ 
○ スラグ、簡単な工具  ○ 

41 サイクロン ○ 簡単な工具  ○ 

42 バグフィルタ ○ ろ布処理後、簡単な工具  ○ 

43 第 1 ダスト搬送コンベヤ ○ 簡単な工具  ○ 

44 第 2 ダスト搬送コンベヤ ○ 簡単な工具  ○ 

45 雑用空気圧縮機   （簡単な清掃） ○ 

46 雑用空気槽   （簡単な清掃） ○ 

47 溶融炉投入クレーン ○ 簡単な工具  ○ 

48 不燃物ピット ○ 重機等の機器等  ○ 

49 可燃物ピット ○ 重機等の機器等  ○ 

50 溶融不要物ピット ○ 重機等の機器等  ○ 

51 No.2 活性炭脱臭装置  ○ 簡単な工具  ○ 

52 
No.2 活性炭脱臭用送風

機  
 （簡単な清掃） ○ 

53 可燃物供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具   

54 不燃物供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具   

55 処理物混合コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

56 第１溶融炉投入コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

57 第２溶融炉投入コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

58 第３溶融炉投入コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

59 溶融炉  ○ 耐火物除去・簡単な工具   
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60 溶融炉後燃焼室  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

61 主燃焼バーナ ○ 簡単な工具   

62 後燃焼バーナ ○ 簡単な工具   

63 後燃焼室ダスト排出装置  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

64 キルン供給ホッパ ○ スラグ、簡単な工具   

65 キルン投入コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

66 キルン投入プッシャ  ○ スラグ、簡単な工具   

67 
ロータリーキルン及び燃

焼室  
○ スラグ、簡単な工具   

68 ロータリー後燃焼室  ○ 簡単な工具   

69 
ロータリーキルン主燃焼

バーナ 
○ 簡単な工具   

70 
ロータリーキルン後燃焼

バーナ 
○ 簡単な工具   

71 残渣冷却機  ○ スラグ、簡単な工具   

72 残渣搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

73 振動選別機  ○ スラグ、簡単な工具   

74 磁力選別機  ○ スラグ、簡単な工具   

75 鉄分搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

76 異物搬送コンベヤ ○ スラグ、簡単な工具   

77 鉄分バンカ ○ スラグ、簡単な工具   

78 異物バンカ ○ スラグ、簡単な工具   

79 
キルン捕集灰搬送コンベ

ヤ 
○ 簡単な工具   

80 
キルン捕集灰空気輸送

装置  
○ 簡単な工具   

81 ボイラドラム  （水抜き後、簡単な清掃）  

82 ボイラパネル ○ 耐火物除去・簡単な工具   

83 ブロータンク  （水抜き後、簡単な清掃）  

84 サンプリングクーラー  （簡単な清掃）  

85 連続ブロー装置   （水抜き後、簡単な清掃）  

86 ボイラ給水ポンプ  （簡単な清掃）  

87 脱気器   （水抜き後、簡単な清掃）  

88 脱気器給水ポンプ  （簡単な清掃）  
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89 ボイラー用薬液注入装置   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

90 蒸気だめ  （簡単な清掃）  

91 復水タンク  （水抜き後、簡単な清掃）  

92 ボイラダスト排出装置  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

93 溶融炉ガス冷却室  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

94 
溶融炉ガス冷却水加圧

ポンプ 
 （簡単な清掃）  

95 
溶融炉ガス冷却水噴霧ノ

ズル 
 （簡単な清掃）  

96 
溶融炉ガス冷ダスト排出

フィーダ 
○ 簡単な工具   

97 ガス冷ダストスラリータンク ○ 排水後、簡単な工具   

98 
ガス冷ダストスラリーポン

プ 
○ 簡単な工具   

99 
溶融炉ガス冷シール用送

風機  
 （簡単な清掃）  

100 キルンガス冷却室  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

101 
キルンガス冷却水加圧ポ

ンプ 
 （簡単な清掃）  

102 
キルンガスガス冷却水噴

霧ノズル 
 （簡単な清掃）  

103 キルンダスト排出フィーダ ○ 簡単な工具   

104 キルンダスト排出コンベヤ ○ 簡単な工具   

105 苛性ソーダ貯留槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

106 苛性ソーダ移送ポンプ  （簡単な清掃）  

107 苛性ソーダ希釈槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

108 苛性ソーダ噴霧ポンプ  （簡単な清掃）  

109 苛性ソーダ噴霧ノズル  （簡単な清掃）  

110 消石灰貯留槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

111 活性炭貯留槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

112 搬送ルーツブロワ  （簡単な清掃）  

113 薬剤吹込ノズル  （簡単な清掃）  
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114 溶融炉バグフィルタ ○ ろ布処理後、簡単な工具   

115 溶融炉触媒塔  ○ 触媒処理後、簡単な工具   

116 キルンバグフィルタ ○ ろ布処理後、簡単な工具   

117 
キルンバグフィルタダスト

排出装置  
○ 簡単な工具   

118 キルン触媒塔  ○ 
触媒処理後、簡単な工

具  
 

119 給湯用熱交換器   （簡単な清掃） ○ 

120 溶融炉押込送風機  ○ 簡単な工具   

121 溶融炉誘引通風機  ○ 簡単な工具   

122 第１燃焼用空気予熱器  ○ 簡単な工具   

123 第２燃焼用空気予熱器  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

124 溶融炉排ガス再加熱器  ○ 簡単な工具   

125 溶融炉風道  ○ 簡単な工具   

126 溶融炉煙道  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

127 煙突内筒  ○ 簡単な工具   

128 キルン押込送風機  ○ 簡単な工具   

129 キルン誘引通風機  ○ 簡単な工具   

130 
キルン燃焼用空気予熱

器  
○ 簡単な工具   

131 キルン排ガス再加熱器  ○ 簡単な工具   

132 キルン風道  ○ 簡単な工具   

133 キルン煙道  ○ 耐火物除去・簡単な工具   

134 第１スラグコンベヤ ○ 簡単な工具   

135 
第１スラグコンベヤ駆動用

油圧装置  
 

（油抜取後、簡単な清

掃） 
 

136 粗大スラグ除去装置  ○ 簡単な工具   

137 スラグ計量器  ○ 簡単な工具   

138 第２スラグコンベヤ ○ 簡単な工具   

139 第３スラグコンベヤ ○ 簡単な工具   

140 スラグ分散機  ○ 簡単な工具   

141 水砕水ポンプ  （簡単な清掃）  

142 水砕水熱交換器   （簡単な清掃）  

143 スラグクレーン ○ 簡単な工具   

144 スラグ供給ホッパ ○ 簡単な工具   
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145 スラグ破砕機・選別装置  ○ 簡単な工具   

146 破砕スラグコンベヤ ○ 簡単な工具   

147 スラグヤード分配コンベヤ ○ （簡単な清掃） ○ 

148 フィルタープレス ○ 簡単な工具  ○ 

149 スラリータンク ○ 排水後、簡単な工具  ○ 

150 スラグピット ○ 簡単な工具   

151 第２ダスト搬送コンベヤ ○ 排水後、簡単な工具   

152 
ダスト搬送装置循環ポン

プ 
○ 簡単な工具   

153 捕集灰空気輸送装置  ○ 簡単な工具   

154 溶融飛灰貯留槽  ○ 簡単な工具   

155 
溶融飛灰振り分けコンベ

ヤ 
○ 簡単な工具   

156 溶融飛灰計量槽  ○ 簡単な工具   

157 スラリー化飛灰貯留槽  ○ 排水後、簡単な工具   

158 
スラリー化飛灰移送ポン

プ 
○ 簡単な工具   

159 溶融助剤貯留槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

160 溶融助剤移送ブロワ  （簡単な清掃）  

161 溶融助剤供給槽   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

162 重油貯留槽   （簡単な清掃） ○ 

163 バーナ送油ポンプ  
（油抜取後、簡単な清

掃） 
 

164 サービスタンク送油ポンプ  （簡単な清掃） ○ 

165 汚水処理装置   （簡単な清掃） ○ 

166 排水スクリーン  （簡単な清掃）  

167 排水処理装置   （簡単な清掃） ○ 

168 雨水処理装置   （簡単な清掃） ○ 

169 流量調整槽   （排水後、簡単な清掃）  ○ 

170 ろ過原水槽   （排水後、簡単な清掃）  ○ 

171 再利用水槽   （排水後、簡単な清掃）  ○ 

172 雨水貯留槽   （簡単な清掃） ○ 

173 雨水処理水槽   （簡単な清掃） ○ 

174 洗車排水槽   （排水後、簡単な清掃）   
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175 プラント用水高架水槽   （排水後、簡単な清掃）   

176 再利用水高架水槽   （排水後、簡単な清掃）   

177 
プラント機器冷却水冷水

槽  
 （排水後、簡単な清掃）   

178 溶融炉機器冷却冷水槽   （排水後、簡単な清掃）   

179 プラント機器冷却塔   （簡単な清掃）  

180 溶融炉機器冷却塔   （簡単な清掃）  

181 
溶融炉機器冷却水ポン

プ 
 （簡単な清掃）  

182 
プラント機器冷却水ポン

プ 
 （簡単な清掃）  

183 プラント用水揚水ポンプ  （簡単な清掃）  

184 再利用水揚水ポンプ  （簡単な清掃）  

185 
プラント機器冷却塔循環

ポンプ 
 （簡単な清掃）  

186 
溶融炉機器冷却塔循環

ポンプ 
 （簡単な清掃）  

187 機器冷却水薬注装置   
（薬品回収後、簡単な清

掃） 
 

188 溶融炉冷却水温水槽   （排水後、簡単な清掃）   

189 
プラント機器冷却水温水

槽  
 （排水後、簡単な清掃）   

190 噴射水槽   （排水後、簡単な清掃）   

191 プラント用水受水槽   （排水後、簡単な清掃）   

192 手洗い洗浄装置   （簡単な清掃）  

193 雑用空気圧縮機   （簡単な清掃）  

194 雑用空気槽   （簡単な清掃）  

195 計装用空気圧縮機   （簡単な清掃）  

196 計装用空気槽   （簡単な清掃）  

197 真空掃除装置   （簡単な清掃）  

198 その他機器  ○ 
簡単な工具/（簡単な清

掃） 
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図２ 前処理設備フロー図 
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図３ 溶融炉及びキルン設備フロー図 
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平成２８年１０月２３日 

平成２８年１２月２４日改訂 

平成２９年１月２９日改訂 

 

 

Ⅲ.2-2 設備等の除染完了確認調査マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨 

１．設備等の除染完了確認調査マニュアルは、堆積物の除去・除染作業を終えた各設備等につ

いて、除染完了の測定・確認が適正に行われるために、調査方法及び除染完了の判断基準等

の手順を定めたものである。 

２．本マニュアルの活用により、除染後の設備等について堆積物の有無の判定を行うとともに、

設備等を十分除染するために必要な溶媒量及び時間等の知見の集積に努めることとし、ここ

で得られた知見は、必要に応じて「Ⅲ.2-1堆積物の除去・除染作業マニュアル」の見直しに

活用する。 

 [解説] 

堆積物の除去・除染作業後の設備等の解体・分別は、原則として堆積物なしで実施すること

となっている。本マニュアルは、堆積物の有無の判定が適正に行われるために、調査方法及び

除染完了の判断基準等の技術的要件を取りまとめたものである。 

 

 

第２ マニュアルの概要 

１．堆積物の除去・除染作業を終えた設備等において、堆積物の有無の実態を把握するための

代表的な試料採取を行い、除染完了確認調査を実施する。 

２．除染完了確認調査の結果が除染完了の判断基準以下であれば、堆積物なしと判定する。 

［解説］ 

 除染作業は、除染完了確認調査により堆積物なしと判断された時点で完了する。 

 除染完了確認調査は、本マニュアルに定める方法により行うものとし、除染後の設備等の一

部を浸した溶媒の成分分析を実施する。溶媒の分析結果が除染完了の判断基準以下である場合

は、堆積物なしと判定し、設備等の除染作業を完了する。 
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第３ 除染完了の判断基準 

１．除染完了の判断基準は、原則としてダイオキシン類対策特別措置法の排出基準ならびに水

質汚濁防止法の排水基準とする。 

２．本マニュアルに定める除染完了の判断基準は、必要に応じ適宜見直すこととする。 

［解説］ 

 除染完了確認調査は、設備等の堆積物の有無を判定するものであるため、設備等の一部を浸

した溶媒が定められた基準を超過して有害物質を含有しないことを判定条件とする。 

 除染完了の判断基準は、関係法令及び豊島廃棄物等処理事業で定める「特殊前処理物の洗浄

完了判定マニュアル」における基準を踏まえ、表１に示すとおりダイオキシン類対策特別措置

法の排出基準並びに水質汚濁防止法の排水基準とする。 

 なお、これらの法令に基づく基準の改正等があった場合には、除染完了の判断基準も適宜見

直しを図るものとする。 

 

表１ 除染完了の判断基準 

測定項目 測定方法 基準値 備考 

ダイオキシン類 

環境庁告示 13 号に準

じた溶出試験 

10pg-TEQ/L 
ダイオキシン類対策特別措置

法に基づく排出基準 

ＰＣＢ 0.003mg/L 
水質汚濁防止法に基づく排水

基準 
鉛及びその化合物 0.1mg/L 

 

 

第４ 試料の採取方法 

１．除染後の設備等から全部又は一部を採取し、代表的な試料とする。 

２．設備等からの代表的な試料の採取は結合の解除を原則とし、切断を行う場合には、プラズ

マ切断を基本とする。 

３．調査開始当初は、堆積物の有無の実態を把握するための代表的な試料採取として複数試料

の採取を行うこととし、十分な実績の蓄積後には、この採取試料数を低減させることとする。 

４．廃棄物等の種類や汚染の程度、設備等の材質や使用温度等を考慮し、設備等を区分けして、

代表的な試料採取を行うものとする。 

５．受託者は、具体的な試料の採取方法について、県に提出する「除去・除染作業の実施計画」

中に記載し、県の承認を得るものとする。 

［解説］ 

除染完了確認調査の実施を考慮し、設備等から 20cm角程度のエリアを採取し、一つの代表的

な分析試料とする。 

切断を行う場合には、「Ⅲ.1-1 作業従事者の安全確保マニュアル」に規定する堆積物ありの

設備等の結合解除や切断方法に準じる。 

設備等の除染完了確認調査については、調査開始当初は堆積物の有無の実態を把握するため

の代表的な試料採取として複数試料の採取を行うこととし、十分な実績の蓄積後に、この頻度
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を低減させる。 

廃棄物等の種類や汚染の程度、設備等の材質や使用温度等を考慮し、設備等を区分けしたう

えで、調査対象領域の大きさも考慮し、代表的な試料採取を行う。 

受託者は、県に提出する「除去・除染作業の実施計画」中に、具体的な試料の採取方法につ

いて記載し、県の承認を得る。 

 

 

第５ 除染完了確認調査の内容 

１．試料を一定量の溶媒を含んだ容器の中に一定時間浸す。 

２．原則として溶出試験を実施し、試料から容器内の溶媒中に溶出したダイオキシン類、ＰＣ

Ｂ及び鉛の分析を行う。 

３．除染後の設備等の一部を切断できない等により溶出試験の実施が難しい場合は、噴射水等

により設備等の全部あるいは一部を一定量の溶媒で直接洗浄し、洗浄後の溶媒を回収してダ

イオキシン類、ＰＣＢ及び鉛の分析を行う。 

４．本マニュアルに定める完了判定調査の手法は、必要に応じ適宜見直すこととする。 

［解説］ 

 除染完了確認調査の手法は、原則として環境庁告示 13 号の規定を参考とし、溶媒としては

ダイオキシン類、ＰＣＢ及び鉛により汚染されていない水を用い、試料と溶媒の比率は、1：

10 とする。また、試料は６時間程度溶媒中に浸すものとし、可能な限り試料の振とうを行う。 

 なお、これらの試験に伴って生じる排水は、集水され排水処理設備において処理されること

とする。 

  代表的な試料の採取が困難な場合には、設備等の全部あるいは一部をそのまま分析試料とし、

10 倍の溶媒を用いた洗浄により分析を行う。 
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第６ 除染完了確認調査の結果の判断 

１．ダイオキシン類、ＰＣＢ及び鉛の測定結果が除染完了の判断基準以下である場合、堆積物

なしと判断する。 

２．一部の項目について除染完了の判断基準を超過する場合には、再除染を実施するものとす

る。 

３．ただし、金属あるいはそれを含む分析試料について、鉛のみが除染完了の判断基準を超過

する場合は、塗料による影響として除染完了と判断し、該当する施設撤去廃棄物等は鉛含有

廃棄物として適正な処理委託を行う。 

４．なお、除染作業終了時のハンディ蛍光Ｘ線分析装置による測定結果と本マニュアルによる

除染完了の測定結果の相関について、「除染方法の検討と除染状況の確認に関する調査結果」

（平成 28年 12月 24日）に引き続き分析を行う。 

５．再除染を実施してもダイオキシン類あるいはＰＣＢの測定結果が除染完了の判断基準以下

とならない場合、堆積物ありと判断する。 

６．本マニュアルに定める除染完了確認調査の結果の判断は、必要に応じ適宜見直すこととす

る。 

［解説］ 

 建設当時使用された塗料により、除染完了確認調査において鉛の測定結果が除染完了の判断

基準を超過することが「除染方法の検討と除染状況の確認に関する調査結果」（平成 28 年 12

月 24日）により判明している。 

除染作業後にダイオキシン類ならびに PCBが除染完了に判断基準を下回る場合には、上記の

事実より堆積物の除去・除染は完了したものと判断する。 

除染作業修了時のハンディ蛍光Ｘ線分析装置による測定結果と本マニュアルによる除染完了

の測定結果の相関について、「除染方法の検討と除染状況の確認に関する調査結果」（平成 28

年 12月 24日）に引き続き分析を行い、両者の関係に関する知見を深める。 

除染作業後の除染完了確認調査において、ダイオキシン類あるいはＰＣＢの測定結果が除染

完了の判断基準を超過する場合、再除染を実施する。再除染は 1回のみとし、再除染後も左記

と同様の状況となる場合には、堆積物ありと判断し、産業廃棄物の処理委託の際に適切な対応

を実施する。 
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平成２８年１０月２３日 

平成２８年１２月２４日改訂 

平成２９年１月２９日改訂 

 

Ⅲ.3-1 除染等廃棄物の処理マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨 

１．除染等廃棄物の処理マニュアルは、除染等廃棄物の中間処理施設を活用した処理及び適

正な処理委託が実施されるように、その処理方法等を定めたものである。  

２．除染等廃棄物の処理方法等は、必要に応じて適宜見直すこととする。 

 [解説] 

 本マニュアルは、除染等廃棄物を処理するにあたり、中間処理施設の稼働中と停止後の処

理方法を明確にし、適正に処理する方法を定めるものとする。 

 

 

 

第２ マニュアルの概要 

１．除染等廃棄物の処理方法を示す。 

２．中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物の処理方法を示す。 

[解説] 

除染等廃棄物は、原則として中間処理施設で溶融処理を実施する。 

中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物は、適正な処理委託を実施する。また、

除染作業に伴い排水処理設備から発生する汚泥等についても、ドラム缶等に詰め込み、適正

な処理委託を実施する。 
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第３ 除染等廃棄物の内容と処理方法 

１．豊島側の施設において想定される除染等廃棄物は以下のとおりである。 

（１）保管ピットの堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（２）その他の設備等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（３）スラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（４）除染作業に伴い発生した汚泥 

２．直島の中間処理施設において想定される除染等廃棄物は以下のとおりである。 

（１）豊島廃棄物受入ピット等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（２）不燃物ピット等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（３）その他の設備等の堆積物の除去作業に伴う廃棄物 

（４）前処理設備のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（５）キルン投入系のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（６）溶融炉投入系のスラグを流す除去運転で使用された堆積物混じりのスラグ 

（７）除染作業に伴い発生した汚泥 

３．除染等廃棄物の処理方法 

溶融炉において溶融処理を実施する。 

 [解説] 

 豊島で発生する除染等廃棄物は、飛散及び漏洩防止措置を実施した上で、直島の中間処理

施設に運搬し溶融処理を実施する。除染作業に伴う排水は高度排水処理施設において処理す

るが、高度排水処理施設での汚泥の発生を抑制するため、堆積物の除去作業の段階で固形物

として回収することに努める。 

直島の中間処理では、除染等廃棄物の溶融処理、除去・除染作業等が輻輳するため、手戻

りが生じないよう、事前に綿密な計画を立てておく。 

 

 

第４ 中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物の処理方法 

１．想定される除染等廃棄物は以下のとおりである。 

（１）除去作業に伴う廃棄物 

（２）除染作業に伴い発生した汚泥 

２．除染等廃棄物の処理方法 

（１）除去作業に伴う廃棄物 

フレコン等に詰め込み養生保管を行い、適正に処理委託を実施する。 

（２）除染作業に伴い発生した汚泥 

   除染作業に伴い発生した汚泥は、ドラム缶等に詰め込み、適正に処理委託を実施する。 

[解説] 

 中間処理施設の稼働停止後に生じる除染等廃棄物は、委託処理を実施することになるため、

それを考慮した養生及び保管を実施する。 
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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

平成２９年２月１３日改訂  

平成２９年５月８日改訂 

 

 

Ⅲ.4-1 設備等の解体・分別マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨  

１．設備等の解体・分別マニュアルは、設備等の解体・分別の施工手順やその作業方

法等を定めたものである。  

２．本マニュアルに定める分別・解体の方法は、必要に応じて適宜見直すこととする。 

 [解説] 

 豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の設備等について、解体・

分別を実施する手順やその方法を定める。 

 なお、本マニュアルに定める内容は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 

 

第２ マニュアルの概要  

１．設備等の解体・分別の施工手順やその作業方法等を示す。 

２．建築構造物に使用されている有害物質等の適正な処理方法について示す。  

[解説] 

  豊島中間保管・梱包施設等の設備等の解体・分別を実施する際の具体的な施工手順や

その作業方法等について示す。 
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第３ 設備等の解体・分別作業の施工手順の概要  

１．受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得るも

のとする。 

２．関係法令に基づく届出を実施する。 

３．原則として、堆積物ありの設備等の解体を優先して実施する。  

４．堆積物なしの設備等の一般解体を実施する。  

５．建築構造物等の一般解体を実施する。  

６．建築構造物に使用されている有害物質等（空調用冷媒フロン等）は、原則とし

て優先的に対応し、適切な取扱いを実施する。  

７．必要と認められる設備等について、委員又は技術アドバイザーによる撤去完了

の確認を実施する。  

［解  説］ 

主な施工手順の流れは次の通りである。なお、解体を実施する建築構造物にはア

スベストは使用されていない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 施工手順の流れ  

 

 

２．関係法令に基づく届出の実施  

３．堆積物ありの設備等の解体の実施  

４．堆積物なしの設備等の一般解体の実施  

１．「解体・分別の実施計画」の提出 

７．必要と認められる設備等についての 

委員又は技術アドバイザーによる撤去完了の確認の実施 

５．建築構造物の一般解体の実施（有害物質等の優先的な解体）  
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第４ 「解体・分別の実施計画」の作成 

１．受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得るも

のとする。 

２．設備等の解体・分別は、原則として堆積物なしの状態で実施するものとする。 

３．解体作業については、その後の分別も考慮して解体しながら分別を実施すると

ともに、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮したＢＡＴに基づくものと

する。 

 [解説] 

受託者は「解体・分別の実施計画」を作成して県に提出し、県の承認を得る。 

設備等の解体・分別は、堆積物なしの状態で実施することを原則とする。  

設備等の解体作業については、その後の分別も考慮して実施するものとし、解体

しながら分別を実施することを基本とする。  

また、その作業方法は、周辺環境の保全と作業者の健康・安全に配慮するととも

にＢＡＴに基づくものとする。  

 

 

第５ 関係法令に基づく届出の実施 

１．建築物等に係る解体・分別及び再資源化等の方法や建築構造物に使用されてい

る有害物質等の適切な取扱い方法に関して、建設リサイクル法に基づく届出を行う。 

２．廃棄物焼却炉の解体作業の計画に関して、労働安全衛生法に基づく届出を行う。  

３．その他、解体作業の実施に必要な届出を行う。  

[解説] 

 建設リサイクル法、労働安全衛生法、フロン類法等の各種関係法令に基づく届出を

行う。 
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第６ 設備等に使用されている有害物質等への適切な対応の実施 

１．非飛散性のアスベスト含有製品を使用している設備等は、飛散性がない状態を

保ちながら該当機器を分離する。 

２．リフラクトリーセラミックファイバーの含有製品(脱硝触媒)や部材(ボイラー

のキャスタブル耐火物等 )の分離に当たっては飛散防止を図るとともに、後者にあ

っては、施設付帯の排気設備(バグフィルターや排風機等)を活用して排出を抑制

する。 

３．業務用冷凍空調機器等に使用されているフロン類の回収を委託する。  

４．その他、有害物質等の適正な処理を実施する。 

 [解説] 

表２のとおり、直島の中間処理施設の設備等の一部に、パッキン等の非飛散性の

アスベスト含有製品が使用されており、飛散性がない状態を保ちながら該当機器を

分離する。現場での分離が困難な場合は、該当機器を含む設備等に飛散防止対策を

講じたうえでそのまま払出す。  

表３及び図２のとおり、直島の中間処理施設の脱硝触媒やボイラーのキャスタブ

ル耐火物及び後燃焼室の耐火ブランケットにリフラクトリーセラミックファイバー

が原料として使用されていることから、労働安全衛生法に基づく届出を行うととも

に、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則に定められた作業ごとの措置

事項に従う。 

表４及び表５のとおり、フロン類が冷媒として使用されている業務用エアコンを

設置しているため、フロン類の回収を専門業者に委託する。同様に、フロン類法の

対象とならない家庭用エアコン等についても、適正に対応する。 

その他、薬品タンク等に残存している薬品や試験試薬などの有害物質等について

も廃棄物処理法に従い適正な処理を実施する。 

 

参考までに、有効活用予定の建築構造物におけるアスベストの使用情報について、

別添（表８）のとおり示す。  
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表２ アスベスト含有製品の使用状況（直島関係）  

No. 機器名称 使用部品名 
石綿含有の重量 

(%) 

1 溶融炉バーナ パッキン 80% 

2 バルブスタンド パッキン 80% 

3 後燃焼バーナ パッキン 80% 

4 バルブスタンド パッキン 80% 

5 ボイラ給水ポンプサイトグラス  クッション 67% 

6 ボイラ給水ポンプゲージコック  V#1500 80～90% 

7 ボイラ給水ポンプゲージバルブ  アスベストヤーン 3A 95%以上 

8 キルン主燃焼バーナ  油ストレーナ （不明） 

9 キルン主燃焼バーナ  減圧弁 （不明） 

10 キルン後燃焼バーナ  油ストレーナ （不明） 

11 キルン後燃焼バーナ  減圧弁 （不明） 

12 配管（重油、蒸気）  ジョイントシートパッキン  （不明） 

13 真空掃除装置 ブロワ 100A フランジ用 1% 

14 真空掃除装置 ブロワ ギヤカバーガスケット  1% 

 

表３ リフラクトリーセラミックファイバーの使用状況（直島関係）   

No. 設備等 使用箇所 

1 溶融炉触媒塔 脱硝触媒 

2 キルン触媒塔 脱硝触媒 

3 ボイラー キャスタブル耐火物（下図参照）  

4 後燃焼室 耐火ブランケット（下図参照）  
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表４ フロン類法に基づく第１種特定製品の使用状況（豊島関係）  

No. 設置場所 使用しているフロン類  充填量 備考 

1 1 階東側 HFC-R407C 7.5 kg 業務用エアコン  

2 1 階東側 HFC-R407C 13.7 kg 業務用エアコン  

3 1 階東側 HFC-R407C 15.3 kg 業務用エアコン  

4 1 階東側 HFC-R32 1.35 kg 業務用エアコン  

 

表５ フロン類法に基づく第１種特定製品の使用状況（直島関係）  

No. 設置場所 使用しているフロン類  充填量 備考 

5 １階北側 HFC-R407C 11.1 kg 業務用エアコン  

6 １階東側 HFC-R407C 13 kg 業務用エアコン  

7 ４階 HFC-R407C 25.3 kg 業務用エアコン  

 

第７ 堆積物なしの設備等の解体・分別の実施  

１．堆積物なしの設備等は、「分別の判断基準」に基づく解体・分別を実施する。  

２．金属類の分別については、鉛塗料が使用されている設備等の分別をあわせて実

施する。 

３．本マニュアルに記載のない建築物解体工事の仕様は、国土交通省「建築物解体

工事共通仕様書・同解説」に基づき実施する。  

 [解説] 

堆積物なしの設備等は廃棄物処理法及び建設リサイクル法に基づき、表６に示

す分別の判断基準のとおり分別する。  

また、金属類の分別においては、鉛塗料が使用されている設備等を分離する。 

その他、建築物解体工事の仕様は、国土交通省「建築物解体工事共通仕様書・

同解説」による。  

 

表６堆積物なしの設備等の分別の判断基準  

分別の区分 具体例 

①コンクリート類(陶磁器類を含む) ・保管ピット 

②コンクリート及び鉄からなる建設資材  ・保管ピット  

③鉛のみが除染完了の判断基準を超過した堆積物

なしの設備等の金属および鉛塗料が付着した金属  

・塗装された設備

等 

④上記以外の金属類 
・投入ホッパ  

・コンベヤ 

⑤木材 ・木材構造物  

⑥可燃物類 ・コンベヤベルト  

⑦その他  
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第８ 堆積物ありの設備等の解体・分別の実施 

１．堆積物ありの設備等を解体・分別する場合にも、堆積物なしの場合の分別の区

分に準じて分別するものとする。 

２．設備等の配置等により除染作業前に設備等を解体する場合は、堆積物ありの設

備等として取扱うこととし、除染作業後に、堆積物の状況に応じて分別を実施する

ものとする。 

３．除染完了の判定基準によらず適正な処理委託を行う設備等についても、汚染の

拡散の防止措置をあわせて実施する。  

４．堆積物ありの設備等の解体作業は、結合の解除を原則とし、やむをえず切断を

行う場合には、加熱領域が少なく、またステンレス鋼にも対応可能なプラズマ切断

を基本とする。 

 [解説] 

堆積物ありの設備等は、産業廃棄物の種類と堆積物の性状に応じて分別する。  

設備等の配置等により除染作業前に設備等を解体する場合には、ダイオキシン類、

ＰＣＢ及び鉛による堆積物ありとして取扱い、除染作業後に、堆積物の状況に応じ

て分別を実施する。  

表７に示す除染完了の判定基準によらず適正な処理委託を行う設備等については、

堆積物ありとして解体・分別し、汚染の拡散の防止措置をあわせて実施する。なお、

脱硝触媒やボイラーのキャスタブル耐火物等にリフラクトリーセラミックファイバ

ーが原料として使用されていることを考慮し、必要な措置を実施する。切断の熱に

伴う有害物質等の気化を考慮し、堆積物ありの設備等の解体作業は、結合の解除を

原則とし、やむをえず切断を行う場合には「Ⅲ .１ 作業従事者の安全確保ガイドラ

イン」に従い、加熱領域が少ないプラズマ切断を基本とする。  

 

表７ 除染完了の判定基準によらず適正な処理委託を行う設備等  

No. 設備等 

1 耐火物 

2 バグフィルタのろ布  

3 排気用ならびに換気用の活性炭  

4 触媒 

 

第９ 委員又は技術アドバイザーによる撤去完了の確認の実施  

１．撤去完了について、委員又は技術アドバイザーによる確認を実施するものとす

る。 

 [解説] 

 「Ⅲ.7 情報の収集、整理及び公開マニュアル」に従い、委員又は技術アドバイザ

ーによる撤去完了の確認を実施する。加えて必要と認められる場合は、撤去作業の

進捗状況についても、委員又は技術アドバイザーによる視察を行う。   
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（参考） 

 

表８ 有効活用予定の建築構造物におけるアスベストの使用情報（直島関係）  

No. 建築構造物 使用部品名 
石綿含有の重量 

(%) 

1 スラグヤード屋根  石綿含有繊維強化セメント板（波板） （不明） 

2 爆風開口屋根 石綿含有繊維強化セメント板（波板） （不明） 
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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.4-2 施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨  

１．施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託マニュアルは、施設撤去廃棄

物等の分別確認と払出し・処理委託の実施方法等を定めたものである。  

２．本マニュアルに定める分別確認と払出し・処理委託の方法は、必要に応じて適

宜見直すこととする。  

 [解説] 

 施設撤去廃棄物等について、分別確認と払出し・処理委託の実施方法等を定める。 

 なお、本マニュアルに定める内容は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 

 

第２ マニュアルの概要  

１．施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託の実施方法等を示す。 

[解説] 

施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託を実施する際の具体的な実施方

法等について示す。 
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第３ 施設撤去廃棄物等の分別確認と払出し・処理委託等の実施 

１．設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等を分別するものとし、

分別の状況を確認のうえ、払出し・処理委託を行うものとする。 

２．施設撤去廃棄物等は資源化を原則とし、有効利用を図ることとする。  

３．中間処理施設で使用した耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気

用の活性炭等については、除染完了の判断基準によらず、堆積物ありと見なし、特

別管理産業廃棄物の判定基準に準じて判定し、適正な処理委託を行うこととする。 

[解説] 

設備等の解体・分別の主旨に沿った形で施設撤去廃棄物等の分別を行うものとし、

堆積物の有無並びに分別の判断基準によって分別されていることを確認のうえ、払

出し・処理委託を実施する。  

施設撤去廃棄物等は資源化を原則とする。  

堆積物なしの施設撤去廃棄物等は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材に

ついて有効利用を図るとともに、これ以外についても有効利用を原則する。 

また、堆積物ありの施設撤去廃棄物等も可能な限り有効利用を図ることとし、廃

棄物処理法に基づく許可等を有する廃棄物処理業者に適正な処理委託を行う。  

耐火物、バグフィルタのろ布及び排気用ならびに換気用の活性炭等の有害物質を

含むことが明らかなものや除染作業を実施しないもの、処理委託を行うことが適当な

ものについては、除染完了調査を実施することなく、特別管理産業廃棄物の判定基準

に準じて判定し、適正な処理委託を行う。  
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第４ 除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う設備等と対応  

１．除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う設備等については、特別管

理産業廃棄物に準じた処理委託を実施する。 

２．除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う施設撤去廃棄物等の想定数

量等について示す。  

［解  説］ 

除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う設備等については、特別管理

産業廃棄物の判定基準に準じた検査の実施や過去に実施した同種の廃棄物の検査結

果等を踏まえ、特別管理産業廃棄物に準じた処理委託を実施する。  

除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う施設撤去廃棄物等の数量等に

ついては、表１のとおりである。 

 
 

表１ 除染完了の判断基準によらず適正な処理委託を行う  

施設撤去廃棄物等の想定数量等 

No. 施設撤去廃棄物等  想定数量等 

1 耐火物 約 1,100t 

2 バグフィルタのろ布  約７t 

3 排気用ならびに換気用の活性炭  約 1.8t 

4 触媒 約 1.4t 

 

 

第５ 施設撤去廃棄物等の有効利用 

１．施設撤去廃棄物等は、原則として有効利用を図ることとする。 

２．分別解体を実施した特定建設資材について、有効利用を図ることとする。 

３．有価物は売却益を計上することとする。 

［解  説］ 

堆積物なしの施設撤去廃棄物等について、可能な限り有効利用を図る。堆積物あ

りのものについても有効利用を考慮し、処理委託先の選定に配慮する。  

分別解体を実施したコンクリートや木材等の特定建設資材については、建設リサ

イクル法に基づき有効利用を図る。  

有効利用を図った有価物については、売却益を計上する。  
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第６ 施設撤去廃棄物等の輸送・運搬 

１．施設撤去廃棄物等の豊島・直島における輸送・運搬は、可能な限り公道を使用

しない経路を選定するものとする。 

２．産業廃棄物の輸送・運搬について、廃棄物処理法の規定に従うとともに周辺環

境保全に配慮するものとする。 

［解  説］ 

施設撤去廃棄物等の豊島・直島における輸送・運搬は、専用桟橋を活用する等、

可能な限り公道を使用しない経路や専用桟橋等を選定することにより周辺環境の保

全に配慮する。 

産業廃棄物の輸送・運搬について、許可等を有する業者に適正な委託を行うなど

廃棄物処理法に基づき対応するとともに、これまでと同様、周辺環境の保全に配慮

する。 
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平成２８年１０月２３日  

平成２８年１２月２４日改訂  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.5-1 堆積物の除去・除染及び解体撤去時における 

環境保全対策マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの主旨  

１．堆積物の除去・除染及び解体撤去時における環境保全対策マニュアルは、豊島

中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等における環境保全対策を定めたもの

である。 

２．本マニュアルに定める環境保全対策は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 [解説] 

 本マニュアルは、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の堆積物の除去・除

染及び解体撤去時に発生する排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等による周

辺環境への影響を防止するための措置を定める。 

 なお、環境保全対策の内容は、必要に応じて適宜見直すこととする。  

 

 

第２ マニュアルの概要  

１．本マニュアルは、撤去等に伴う環境保全対策として、排気、排水、騒音、振動、

悪臭及び廃棄物等について記載する。 

[解説] 

作業前及び作業中に実施する排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等に関する環

境保全対策について記載する。  
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第３ 排気対策 

１．ダイオキシン類等に汚染された空気及び粉じん等が作業場の外側に飛散しない

よう、作業場内を原則として負圧に保つとともに密閉養生する。 

２．排気は、除じん装置や活性炭フィルター等により適切な処理を行った上で、大気

に排出する。  

３．原則として、解体工事に使用する重機類は排ガス規制対応型で低騒音型・低振

動型を採用することとする。 

 [解説] 

作業場内に浮遊する粉じん等を極力低減するため、吸引を主とした清掃を適宜実

施する。 

密閉養生として、扉・シャッター・窓等は全閉とする。また、設備・ダクト等の

貫通部は設備等の撤去後は開口となるため、外壁や安全上必要な箇所には、鉄板や

シート等で開口部を塞ぎ密閉する。 

排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型の重機類を採用することにより、周辺環

境への影響を防止する。 
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第４ 排水対策 

＜豊島における排水対策＞ 

１．高圧洗浄作業により発生した排水は、場内の排水経路から汚水ピットに貯留し、

高度排水処理施設で処理を行う。  

２．排水経路及び汚水ピットの点検を１日に１回以上行うとともに、高圧洗浄等の

作業の実施前には、排水が作業場外に漏洩しないか必ず確認する。また、必要に

応じ、排水が漏洩しないよう措置を行う。  

 

＜直島における排水対策＞  

３．高圧洗浄に伴い発生した排水は、既設又は仮設の排水処理設備で処理を行い、

処理水の一部を循環して高圧洗浄に再利用する。  

４．排水経路及び汚水ピットの点検を１日に１回以上行うとともに、高圧洗浄等の

作業の実施前には、排水が作業場外に漏洩しないか必ず確認する。また、必要に

応じ、排水が漏洩しないよう措置を行う。  

５．中間処理施設稼働中の排水の一部や、中間処理施設の稼働停止後に生じる排水

については、必要に応じて既設又は仮設の排水処理設備で処理し、外部放流を行

うものとする。 

 [解説] 

＜豊島における排水対策＞ 

高度排水処理施設の処理能力を超えないよう、１日の洗浄水の使用量を事前に計

画しておく。 

排水経路及び汚水ピットの点検を定期的に実施するとともに、作業場外への排水

の漏洩に伴い周辺環境への影響が生じないよう必ず確認する。また、作業開始前及

び作業中に、作業責任者が排水の作業場外への漏洩がないことを確認する。  

 

＜直島における排水対策＞ 

高圧洗浄に伴い発生した排水は、既設又は仮設の排水処理設備で処理を行い、処

理水を循環して再利用する。処理水の再利用にあたっては、定期的な水質検査等を

実施することにより、再利用に支障がないか確認する。  

排水経路及び汚水ピットの点検を定期的に実施するとともに、作業場外への排水

の漏洩に伴い周辺環境への影響が生じないよう必ず確認する。また、作業開始前及

び作業中に、作業責任者が排水の作業場外への漏洩がないことを確認する。  

中間処理施設稼働中の排水の一部や、中間処理施設の稼働停止後に生じる各冷却

水用及び排水処理用の水槽並びに各機器・タンク等からの排水の一部は、必要に応

じて既設又は仮設の排水処理設備で処理を実施し、外部へ放流を行う。  
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第５ 騒音・振動・悪臭対策  

１．騒音対策 

撤去等の作業中は、扉・シャッター等を閉じる又は開口部等に仮設の囲いを設

ける等の騒音対策を行う。  

また、排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型の重機類の採用により騒音対策

を行う。 

２．振動対策 

切断方法及び使用機材による振動の発生が大きい場合は、必要に応じて切断方

法等を変更する。  

また、騒音対策と同様に、排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型の重機類の

採用により振動対策を行う。  

３．悪臭対策 

排気対策の実施により悪臭対策を行う。  

 [解説] 

○騒音対策 

扉・シャッター等を閉じる又は開口部等に仮設の囲いを設ける等により、騒音

対策を行う。 

また、排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型の重機類を採用することにより

周辺環境への影響を防止する。  

○振動対策 

切断方法の決定時に、必要に応じて対策を計画する。  

また、排ガス規制対応型で低騒音型・低振動型の重機類を採用することにより

周辺環境への影響を防止する。  

○悪臭対策 

活性炭フィルター等による排気対策を徹底することにより、悪臭対策を行う。  

 

第６ 廃棄物等の対策  

１．撤去等の作業に伴い生じた廃棄物等への対応は、「Ⅲ.3 除染等廃棄物の処理ガ

イドライン」及び「Ⅲ.4 設備等の解体・分別及び施設撤去廃棄物等の分別確認と

払出し・処理委託ガイドライン」に従うものとする。 

２．撤去等の作業時に発生した二次廃棄物は、周辺環境に配慮した隔離・保管を実

施し、適正な処理委託を行う。  

[解説] 

撤去等の作業に伴い生じた廃棄物等への対応は、「Ⅲ．3-1 除染等廃棄物の処理マ

ニュアル」及び「Ⅲ．4-2 施設撤去廃棄物等の分別・処理委託マニュアル」に従う。 

また、撤去等に使用した保護具及びウエス等の二次廃棄物は、飛散及び漏洩しな

いよう適切な措置を行ったうえで作業場内に一時保管し、溶融処理又は適正な処理

委託を行う。 
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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.6-1 施設の撤去等に係る環境計測マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの位置付け 

１．施設の撤去等に係る環境計測マニュアルは、施設の撤去等の実施前後及び実施

期間中のそれぞれの段階において実施する作業場あるいは施設の境界での環境調

査について、計測項目、計測頻度等を定めたものである。 

２．本マニュアルに定める計測項目及び評価基準等は、関連法令の改正等にあわせ、

必要に応じ適宜見直すこととする。  

［解  説］ 

本マニュアルは、施設の撤去等の実施前後及び実施期間中のそれぞれの段階にお

いて、発生源としての環境面を把握することを目的としており、環境調査を実施す

る際の計測項目、計測頻度等を定めたものである。  

 

 

第２ マニュアルの概要 

１．計測地点、計測項目、計測頻度、調査機関は表１～表２に示すとおりとする。 

２．調査方法は表３～表７に示す通りとする。  

３．評価の基準として、排気、排水、騒音、振動及び悪臭について、ぞれぞれ表８

～表 12 に示す通り評価基準値を設定してある。 

４．必要と認められる場合には、施設の撤去等に係る周辺環境モニタリングを実施

することとする。 

５．本マニュアルに定める計測項目及び評価基準等は、関連法令の改正等にあわせ、

必要に応じ適宜見直すこととする。  

［解  説］ 

  施設の撤去等に係る環境計測について本マニュアルに従い実施し、その他、必要

と認められる場合が生じた際には、委員又は技術アドバイザーの指導・助言を踏ま

え、施設の撤去等に係る周辺環境モニタリングを実施する。  

 

 

第３ 計測地点等 

１．計測地点、計測項目、計測頻度、調査機関は表１～表２に示すとおりとする。 

［解  説］ 

計測地点、計測項目、計測頻度、調査機関を表１～表２に示す。  
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表１ 施設の撤去等に係る環境計測（豊島関係）  

区分 計測地点 計測項目 
計測頻度 調査 

機関 実施前  実施期間中  実施後  

排気 
排気ファン  

出口 
ダイオキシン類、ＰＣＢ、  
鉛及びその化合物、粉じん  

― １回以上 ― 

県 

排水
※  

―  ―  ― ― ― 

騒音 
施設の 
境界 

L50、L5、L95、Leq １回 １回以上 １回 

振動 
施設の 
境界 

L50、L10、L90 １回 １回以上 １回 

悪臭 
施設の 
境界 

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、
硫化ﾒﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、
ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙ
ﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙ
ｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草
酸、ｲｿ吉草酸  

１回 １回以上 １回 

※排水は、高度排水処理施設において処理を行う。  

 

表２ 施設の撤去等に係る環境計測（直島関係）  

区分 計測地点 計測項目 
計測頻度 調査 

機関 実施前  実施期間中  実施後  

排気 
排気ファン  

出口 
ダイオキシン類、ＰＣＢ、  
鉛及びその化合物、粉じん  

― １回以上 ― 

県 

排水 排水口  

水素ｲｵﾝ濃度 (ｐH)、浮遊物質量
(SS)、生物化学的酸素要求量
(BOD)、化学的酸素要求量 (COD)、
全窒素、全燐、大腸菌群数、ﾀﾞｲｵｷ
ｼﾝ類、PCB、ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物､
鉛及びその化合物、砒素及びその化
合物、六価ｸﾛﾑ化合物、ｱﾙｷﾙ水銀化
合物、水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水
銀化合物、ｾﾚﾝ及びその化合物、ﾌｯ
素、ﾎｳ素  

― ２回以上 ― 

騒音 
施設の 
境界 

L50、L5、L95、Leq 必要に応じて適宜実施  

振動 
施設の 
境界 

L50、L10、L90 必要に応じて適宜実施  

悪臭 
施設の 
境界 

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、
硫化ﾒﾁﾙ、二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、
ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋ
ﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙ
ﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙ
ｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草
酸、ｲｿ吉草酸  

必要に応じて適宜実施  
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第４ 調査方法 

１．調査方法は表３～表７に示すとおりとする。 

［解  説］ 

調査方法を表３～表７に示す。  

 

表３ 排気（大気汚染）調査方法 

計測項目  調査方法  

ダイオキシン類  
ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル、

JIS K0311「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」 

PCB 排ガス中の POPs 測定方法マニュアル  

鉛及びその化合物  JIS K0083「排ガス中の金属分析方法」  

粉じん  JIS Z8813「浮遊粉じん濃度測定方法通則」  

 

 

表４ 排水調査方法 

計測項目 調査方法 

ダイオキシン類  
JIS K0312「工業用水、工場排水のダイオキシン

類の測定方法」  

その他 

（健康項目及び生活環境項目）  

環境庁告示第 59 号（昭和 46 年）の別表 1 及び 2

に定める方法 

 

 

表５ 騒音調査方法 

計測項目  調査方法  

騒音レベルの中央値（Ｌ 50）、  

９０％レンジ上・下端値（Ｌ 5、Ｌ 95）

及び等価騒音レベル（Ｌeq）  

ＪＩＳ   Ｚ－８７３１「騒音レベル測定方法」

に基づき、基本的に平日の１２時～翌日の１２

時まで、毎正時から約１０分間の測定を行う。 

 

 

表６ 振動調査方法 

計測項目  調査方法  

振動レベルの中央値（Ｌ 50）、  

８０％レンジ上・下端値（Ｌ 10、Ｌ 90） 

ＪＩＳ   Ｚ－８７３５「振動レベル測定方法」

に基づき、基本的に平日の１２時～翌日の１２

時まで、毎正時から約１０分間の測定を行う。 
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表７ 悪臭調査方法 

計測項目  調査方法  

ｱﾝﾓﾆｱ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、硫化水素、硫化ﾒﾁﾙ、

二硫化ﾒﾁﾙ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾌﾟﾛ

ﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾁﾙ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞ

ﾋﾄﾞ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、酢酸ｴﾁﾙ、ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ、

ﾄﾙｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸、ﾉﾙﾏﾙ酪

酸、ﾉﾙﾏﾙ吉草酸、ｲｿ吉草酸  

特定悪臭物質の測定の方法（昭和４７年環境

庁告示第９号）  
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第５ 評価方法 

１．結果については、表８～表１２に示す評価基準値の達成状況や過去データとの

比較について確認するものとする。  

２．評価基準値を超過した場合、原因究明や対策等の検討を実施するものとする。  

［解  説］ 

結果については、評価基準値、関係環境法令等の基準を満たしているかどうか確

認するとともに、これまでに実施した環境計測結果等と比較する。 

評価基準値を超過した場合、その原因究明や改善対策の検討を実施する。  

 

表８ 排気の評価基準  

計測項目 評価基準値 備考 

ダイオキシン類  0.1ng-TEQ/ｍ３  
ダイオキシン類対策特別措

置法に基づく排出基準※１ 

ＰＣＢ 0.1mg/ｍ３ PCB の暫定排出許容限界※２ 

鉛及びその化合物  10mg/ｍ３ 
大気汚染防止法に基づく  

排出基準※１ 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法及び大気汚染防止法の適用を受けない施設である

が、これらの関係法令で定める値に準じた。  

※２ 「PCB 等を焼却処分する場合における排ガス中の PCB の暫定排出許容限界について

（S47.12.22 環境庁大気保全局長通知）」に示す値  

 

 

表９ 排水の評価基準  

計測項目 評価基準値 備考 

ダイオキシン類  10pg-TEQ/L 
ダイオキシン類対策特別措

置法に基づく排出基準※１ 

その他（健康項目及び生

活環境項目） 

（水質汚濁防止法に定

める排水基準値）  

水質汚濁防止法に基づく  

排水基準※１ 

※１ ダイオキシン類対策特別措置法及び水質汚濁防止法の適用を受けない施設である

が、これらの関係法令で定める値に準じた。  

 

 

表 10 騒音の評価基準  

項           目  評価基準値（ dB(A)）  騒音規制法の規制基準（参考）（ dB(A)）※  

昼間（8:00～19:00）  ７０  ７０  

朝（  6:00～  8:00）  

夕（19:00～22:00）  
６５  ６５  

夜間（22:00～6:00）  ６０  ６０  

※  第４種区域（主として工業地域）の規制基準  
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表１１ 振動の評価基準  

項目  
評価基準値  

（dB）  

振動規制法の規制基準（参考）※ 

（dB） 

昼間（8:00～19:00）  ６５  ６５  

夜間（19:00～8:00）  ６０  ６０  

※  第２種区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む）、工業地域）の規制

基準 

 

 

表１２ 悪臭の評価基準  

項目  
評価基準値  

（ppm） 

悪臭防止法の規制基準（参考）※

（ppm） 

アンモニア  2 2 

メチルメルカプタン  0.004 0.004 

硫化水素  0.06 0.06 

硫化メチル  0.05 0.05 

二硫化メチル  0.03 0.03 

トリメチルアミン  0.02 0.02 

アセトアルデヒド  0.1 0.1 

プロピオンアルデヒド  0.1 0.1 

ノルマルブチルアルデヒド  0.03 0.03 

イソブチルアルデヒド  0.07 0.07 

ノルマルバレルアルデヒド  0.02 0.02 

イソバレルアルデヒド  0.006 0.006 

イソブタノール  4 4 

酢酸エチル  7 7 

メチルイソブチルケトン  3 3 

トルエン  30 30 

スチレン  0.8 0.8 

キシレン  2 2 

プロピオン酸  0.07 0.07 

ノルマル酪酸  0.002 0.002 

ノルマル吉草酸  0.002 0.002 

イソ吉草酸  0.004 0.004 

※  Ｂ区域（主として商業地域（住、商、工、混在地域を含む））の規制基準  
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平成２８年１２月２４日  

平成２９年１月２９日改訂  

 

 

Ⅲ.7 情報の収集、整理及び公開マニュアル 

 

 

第１ マニュアルの趣旨 

１．情報の収集、整理及び公開マニュアルは、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対

象範囲の撤去等において、的確・迅速な情報の収集、整理及び公開を実現するに

あたり必要な事項を定めたものである 

２．本マニュアルに定める内容は、必要に応じて適宜見直すものとする。  

［解  説］ 

本マニュアルは、豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等の実施工程

全般における情報の収集、整理及び公開の実施に関して適用する。 

また、情報の収集、整理及び公開の内容は、必要に応じて適宜見直すこととする。 

なお、「豊島廃棄物等処理事業の今後の主な調査等」など、今後の豊島廃棄物等処理

事業に関する情報の収集、整理及び公開の内容については、別途、「豊島廃棄物等管理

委員会」において検討する。 

 

 

第２ マニュアルの概要 

１．撤去等の作業状況の記録・保管・確認方法について示す。 

２．撤去等の作業状況について、委員又は技術アドバイザーによる確認の実施方法

を示す。 

３．豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等に関し、公開する情報を示

す。 

４．情報公開の手法等を示す。  

［解  説］ 

豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等の実施においては、これまで

と同様、関係者の理解と協力が不可欠であり、そのためには実施内容の透明性の確

保を図ることが必要であることから、的確・迅速な情報の提供を行うための具体的

な手法等について示す。  
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第３ 撤去等の作業状況の記録・保管・確認方法 

１．撤去等の作業状況について、文書や写真等による記録を残すこととし、その保

存期間は５年とする。 

２．撤去等の作業着手前の現況写真、作業中の工程写真及び進捗写真、作業完了後

の竣工写真を撮影することとする。 

３．払出し・処理委託先の処理状況等についても必要に応じて確認し、保管・活用

することとする。  

［解  説］ 

撤去等の作業状況については、文書に加え写真及び動画等により記録し、保管す

るとともに、撤去等の実施完了報告の作成時に活用する。なお、保存期間は５年と

する。 

 撤去等の作業着手前の現況写真、作業中の工程写真及び進捗写真、作業完了後の

竣工写真を撮影する。ただし、これ以外にも除去・除染前後の写真撮影等も該当ガ

イドラインやマニュアルで規定されている対応は必ず実施する。  

なお、上記の撮影にあたっては、「営繕工事写真撮影要領（平成 27 年度版）」（国

土交通省大臣官房長官営繕部）を参考とする。  

 

（１）撤去等の作業着手前の現況写真及び竣工写真 

撤去等の作業着手前の現況写真及び竣工写真は、撤去等の作業着手前及び竣工

後の現場全景、代表部分及び現場周辺の現況写真を撮影すること。また、現況写

真は、主要機械設備についても撮影を行うこと。  

（２）工程写真及び進捗状況写真  

工程写真及び進捗状況写真は、各工程における進捗状況、出来高等を撮影し、

特に作業完了後に確認が困難となる箇所については、作業が適切であることが証

明できるものとすること。  

 

払出し・処理委託先の処理状況についても必要に応じて確認するとともに、その

処理データを入手し、上記と同様に保管・活用する。  
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第４ 情報公開の範囲  

１．豊島中間保管・梱包施設等の撤去対象範囲の撤去等に関し、原則として下記に

示す情報を公開することとする。  

（１）撤去等の工程に関する情報  

（２）施設の撤去等に係る環境計測に関する情報  

（３）検討会等に関する情報  

（４）その他必要と思われる事態が生じた場合における必要情報  

［解  説］ 

公開する情報の分類及び具体例は表１のとおりである。  

 

 

表１ 公開する情報の分類及び具体例 

公開する情報の分類 具体例 

（１）撤去等の工程に関する情報  実施計画、工程計画、作業実施・休止状況  

（２）施設の撤去等に係る環境計測

に関する情報 

排気、排水、騒音、振動、悪臭についての環

境計測結果 

（３）検討会等に関する情報  検討会等資料及び審議状況  

（４）その他必要と思われる事態が

生じた場合における情報  
事故、緊急時等の情報 

（５）検討会等が必要と認めた情報  － 
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第５ 情報公開の手法等  

１．各種情報の公開は、インターネットのホームページを用いることを基本とし、

関係者との定期的な会議等も活用することとする。  

２．関係者との意見聴取・立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、よ

り一層の理解と信頼を得ることとする。 

［解  説］ 

的確・迅速な情報の提供を実施するため、各種情報の公開はインターネット上の

「豊島問題ホームページ」により行うことを基本とし、関係者に対しては定期的な

事務連絡会等の場も活用する。 

関係者との意見聴取や立会い等を通じたコミュニケーションの実施により、一層

の理解と信頼を得る。また、関係者から要望や苦情等の申し出があった場合には、

誠意を持って対応、解決に努める。  

 

 



 

 

 

 

 

別紙５ 
除去・除染の作業写真 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Ⅱ 豊島中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の撤去等 

①中間保管・梱包施設の設備等での作業  

１）保管ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット除去・除染作業前(西から撮影)     ピット足４面足場設置(西から撮影) 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁面除去作業中               ピット底除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット屋根除染作業中            ピット壁面除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット壁面除去・除染作業後           ピット底面除去・除染作業後(西から撮影)  



 

2 

 

 

２）ごみクレーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前           除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手作業による除去作業中        手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高圧洗浄による除染作業中     高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 除去・除染作業後          除去・除染作業後 

  



 

3 

 

 

３）投入ホッパ 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入ホッパー除去・除染作業前       投入ホッパー内部除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中           手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除染作業中          高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入ホッパー内部除去・除染作業後      投入ホッパー内部除去・除染作業後 

  



 

4 

 

４）切出しコンベヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

切出しコンベヤ内部除去・除染作業前     切出しコンベヤ内部除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中           手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除染作業中          高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切出しコンベヤ内部除去・除染作業後     切出しコンベヤ内部除去・除染作業後 

  



 

5 

 

 

５）積込室 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前（北向きに撮影）       コンベヤ周り除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

入口付近除去作業中             投入コンベヤ周り除去作業中 

 

 

  

 

 

 

 

 

高所作業車による除染作業中         床面除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後（南向きに撮影）      除去・除染作業後（洗車場付近撮影）  



 

6 

 

 

６）脱臭剤噴霧装置 

 

 

 

 

 

 

 

薬剤抜き取り前（斜め上から撮影）   薬剤抜き取り前（タンク内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

薬剤抜き取り前 （タンク側面を撮影（残液量の確認））  

 

 

 

 

 

 

 

薬剤抜き取り後（斜め上から撮影）   薬剤抜き取り後（タンク内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬剤抜き取り後のポリタンク 

（ポリタンクを横から撮影） 

 

 

 

  



 

7 

 

 

７）投入前室 

 

 

 

 

 

 

 

  

除去・除染作業前（北西方向に撮影）     除去・除染作業前（北東方向に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面除去作業中（西方向に撮影）      床面除去作業中（東方向に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所作業車による天井除染作業中       高圧洗浄による床面除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後（西向きに撮影）      除去・除染作業後（東向きに撮影）  



 

8 

 

 

 

②特殊前処理物処理施設の設備等での作業 

１）切断機 

 

 

 

 

 

 

 

 

二軸破砕機除去・除染作業前        コンベヤ下除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による二軸破砕機除去作業中     手作業によるコンベヤ下除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による二軸破砕機除染作業中    高圧洗浄によるコンベヤ除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

二軸破砕機除去・除染作業後         コンベヤ除去・除染作業後  



 

9 

 

 

２）ドラム缶反転装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前               除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中           手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除染作業中          高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後              除去・除染作業後 

 

  



 

10 

 

 

３）作業フード 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中         手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除染作業中        高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

  



 

11 

 

 

４）特殊前処理室 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前              除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中           手作業による除去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除染作業中         高圧洗浄による除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

 

  



 

12 

 

③その他の設備等での作業 

１）環境集じん設備等 

 

 

 

 

 

 

 

 

集塵機点検口 作業前           ろ布作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

集塵機点検口 作業前           ダストコンベヤ 作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろ布 撤去作業中             ろ布撤去作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引による集塵機内除去作業中        吸引による集塵機内除去作業中 

レベル３保護具使用              レベル３保護具使用  



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による集塵機点検口除染作業中  高圧洗浄による集塵機内除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による集塵機内除染作業中   高圧洗浄による配管内除染作業中 

  

 

 

 

 

 

 

 

集塵機点検口作業終了後        集塵機点検口作業終了後 

 

 

 

 

 

 

 

 

集塵機内作業終了後          配管内作業終了後 

 

 

  



 

14 

 

 

２）地下排水ピット等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階段除去・除染作業前           地下排水ピット除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による地下ピット除染作業中    高圧洗浄による地下ピット内除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下ピット作業終了後           地下ピット作業終了後 

 

 

 

  



 

15 

 

 

④建築構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

積込室除去・除染作業前             特殊前処理室除去・除染作業前 

（北向きに撮影）              （南西向きに撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引による積込室除去作業中     手作業による殊前処理室除去作業中（東向きに撮影） 

 

  

 

 

 

 

 

 

高所作業車による除染作業中        高圧洗浄による床面除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後（南向きに撮影）     除去・除染作業後（特殊前処理室撮影） 



 

16 

 

Ⅲ 直島中間処理施設の撤去等 

①有効活用の対象設備等 

１）前処理系統の設備等での作業 

・豊島廃棄物受入ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底面除去・除染作業前          投入口付近除去・除染作業前 

（上から撮影）              （上から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引装置による底面付近除去・除染作業中  高圧洗浄による投入口付近除去・除染作業中 

（底面付近から撮影）            （上から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後            投入口付近除去・除染作業後 

（上から撮影）             （上から撮影）  

  



 

17 

 

 

・直島ゴミ受入ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁面の除去・除染作業前         底面の除去・除染作業前 

（上から撮影）            （上から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斫り作業による底面除去・除染作業中    高圧洗浄による側面除去・除染作業中 

（上から撮影）             （上から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入口付近除去・除染作業後        底面付近除去・除染作業後 

（上から撮影）         （上から撮影） 

 

  



 

18 

 

 

・溶融不要物受入ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投入口付近除去・除染作業前        ピット内底面付近除去・除染作業前 

（上から撮影）             （底面付近を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄によるピット内除去・除染作業中  斫りによるピット内底面除去・除染作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット内除去・除染作業後         ピット内除去・除染作業後 

（上から撮影）              （下から上に壁面を撮影） 

  



 

19 

 

 

・可燃物ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（上から底面を撮影）         （上から底面を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による壁面除去・除染作業中     斫り作業による底面除去・除染作業中 

（東から撮影）              （上から底面を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底面除去・除染作業後           壁面付近除去・除染作業後 

（上から撮影）             （北から撮影） 

 

 

  



 

20 

 

 

・不燃物ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            排出口付近除去・除染作業前 

（西から撮影）            （北東方向を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斫り作業による底面除去・除染作業中    高圧洗浄による側面除去・除染作業中 

（上から底面を撮影）           （横から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット底面付近除去・除染作業後     ピット壁面除去・除染作業後 

（上から底面を撮影）          （壁面を撮影） 

  



 

21 

 

 

・溶融不要物ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（上から壁面を撮影）         （上から底面を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斫り作業による底面除去・除染作業中    高圧洗浄による底面除去・除染作業中 

（上から壁面を撮影）         （上から底面を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（上から壁面を撮影）         （上から底面を撮影） 

 

  



 

22 

 

 

・投入クレーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（横から撮影）            （下から底面を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引による除去・除染作業中        高圧洗浄による除去・除染作業中 

（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外側除去・除染作業後           内側除去・除染作業後 

（横から撮影）             （下から撮影） 

 

 

  



 

23 

 

 

・溶融炉投入クレーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（横から撮影）            （下から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

底面除去・除染作業中           側面除去・除染作業中 

（吸引による除去除染）          （吸引による除去除染） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（横から撮影）             （下から撮影） 

 

  



 

24 

 

 

・グリズリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（上からグリズリを撮影）       （上からグリズリを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（グリズリ内部撮影）          （グリズリ外側撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（上からグリズリを撮影）        （上からグリズリを撮影） 

 

  



 

25 

 

 

・破砕機供給ホッパ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（横からホッパを撮影）         （上からホッパを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラシによる除去・除染作業中      ブラシによる除去・除染作業中 

（横からホッパを撮影）         （H29.７.29 内側を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（横からホッパを撮影）         （上からホッパを撮影） 

 

 

  



 

26 

 

 

・コンベヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（末端部点検口を撮影）         （末端部点検口を撮影） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

吸引による除去・除染作業中        高圧洗浄による除去・除染作業中 

（末端部点検口を撮影）         （側面点検口を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（末端部点検口を撮影）          （側面点検口を撮影） 

  



 

27 

 

 

・破砕機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（破砕機外部を撮影）         （上から破砕機内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による斫り除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（破砕機内部を撮影）            （破砕機内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（上から破砕機内部を撮影）       （下から破砕機内部を撮影） 

 

  



 

28 

 

２）その他の設備等での作業 

・環境集じん設備（前処理系統の吸引フード、配管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バグフィルタ撤去作業            バグフィルタ撤去作業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウエス等による除去・除染作業中       ウエス等による除去・除染作業前 

            

 

 

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

・排水処理設備 

 

 

吸引による除去・除染作業中         吸引による除去・除染作業前 

（レベル３保護具着用）           （サイクロン配管を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引による除去・除染作業後         吸引による除去・除染作業後 

                     （サイクロン配管内部を撮影） 

 

 

  



 

30 

 

・排水処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前              除去・除染作業前 

（汚水貯留槽撮影）            （汚水貯留槽撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バキューム車による除去・除染作業中     手作業による除去・除染作業中 

（汚水貯留槽付近を撮影）         （汚水貯留槽内を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後              除去・除染作業後 

（汚水貯留槽撮影）            （汚水貯留槽撮影） 

 

  



 

31 

 

３）建築構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中     高圧洗浄による除去・除染作業中 

（プラットホームを北向き撮影）    （プラットホーム洗車スペース前を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所作業車による除去・除染作業中     高所作業車による除去・除染作業中 

（プラットホームを北向き撮影）     （前処理投入ホッパ前を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床除去・除染作業中            手作業による除去・除染作業中 

           

 



32 

 

②解体撤去の対象設備等 

１）前処理系統の設備等での作業 

・粗大物搬送コンベヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（コンベヤ外装を撮影）         （コンベヤ出口付近を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸引による除去・除染作業中        吸引による除去・除染作業中 

（コンベヤ外側を撮影）          （レベル 3 保護具着用コンベヤ内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（コンベヤ外装を西方向に撮影）      （コンベヤ内部を撮影） 

 



33 

 

・粗破砕機供給コンベヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（コンベヤ外装を撮影）        （コンベヤ外装を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンベヤ除去作業後            高圧洗浄による除去・除染作業中 

（コンベヤ内部撮影）          （レベル３保護具着用コンベヤ内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（コンベヤ外装を撮影）        （コンベヤ外装を撮影） 

 

 



34 

 

・粗破砕物搬送コンベヤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（コンベヤ外装を撮影）        （コンベヤ外装を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンベヤ除去作業後             高圧洗浄による除去・除染作業中 

（コンベヤ除去後を撮影）        （レベル３保護具着用コンベヤ内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（点検口から内部を撮影）        （点検口から内部を撮影） 

 

 



35 

 

・粗破砕機等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（1 階から北東方向に撮影）       （1 階から北方向に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所作業装置による除去・除染作業中    吸引による除去・除染作業中 

（作業装置撮影）           （レベル３保護具着用点検口より吸引中を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（1 階から北東方向に撮影）        （粗破砕機内部の撮影） 

 

 



36 

 

２）溶融炉系統の設備等での作業 

・溶融炉投入系（ホッパ、コンベヤ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（投入コンベヤを撮影）        （投入ホッパーを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンベヤベルト除去作業中         高圧洗浄による除去・除染作業中 

（投入コンベヤを撮影）         （投入コンベヤを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（投入コンベヤを撮影）        （ホッパーを撮影） 

 



37 

 

・溶融炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（溶融炉内部を撮影）         （溶融炉内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（溶融炉内部を撮影）          （溶融炉内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（溶融炉内部を撮影）          （溶融炉内部を撮影） 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉上部（機器類撤去後）              溶融炉上部（ガス溶断中） 

（溶融炉上部を撮影）           （レベル３保護具着用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉側面（外観）                     溶融炉側面（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉ケーシング（吊り降ろし中）       溶融炉ケーシング（除染作業中）  

  



39 

 

・後燃焼室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（後燃焼室内部を撮影）        （後燃焼室内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（後燃焼室内部を撮影）         （後燃焼室内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（後燃焼室内部を撮影）         （後燃焼室内部を撮影） 

 

 



40 

 

・ボイラ設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（ボイラ内部を撮影）          （ボイラ点検口より撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（４階ボイラ点検口より撮影）      （ボイラ点検口より撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（ボイラ点検口より撮影）        （４階ボイラ点検口より撮影） 

 

 



41 

 

・ガス冷却設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（ガス冷却設備内部を撮影）       （ガス冷却設備内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（ガス冷却設備内部を撮影）        （ガス冷却設備内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（ガス冷却設備内部を撮影）       （ガス冷却設備内部を撮影） 

 

 



42 

 

・飛灰処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（飛灰計量槽コンベヤを撮影）      （飛灰計量槽点検口を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去・除染作業中         高圧洗浄による除去・除染作業中 

（レベル３保護具着用飛灰計量槽コンベヤを撮影）（H29.７.29 飛灰計量槽点検口を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（飛灰計量槽コンベヤを撮影）      （飛灰計量槽点検口を撮影） 

 

 



43 

 

・煙道設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（煙道内部を撮影）          （煙道内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（煙道内部を撮影）           （煙道内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（煙道内部を撮影）            （煙道内部を撮影） 

 

 



44 

 

・煙突設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（上から煙突内を撮影）         （点検口から煙突内を撮影） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（煙突上端部にて撮影）         （上から煙突内を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（上から煙突内を撮影）         （点検口から煙突内を撮影） 

 

 



45 

 

・スラグライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（第 1 破砕スラグコンベヤを撮影）    （第 1 破砕スラグコンベヤを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（第 1 破砕スラグコンベヤを撮影）    （第 1 破砕スラグコンベヤを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（第 1 破砕スラグコンベヤを撮影）    （第 1 破砕スラグコンベヤを撮影） 

 

 



46 

 

３）ロータリーキルン系統の設備等での作業 

・ロータリーキルン炉投入系（ホッパ、コンベヤ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前             除去・除染作業前 

（投入プレッシャー内部を撮影）      （投入コンベヤを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（投入プレッシャー洗浄中撮影）      （投入コンベヤを撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（投入プレッシャーを撮影）       （投入コンベヤを撮影） 

 



47 

 

・ロータリーキルン、後燃焼室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（ロータリーキルン内部を撮影）     （キルン後燃焼室内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（ロータリーキルン内部を撮影）      （キルン後燃焼室外側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（ロータリーキルン内部を撮影）     （キルン後燃焼室内部を撮影） 

 

 



48 

 

・ガス冷却設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（キルンガス冷却室点検口付近を撮影）  （キルンガス冷却室内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中        

（キルンガス冷却室内部を撮影）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（キルンガス冷却室点検口付近を撮影）   （キルンガス冷却室内部を撮影） 

 

 



49 

 

・飛灰処理設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（飛灰貯留槽点検口付近を撮影）     （飛灰貯留槽内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（飛灰貯留槽内部を撮影）        （飛灰貯留槽内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（飛灰貯留槽点検口付近を撮影）     （飛灰貯留槽内部を撮影） 

 

 



50 

 

・煙道設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（煙道切取り部分を撮影）       （煙道内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中      高圧洗浄による除去・除染作業中 

（煙道切取り部分を撮影）        （煙道切取り部分を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（煙道切取り部分を撮影）       （煙道内部を撮影） 

 

 



51 

 

・キルン残さライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（キルン残さラインの点検口付近を撮影） （キルン残さライン内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中        

（キルン残さライン点検口付近を撮影）     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（キルン残さラインの点検口付近を撮影）  （キルン残さライン内部を撮影） 

 

 



52 

 

４）その他の設備等での作業 

・薬剤タンク等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前            除去・除染作業前 

（苛性ソーダ貯留槽外観を撮影）     （苛性ソーダ貯留槽内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作業による除去作業中       バキュームによる除去作業中 

（苛性ソーダ貯留槽付近を撮影）   （化学防護服着用中間処理施設西側を南方向に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             

（残留物の保管状況を撮影）     



53 

 

・その他の機器 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

除去・除染作業前              除去・除染作業前 

（漁業産業廃棄物処理装置外観を撮影）   （漁業産業廃棄物処理装置内部を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去作業中        

（漁業産業廃棄物処理装置外観を撮影）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後            

（漁業産業廃棄物処理装置内部を撮影） 

 

 



54 

 

５）建築構造物 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業前              除去・除染作業前 

（南棟２階フロア付近を撮影）       （４階フロアを北向きに撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧洗浄による除去・除染作業中       高圧洗浄による除去・除染作業中 

（南棟２階フロア付近を撮影）        （南棟北東壁付近を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去・除染作業後             除去・除染作業後 

（２階フロアを西向きに撮影）      （４階フロアを北向きに撮影） 

 



 

 

 

別紙６ 

解体撤去等の作業写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理施設 

①内装解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階玄関ホール付近内装解体前     ２階エレベータホール付近内装解体前 

（西側から撮影）           （北側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階玄関ホール付近内装解体中     ２階エレベータホール付近内装解体中 

（西側から撮影）           （北側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階玄関ホール付近内装解体後     ２階エレベータホール付近内装解体後 

（西側から撮影）           （北側から撮影） 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央操作室内付近装解体前        会議室付近内装解体前 

（南東方向から撮影）          （南方向から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央操作室付近内装解体中        会議室付近内装解体中 

（南東方向から撮影）          （南方向から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央操作室付近内装解体後        会議室付近内装解体後 

（南東方向から撮影）          （南方向から撮影） 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多目的トイレ内装解体前         廊下付近内装解体前 

（東方向から撮影）          （北方向から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレ付近内装解体中          廊下付近内装解体中 

（東方向から撮影）           （南方向から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレ付近内装解体後           廊下付近内装解体後 

（南東方向から撮影）           （南方向から撮影） 

  



 

4 

②建物解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋解体前（北西側から撮影）       建屋解体前（東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊前処理室付近解体中        積込室付近解体中 

（北西側から撮影）          （南東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央操作室付近解体中（西側から撮影） 投入前室付近解体中（東側から撮影） 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋解体の状況（南側から撮影）      投入前室付近の解体（南東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊前処理室付近の解体（東側から撮影） 鉄骨転倒防止用重機の使用の状況 

                    （東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋解体撤去完了後           建屋解体撤去完了後 

（南東側から撮影）           （東側から撮影） 

  



 

6 

③基礎解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土間解体の状況            基礎・地中梁解体の状況 

（北東側から撮影）          （南西側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎・地中梁解体の状況         地中梁及びピット壁の解体の状況 

（東側から撮影）           （東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎・地中梁解体の状況         基礎・地中梁解体の状況 

（東側から撮影）           （東側から撮影） 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎・地中梁解体の状況         基礎・地中梁解体の状況 

（南側から撮影）           （西側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピット壁撤去の状況           ピット壁撤去の状況 

（東側から撮影）           （東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体撤去完了後（東側から撮影）     解体撤去完了後（西側から撮影） 

 

 

  



 

8 

直島の中間処理施設 

①北棟側一部プラント解体 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

粗破砕機解体作業前           粗大物搬送コンベヤ解体作業前 

（１階から南方向に撮影）        （２階コンベヤを西方向に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗破砕機解体作業中           粗大物搬送コンベヤ解体作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗破砕機搬送コンベヤ及び粗破砕機解体作業後 粗大物搬送コンベヤ解体作業後 

（１階から北東方向に撮影）        （２階コンベヤを西方向に撮影）  



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給ホッパ解体作業前          供給ホッパ下部重機による解体作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給ホッパ上部ガス溶断による解体作業中 供給ホッパ上部ガス溶断による解体作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給ホッパ解体作業後 

（転落防止用単管手摺り設置） 

  



 

10 

②南棟側プラント解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉基礎及び煙道解体前        南棟プラント解体前 

（南棟内中央部から南東方向を撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重機によるボイラー等解体作業中      ガス溶断作業中 

（南棟内の南方向を撮影）         （レベル３保護具着用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉基礎解体撤去中          ボイラーガス溶断作業中 

                     （レベル３保護具着用） 

  



 

11 

③南棟建物解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南棟建屋解体前（南東側から撮影）    南棟建屋解体前（南西側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スラグ搬送コンベヤ解体中         南棟建屋解体中（南西側から撮影） 

（北東側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南棟建屋解体中（南東側から撮影）    南棟建屋解体中（西側から撮影） 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南棟建屋解体中（南東側から撮影）     南棟建屋解体中（西側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スラグヤード等（北から撮影）      南棟建屋解体後（南東から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南棟土間・基礎撤去中（南西から撮影）   南棟建屋解体撤去完了後（北東から撮影） 

 

  



 

13 

④建物等改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等改修工事前（足場設置中））        建屋等改修工事中（外壁等改修工事中） 

南東側から撮影                 南西側から撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等改修工事中（非常階段設置工事）     建屋等改修工事中（非常階段設置工事） 

南から撮影                  南東側から撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等改修工事完了後 

南東側から撮影 

 



 

14 

直島の専用桟橋 

①解体前後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直島専用桟橋解体前            直島専用桟橋解体後 

（南側から撮影）             （南側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直島専用桟橋解体前            直島専用桟橋解体後 

（北西側から撮影）             （北西側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直島専用桟橋ドルフィン解体前      直島専用桟橋ドルフィン解体後 

（南西側から撮影）             （南西側から撮影） 



 

15 

②準備工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛散防止ネット設置             落下防止柵設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜連結状況            汚濁防止膜設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜設置状況            汚濁防止膜設置状況 

 

 

 



 

16 

③ドルフィン撤去工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイヤーソー切断            吊りピース用コア抜状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吊りピース設置状況             鋼管杭切断状況   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドルフィン撤去の状況          ドルフィン撤去完了後 
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④床板撤去工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落下防止柵設置状況            コンクリート粉砕状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト粉砕状況           PC 床板線金具切断状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター切込状況             PC 床板撤去状況 
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④桟橋撤去工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桟橋撤去状況               防舷材撤去状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 鋼溶断状況               H 鋼撤去状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーテンウオール溶断状況         カーテンウオール撤去状況 
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⑤鋼管杭撤去工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管杭中堀状況（遠景）         鋼管杭中堀状況（近景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管杭引抜状況（遠景）           鋼管杭引抜状況(近景) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管杭積込状況             鋼管杭積込状況 
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⑤取合せ工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け台復旧 足場設置状況         受け台復旧 型枠組立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け台復旧 コンクリート打設天端均し      受け台復旧 ガードレール設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捨て石設置作業中               捨て石設置後 
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⑥解体運搬処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドルフィン撤去 荷下し          ドルフィン撤去荷下し後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC 床板コンクリートガラ搬出       PC 床板アスファルトガラ搬出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC 床板撤去 荷下し           PC 床板撤去 荷下し後 
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鋼材 荷下し               かき落とし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼管杭 荷下し             鋼管杭 荷下し後 
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表１ 県による環境計測実施結果 

 

※１ 黄色は環境基準を満足しなかった。 

※２ 全窒素及び全燐は表層を採取し分析した結果である。その他は表層、中層及び下層を採取し、3 地点の平均値である。 

※３ 水質汚濁防止法に基づき、水深が５～10ｍの地点では、表層及び中層から採水を行った。表層とは海面下 0.5ｍ、中層とは海面下

２ｍの水位置とした。また、水深が 10ｍを超える地点では、必要に応じ下層（海面下 10ｍ）からも採水を行った。 

 

 

 

地先海域 基本監視点 対照地点 地先海域 基本監視点 対照地点 地先海域 基本監視点 対照地点
水素イオン濃度(pH) ― 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8以上8.3以下
化学的酸素要求量（COD) 2.1 2.1 2.1 2.3 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2mg/L以下
溶存酸素量（DO) 8.7 8.7 8.7 7.1 7.1 7.3 6.2 6.4 6.1 7.5mg/L以上
全窒素 0.18 0.20 0.30 0.18 0.23 0.20 0.30 0.30 0.29 0.3ｍｇ/L以下
全燐 0.021 0.022 0.022 0.026 0.031 0.025 0.036 0.042 0.036 0.03mg/L以下
全亜鉛 0.005 0.003 0.006 0.004 0.004 0.007 0.013 0.011 0.018 0.02mg/L以下
n-ヘキサン抽出物(油分等） <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 検出されないこと
総水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005mg/L以下
カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003mg/L以下
鉛及びその化合物 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01mg/L以下
砒素及びその化合物 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01mg/L以下
六価クロム化合物 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05mg/L以下
浮遊物質量（SS) 4.0 4.3 3.3 4.3 4.3 3.3 7.3 6.7 8.7 ―
濁度 ― 3.1 3.2 2.8 3.2 3.0 3.1 7.1 4.4 5.9 ―

mg/mL

解体撤去工事前（平成31年4月22日実施） 解体撤去工事中（令和元年6月17日実施） 解体撤去工事後（令和元年7月22日実施） 環境基準
海域A類型　海域Ⅱ類型

単位
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表２ 基本監視点における海上輸送に係る周辺環境モニタリング（一部抜粋） 

● 

 

直島専用桟橋の地先海域 

（汚濁防止膜から２０ｍ程度

の安全が確保される海域地点） 

直島専用桟橋 

● 

 

対照地点（緯度 34 度 28 分 38 秒 東経 133 度 58 分 41 秒） 

直島専用桟橋上流海域地点 

解体作業船等 

常時、潮流はこの向きにある。 

図 直島専用桟橋と環境計測の地点と対照地点 

汚濁防止膜 
● 

 

基本監視点（緯度 34 度 28 分 44 秒 東経 133 度 58 分 13 秒 

直島専用桟橋下流海域地点 

（周辺環境モニタリング実施地点） 
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  （大腸菌群数の単位；MPN/100mL、ｐＨを除く単位；㎎/L）

測定項目

ｐＨ ＣＯＤ ＤＯ 油分等 全窒素 全リン 全亜鉛 総水銀 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 ひ 素 全ｼｱﾝ ＰＣＢ

H28.8.2 8.1 2.5 6.8 ＮＤ ＜1.8 0.19 0.031 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H27.8.4 8.0 1.7 6.5 ＮＤ ＜1.8 0.36 0.035 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H26.8.27 8.0 1.3 6.4 ＮＤ 33 0.43 0.037 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H25.8.26 8.1 1.8 6.7 ＮＤ 490 0.24 0.036 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H24.8.20 8.0 1.9 6.0 ＮＤ 33 0.24 0.040 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H23.8.3 7.9 2.8 6.4 ＮＤ ＜1.8 0.28 0.038 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H22.8.20 8.1 3.0 8.6 ＮＤ 4.0 0.24 0.031 0.004 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.0 2.0 6.8 ＮＤ 23 0.21 0.040 0.002 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.1 1.5 5.4 ＮＤ 4.5 0.17 0.030 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.0 1.7 7.3 ＮＤ 49 0.16 0.027 0.005 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.4 1.8 7.4 ＮＤ 33 0.29 0.024 0.004 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.2 3.0 7.1 ＮＤ ＜1.8 0.16 0.027 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

最小 8.0 1.5 5.7 ＮＤ ＜1.8 0.13 0.018 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

最大 8.2 2.2 9.1 ＮＤ 13 0.28 0.044 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

平均 8.1 1.8 7.8 ＮＤ 4.6 0.21 0.031 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

最小 8.0 1.2 6.8 ＮＤ ＜1.8 0.15 0.019 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

最大 8.2 2.1 9.0 ＮＤ 17 0.35 0.041 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

平均 8.1 1.5 7.6 ＮＤ 6 0.26 0.030 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

8.1 1.9 9.8 ＮＤ 4.5 0.24 0.015 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

事前環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ1) 8.0～8.2 1.7～2.1 6.6～9.7 ＮＤ <1.8～2.0 0.12～0.13 0.019～0.021 － ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

7.8～

8.3

－ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜1.8 ＜0.05 ＜0.003 ＜0.002 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0003
2) ＜0.005 ＜0.02 ＜0.005 ＜0.1 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.0005 ＜0.002

平成15年度

工事完了後

≦0.01 ≦0.05 ≦0.01

大腸菌
群数

≦0.03 ≦0.02 ＮＤ ≦0.0005 ≦0.003
2)

平成16年度

H19.8.22

測定場所

ﾄﾘｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ﾃﾄﾗｸﾛﾛ
ｴﾁﾚﾝ

ｼﾞｸﾛﾛ
ﾒﾀﾝ

ＮＤ ＮＤ ≦0.01
3) ≦0.01

ｱﾙｷﾙ
水銀

六価
ｸﾛﾑ

≦0.02≦2 ≧7.5 ＮＤ 1,000 ≦0.3

直島の搬出入施設の
周辺地先海域
(基本監視点）

環境基準
 (海域Ａ･Ⅱ類型)

H18.8.30

H17.8.5

H20.8.21

H21.8.26

検出下限値（ND）

1）事前環境モニタリング：H13.3.8、工事完了後：H15.3.18実施

      平成15年度：H15.6.9、H15.8.4、H15.11.11、H16.1.9実施

      平成16年度：H16.6.1、H15.8.9、H15.11.29、H16.2.2実施

2) 環境省通知に基づき、基準及び検出下限を変更した。(平成23年8月調査までの基準は0.01mg/l、検出下限値は0.001mg/lである。)

3) 環境省通知に基づき、基準及び検出下限を変更した。(平成26年8月調査までの基準は0.03mg/l、検出下限値は0.002mg/lである。)

4) 黄色は環境基準を満足しなかった。
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表１ 事業者による鋼管杭撤去時の環境観測の測定結果（その１） 

 

※１ 黄色は環境基準を満足しなかった。 

※２ 濁度と浮遊物質量の相関図より判断基準 200 とした。 

※３ 全窒素及び全燐は表層を採取し分析した結果である。その他は表層、中層及び下層を採取し、3 地点の平均値である。 

※４ 水質汚濁防止法に基づき、水深が５～10ｍの地点では、表層及び中層から採水を行った。表層とは海面下 0.5ｍ、中層とは海面下２ｍの水位

置とした。また、水深が 10ｍを超える地点では、必要に応じ下層（海面下 10ｍ）からも採水を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

基本観測点 対照地点 基本観測点 対照地点 基本観測点 対照地点 基本観測点 対照地点 基本観測点 対照地点 基本観測点 対照地点
水素イオン濃度(pH) ― 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8以上8.3以下
化学的酸素要求量（COD) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4 2.1 2.3 2.0 2.0 2.6 2.6 2mg/L以下
溶存酸素量（DO) 7.5 7.6 7.3 7.4 7.1 7.1 6.9 7.0 6.5 6.5 6.4 6.4 7.5mg/L以上
全窒素 0.17 0.18 0.19 0.20 0.25 0.29 0.22 0.24 0.22 0.33 0.28 0.25 0.3ｍｇ/L以下
全燐 0.023 0.022 0.027 0.029 0.031 0.027 0.033 0.035 0.031 0.051 0.040 0.034 0.03mg/L以下
総水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005mg/L以下
カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003mg/L以下
鉛及びその化合物 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01mg/L以下
砒素及びその化合物 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01mg/L以下
塩化物イオン 16100 16200 17200 17300 17200 17100 17100 16900 17100 16900 17400 16900 ―
浮遊物質量（SS) 2.0 4.3 5.0 4.7 3.0 3.0 5.0 3.3 4.3 5.3 8.7 8.3 200mg/L以下

濁度 ― 1.1 1.7 3.4 4.4 3.2 3.6 3.5 2.9 3.5 3.3 4.8 5.3 200以下※2

mg/L

令和元年6月11日実施 令和元年6月18日実施 令和元年６月25日実施
判断基準

令和元年7月３日実施 令和元年7月９日実施 令和元年7月16日実施
単位
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1.5 1.1 0.8 1.5 2.5 1.8 2.0 3.4 2.8 2.4 2.1 2.7 1.5 1.3 2.1 1.8 1.7 2.7 2.0 2.5 1.8 2.4 3.1 1.9 2.1 2.3 2.3 3.1 3.5 4.2

1.3 2.2 5.3 2.4 4.6 4.6 4.8 4.3 3.5 3.9 2.5 3.3 2.1 1.9 2.4 2.4 3.1 3.5 3.7 3.8 2.6 4.1 3.4 4.6 3.4 4.8 6.1 5.5 6.5 6.6

0.6 2.3 2.5 5.4 5.5 4.3 3.3 3.7 3.2 4.1 2.9 3.6 2.7 2.6 3.5 2.3 4.1 4.3 4.7 3.1 3.1 2.9 2.8 3.9 3.6 4.6 6.0 5.8 6.0 11.1

1.2 2.3 1.2 1.3 2.7 2.7 2.1 2.8 2.5 2.7 2.4 2.3 1.6 1.7 2.4 2.2 2.4 3.0 2.4 1.8 2.5 2.0 2.8 2.5 2.0 2.2 2.6 2.9 3.1 3.9

1.1 3.1 4.2 2.5 4.5 4.2 4.8 4.3 2.9 3.6 2.5 2.7 2.3 2.1 2.8 2.4 3.2 3.3 4.1 5.0 3.4 3.7 3.6 3.9 3.9 4.1 5.5 6.1 6.6 6.3

1.0 4.8 7.5 5.0 5.8 4.3 4.7 4.8 3.4 3.9 2.8 2.9 2.9 2.5 3.1 2.8 3.8 3.9 4.7 3.2 3.3 3.1 4.1 4.1 3.6 4.8 5.6 5.9 6.9 9.3

1.1 1.5 2.4 1.1 2.3 2.2 1.9 2.0 2.5 2.2 1.9 2.3 1.7 1.7 2.5 2.3 2.0 3.1 1.8 1.6 2.4 1.8 2.7 1.9 2.3 2.4 3.8 2.9 3.3 4.3

1.8 2.0 2.3 2.6 5.0 2.9 4.1 4.0 3.1 3.3 3.0 5.5 2.5 1.7 2.4 2.6 3.0 3.3 4.1 2.8 3.0 3.6 3.1 3.5 3.8 5.3 5.9 5.5 6.1 7.6

2.1 2.5 3.1 4.3 4.3 3.4 7.1 5.3 3.0 2.9 3.3 3.1 2.4 2.8 2.9 2.7 3.9 3.9 2.7 3.5 2.8 3.4 3.4 4.6 4.3 4.7 6.2 5.5 5.3 10.8

1.2 1.6 2.9 2.0 1.9 2.5 2.4 2.0 2.4 2.7 2.3 1.9 1.7 2.2 2.7 2.1 2.7 2.8 2.3 2.3 2.1 1.9 3.1 2.1 2.2 2.6 3.3 3.0 3.6 4.0

1.3 4.6 4.7 2.7 4.4 3.9 4.2 3.8 3.4 2.9 2.7 5.1 2.5 2.5 2.9 1.9 2.9 3.6 4.7 3.8 3.3 4.1 4.3 4.3 3.6 5.1 5.6 5.4 5.6 6.8

1.8 4.9 8.6 6.8 5.3 4.3 6.3 6.1 3.7 3.2 3.5 3.7 2.5 3.1 3.3 2.7 3.6 4.6 2.4 3.1 2.9 2.8 5.2 4.6 3.8 4.4 5.5 6.1 6.4 8.9

0.7 1.7 1.2 1.9 2.1 2.5 1.9 2.7 2.3 1.7 2.5 2.5 1.4 1.5 1.8 2.1 2.3 2.4 2.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.7 2.8 2.8 2.7 3.3 4.1 3.1

3.0 1.7 1.4 2.0 3.3 4.6 4.0 4.0 4.0 4.7 2.8 4.0 1.6 1.8 2.1 1.9 3.3 2.7 3.6 2.6 1.8 2.4 2.8 3.4 4.1 4.4 5.7 5.5 5.9 13.8

1.2 1.8 1.7 1.3 2.0 1.9 2.1 2.0 2.7 1.6 2.4 2.5 1.4 1.7 2.0 1.9 2.5 2.6 2.7 2.1 1.9 2.2 2.6 2.4 2.6 2.5 2.6 3.1 4.5 4.5

2.5 2.0 4.9 2.5 3.7 4.0 4.0 3.5 3.5 3.2 2.6 3.5 1.9 2.1 2.4 1.9 3.1 2.5 3.5 2.4 2.3 1.9 2.9 3.3 3.9 4.8 5.6 5.6 6.0 11.3

1.0 2.1 2.5 1.5 2.9 2.0 2.1 2.1 2.7 2.1 2.9 2.7 2.1 1.9 2.5 2.4 2.8 2.4 3.1 2.4 1.7 1.8 3.1 2.9 2.6 2.5 2.7 3.5 4.1 3.9

3.3 5.4 6.9 2.8 4.2 4.2 4.2 3.8 3.5 2.9 3.2 3.9 2.4 2.1 2.6 2.3 3.7 2.8 3.3 3.4 1.9 2.1 3.4 3.6 3.9 4.6 6.1 5.4 6.2 7.9

1.0 2.0 2.3 2.0 2.3 2.3 2.1 2.0 3.1 2.8 3.1 3.1 2.1 2.1 2.4 2.1 3.1 1.9 2.8 2.4 2.1 2.5 2.8 2.7 2.7 2.4 2.6 3.3 3.9 3.8

3.0 5.1 4.8 2.7 4.0 4.7 4.4 4.1 3.5 3.7 3.3 3.5 2.5 2.4 2.6 2.4 3.5 2.5 3.2 4.1 2.5 2.3 3.1 3.3 3.5 3.8 5.5 5.6 5.9 8.0

判断基準

200※１濁
度

中層
4回目

上層

3回目
中層

上層

中層
2回目

上層

常時
観測点

1回目
上層

中層

中層2回目

上層

下層

下層

中層

対照
地点

1回目

上層

下層

中層2回目

上層

下層

中層

基本
観測点

1回目

上層

7/196/27 6/28 6/29 7/1 7/2 7/3 7/16 7/17 7/187/56/266/20 6/21 6/24 6/25 7/6 7/8 7/9 7/10 7/116/12 7/4
測定日

測定場所
6/11 6/13 6/14 6/15 6/17 6/18 6/19

表２ 事業者による鋼管杭撤去時の環境観測の濁度の測定結果（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 浮遊物質量と濁度の相関図より 200 を判断基準とした。 

※２ 水質汚濁防止法に基づき、水深が５～10ｍの地点では、表層及び中層から採水を行った。表層とは海面下 0.5ｍ、中層とは海面下２ｍの水位

置とした。また、水深が 10ｍを超える地点では、必要に応じ下層（海面下 10ｍ）からも採水を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 調査地点と対照地点 
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豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設並びに 

直島の中間処理施設及び専用桟橋の撤去等に係る環境負荷項目 

 

 

１．豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の除去除染における環境負荷項目

の計測及び集計 

豊島の中間・保管梱包施設及び特殊前処理施設の除去除染における環境負荷項目の計測

及び集計は表１のとおりである。 

 

２．豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の解体撤去における環境負荷項目

の計測及び集計 

豊島の中間・保管梱包施設及び特殊前処理施設の解体撤去における環境負荷項目の計

測及び集計は表２のとおりである。 

 

３．直島の中間処理施設の除去除染における環境負荷項目の計測及び集計 

直島の中間処理施設の除去除染における環境負荷項目の計測及び集計は表３のとおり

である。 

 

４．直島の中間処理施設の解体撤去における環境負荷の計測及び集計 

直島の中間処理施設の解体撤去における環境負荷項目の計測及び集計は表４のとおり

である。 

 

５．直島の専用桟橋の解体撤去における環境負荷の計測及び集計 

直島の専用桟橋の解体撤去における環境負荷項目の計測及び集計は表５のとおりであ

る。 

別紙９ 
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表１ 豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の除去除染における環境負荷項目の計測及び集計 

投入･排出の別 単位 実数量 計算方法 備考

電力 ｋＷｈ 13,230 メータ計測 負圧機等に使用

燃料 液体燃料 軽油 Ｌ 940 配達伝票 重機等に使用

雨水 m3 3 散水及び除去除染に使用

高度排水処理水 m3 72

資材 消耗材 タイベックス(防護服)等 kg 54 保護具等

除去除染廃棄物 ｔ 4.29 直島の中間処理施設により溶融処分

活性炭※ ｔ 8.42 産業廃棄物として処理委託

ろ布※ ｔ 0.46 産業廃棄物として処理委託

フロン類 kg 42.8 フロン回収業者へ処理委託

タイベック他 ｔ 0.54 産業廃棄物として処理委託

側溝汚泥 ｔ 0.30 産業廃棄物として処理委託

作動油 ｔ 0.23 産業廃棄物として処理委託

m3 75 処理水受水量 除去除染に使用後

ｔ 12 重機等排気ガス

※活性炭及びろ布は､特別管理産業廃棄物の判定基準を満たしていたため､産業廃棄物として処理委託した。

排水:高度排水処理施設ヘ

CO2排出量

特殊な対応を要す
るもの

上記以外のもの
排出

廃棄物
廃棄物マニフェスト計
量伝票

項目

投入

動力､電灯

用水 洗浄水
高度排水処理施設
データ確認運搬量
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表２ 豊島の中間保管・梱包施設及び特殊前処理物処理施設の解体撤去における環境負荷項目の計測及び集計 

投入･排出の別 単位 実数量 計算方法 備考

ガソリン Ｌ 330 配達伝票 重機等に使用

軽油 Ｌ 45 配達伝票 重機等に使用

灯油 Ｌ 160 配達伝票 重機等に使用

用水 kL 860 再利用水送水量 散水及び除去除染に使用

資材 消耗材 タイベックス(防護服)等 kg 170 保護具等

特殊な対応を要す
るもの

蛍光灯 kg 60
廃棄物マニフェスト計
量伝票

産業廃棄物として処理委託

コンクリートガラ※ t 10,210 産業廃棄物として処理委託

アスファルトガラ※ t 520 産業廃棄物として処理委託

廃石膏ボード※ t 42 産業廃棄物として処理委託

ガラス･陶磁器くず※ t 10 産業廃棄物として処理委託

廃プラスチック類※ t 18 産業廃棄物として処理委託

建設発生木材 ｔ 7.15 産業廃棄物として処理委託

建設汚泥 ｔ 110 産業廃棄物として処理委託

上記以外のもの タイベック等 ｔ 0.17 産業廃棄物として処理委託

有価物 ｔ 130

m3 420 処理水受水量 散水及び除去除染に使用後

ｔ 1.3 重機等排気ガス

※上記の通知に記載のない、廃石膏ボードは0.3t/m3で換算した。

項目

投入

燃料 液体燃料

洗浄水：高度排水処理水

※「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について（通知）」（平成18年12月27日付環廃産発第061227006号）の別添２　産業廃棄物の体積から
重量への換算係数（参考値）に基づき換算した。

建設廃棄物処理実績
書

廃棄物マニフェスト計
量伝票

排出

廃棄物

スクラップ

排水:高度排水処理施設ヘ

CO2排出量

建設系
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表３ 直島の中間処理施設の除去除染における環境負荷項目の計測及び集計 

 

投入･排出の別 単位 実数量 計算方法 備考

電力 ｋＷｈ 104,190 メータ計測 負圧機等に使用

軽油 Ｌ 28,120 配達伝票 重機等に使用

Ａ重油 Ｌ 99,640 配達伝票 重機等に使用

用水 m3 2660 再利用水送水量 散水及び除去除染に使用

資材 消耗材 タイベックス(防護服)等 kg 200 保護具等

除去除染廃棄物 ｔ 210 重量計測 直島の中間処理施設により溶融処分

活性炭 ｔ 2 産業廃棄物として処理委託

ろ布 ｔ 5 特別管理産業廃棄物として処理委託

耐火物等 ｔ 1,340 特別管理産某廃棄物として処理委託

リフラクトリーセラミック
ファイバー

ｔ 0.09 有価物として処分

石綿(パッキン) ｔ 4 石綿含有産業廃棄物として処理委託

フロン類 kg 17.5 フロン回収某者へ処理委託

苛性ソーダ ｔ 2.8 特別管理産業廃棄物として処理委託

コンクリートガラ ｔ 180 産業廃棄物として処理委託

廃石膏ボード※ t 1 産業廃棄物として処理委託

保温材※ t 78 産業廃棄物として処理委託

ＡＬＣ ｔ 14 産業廃棄物として処理委託

廃プラスチック類※ t 34 産業廃棄物として処理委託

消石灰 ｔ 20 産業廃棄物として処理委託

炭酸カルシウム ｔ 53 産業廃棄物として処理委託

凝集剤 ｔ 0.27 産業廃棄物として処理委託

上記以外のもの タイベックス等 ｔ 0.20 産業廃棄物として処理委託

有価物 ｔ 1,740

m3 2,620 処理水受水量 散水及び除去除染に使用後

ｔ 420 重機等排気ガス

※上記の通知に記載のない、石綿は1.48t/m3、苛性ソーダは、1.13t/m3、廃石膏ボードは0.3t/m3で換算した。

項目

投入

動力、電灯

洗浄水

液体燃料燃料

廃資材

特殊な対応を要す
るもの

建設系

廃棄物

※「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について（通知）」（平成18年12月27日付環廃産発第061227006号）の別添２　産業廃棄物の体積から
重量への換算係数（参考値）に基づき換算した。

排出

CO2排出量

建設廃棄物処理実績
書

廃棄物マニフェスト計
量伝票

廃棄物マニフェスト計
量伝票

スクラップ､炉底メタル、熱電対

排水:排水処理施設ヘ
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表４ 直島の中間処理施設の解体撤去における環境負荷項目の計測及び集計 

 

投入･排出の別 単位 実数量 計算方法 備考

ガソリン Ｌ 1,230 配達伝票 重機等に使用

軽油 Ｌ 66,210 配達伝票 重機等に使用

用水 m3 620 再利用水送水量 散水及び除去除染に使用

資材 消耗材 タイベックス(防護服)等 kg 40 保護具等

耐火物等 ｔ 180 特別管理産業廃棄物として処理委託

蛍光灯 kg 200 産業廃棄物として処理委託

コンクリートガラ※ t 3,270 産業廃棄物として処理委託

アスファルトガラ※ t 6 産業廃棄物として処理委託

廃石膏ボード※ t 8 産業廃棄物として処理委託

ALC※ t 2,100 産業廃棄物として処理委託

ガラス･陶磁器くず※ t 4 産業廃棄物として処理委託

廃プラスチック類※ t 6 産業廃棄物として処理委託

混合廃棄物※ t 73 産業廃棄物として処理委託

上記以外のもの タイベック等 ｔ 0.04 産業廃棄物として処理委託

有価物 ｔ 3,150

m3 380 処理水受水量 散水及び除去除染に使用後

ｔ 170 重機等排気ガスCO2排出量

排出

※「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について（通知）」（平成18年12月27日付環廃産発第061227006号）の別添２　産業廃棄物の体積から
重量への換算係数（参考値）に基づき換算した。

項目

投入

燃料 液体燃料

洗浄水

建設廃棄物処理実績
書

廃棄物マニフェスト計
量伝票

廃棄物マニフェスト計
量伝票スクラッブ

排水:排水処理施設ヘ

廃棄物

特殊な対応を要す
るもの

建設系
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表５ 直島の専用桟橋の解体撤去における環境負荷項目の計測及び集計 

 

 

投入･排出の別 単位 実数量 計算方法 備考

軽油 Ｌ 40,000 重機等に使用

Ａ重油 Ｌ 44,000 重機等に使用

酸素 Nm3 84

アセチレン kg 7.2

コンクリート kg 59

鉄筋 kg 107

砕石 ｔ 500

特殊な対応を要す
るもの

蛍光灯 kg 20
廃棄物マニフェスト計
量伝票

産業廃棄物として処理委託

コンクリートガラ ｔ 350 産業廃棄物として処理委託

アスファルトガラ ｔ 33 産業廃棄物として処理委託

廃プラスチック類 ｔ 3.2 産業廃棄物として処理委託

建設汚泥 ｔ 0.62 産業廃棄物として処理委託

上記以外のもの かき殼 ｔ 0.52 産業廃棄物として処理委託

有価物 ｔ 210
廃棄物マニフェスト計
量伝票

ｔ 220 重機等排気ガス

投入

CO2排出量

建設廃棄物処理実績
書

建設用

廃棄物

排出

建設系

スクラップ

溶断に使用

資材 護岸工事に使用

項目

配達伝票

気体燃原料

燃料

液体燃料
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用語集 

 

施設等 

 施設に加え、設備、装置、機器等を意味する。 

 

撤去等 

施設等の堆積物の除去・除染及び施設等の解

体撤去等をいう。 

 

豊島廃棄物等 

 豊島に不法に投棄された廃棄物やそれによ

り汚染された土壌等のこと。具体的には、本件

処分地に所在する廃棄物（廃棄物に混在する土

壌を含む。）及び廃棄物の覆土並びに廃棄物直

下の汚染土壌を指す。 

 

特殊前処理物 

 豊島廃棄物等の中で一定の大きさ以上の岩

石や金属・鋼材、ガスボンベ、内容物不明の化

学物質の入った容器・ドラム缶、ワイヤー、針

金の束、シートやゴムホース等の、そのままで

は中間処理施設の前処理設備に投入できない

もの又は焼却・溶融処理を行う必要のないもの。

ここで「一定の大きさ以上」とは、基本的には

掘削に用いるバックホウのバケットに入りき

らない大塊物や長尺物であるが、岩石や金属に

ついては３００ｍｍ以上のものはできる限り

特殊前処理物として取り扱った。 

 

 

施設撤去廃棄物等 

施設・設備・装置・機器の解体撤去に伴い発

生した廃棄物や有価物をいう。 

 

除去除染廃棄物 

 施設・設備・装置・機器等における堆積物の

除去・除染作業によって生じた廃棄物をいう。 

 

除染完了確認調査 

 堆積物の除去・除染作業を終えた設備等にお

いて、堆積物の有無の実態を把握するための調

査をいう。代表的な試料の採取を行い、除染完

了の判断基準に基づき評価を行う。 

 

環境計測 

 撤去工事の実施において、発生源としての環

境面を把握することを目的とし、実施するもの。

環境要素としては、大気、水質、底質、生態系、

騒音、振動、悪臭を取り上げている。 

 

周辺環境モニタリング 

撤去工事の実施において、周辺環境への影響

を把握することを目的としている。地先海域や

感潮域等の水質等について定期的に調査して

いる。 

 

作業環境測定 

 撤去等の作業期間中を中心に行う作業場内

の環境測定をいう。 

 

中間処理施設 

 豊島廃棄物等を約１，３００℃の高温で焼

却・溶融処理する施設であり、処理能力は約２

００ｔ／日（回転式表面溶融炉１００ｔ／日が

２基、ロータリーキルン炉２４ｔ／日が１基）。

また、直島町の一般廃棄物も受け入れ、併せて

処理をした。三菱マテリアル直島製錬所内に設

置されていた。 

 

中間保管・梱包施設 

 掘削現場から運ばれた廃棄物等を一時保管

し、コンテナダンプトラックに積み込むための

施設。特殊前処理物処理施設を併設していた。 

 

特殊前処理物処理施設 

 特殊前処理物の選別処理等を行う施設。中間

保管・梱包施設に併設されていた。 

 

高度排水処理施設 

処分地の北海岸の遮水壁で流出を防いだ地下

別紙１０ 
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水等を揚水し、生物処理等により浄化した上で北

海岸から放流するための施設。 

 

バグフィルタ 

 ろ過式集じん装置の一種。バグフィルタ内に

装着されたろ布を排ガスが通過する際に、排ガ

ス中のダスト成分がろ布によってろ過され、集

じんが行われる。 

 

溶融スラグ 

 低島廃棄物等を 1300℃以上の高温で焼却・溶

融し、急速に冷却・固化したもので、ガラス質・

砂状の形態をとる。砂の代替として使用できる。 

 

石綿（アスベスト） 

天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物の一種。建

築工事において保温断熱等の目的で石綿の吹

き付けが行われていた。石綿の繊維は、肺線維

症（じん肺）、悪性中皮腫の原因になるといわれ、

肺がんを起こす可能性があることが知られて

いるため、労働安全衛生法等で飛散防止等が図

られている。 

 

リフラクトリーセラミックファイバー 

アルミナ（Al2O3）とシリカ（SiO2）を主成分と

した非晶質（ガラス質）の人造鉱物繊維であり、

耐火材等に利用されている。 

平成 27 年 11 月から 発がん性のため労働安全

関連法において「特定化学物質（第 2類物質）」

の「管理第２類物質」に追加された。 

 

フロン類 

フルオロカーボン（フッ素と炭素の化合物）の

総称。塩素を含むＣＦＣ、水素と塩素を含むＨ

ＣＦＣ、水素のみを含むＨＦＣがある。化学的

に安定で揮発性があり、冷蔵庫などの冷媒、ウ

レタンフォームなどの発泡剤等として幅広く

使用されてきたが、ＣＦＣやＨＣＦＣは成層圏

のオゾンを分解するため、全廃が進められてい

る。一方、代替フロンとして生産・消費が急増

しているＨＦＣはオゾン層を破壊しないもの

の、大きな温室効果を持ち、製造等が規制され

ている。 

 

豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 

処理の年度計画の策定や、事業の進捗管理等

に関する指導・助言・評価を行うために設置さ

れている。委員は７名（委員長：永田勝也早稲

田大学名誉教授）。豊島廃棄物等管理委員会か

ら役目を引き継いだ。 

 

ロジパック 

 袋詰脱水処理工法用の袋をいう。港湾底質や

河川浚渫土など高含水比の粘性土やスラリー

を袋内に充填して脱水・減容化する。ダイオキ

シン類等の土粒子に強く吸着する物質の封じ

込めが可能。 

 

ＢＡＴ（Best Available Techniques） 

 安全や環境へ最大限に配慮した現実的に利

用可能な最善のプロセス、施設、装置等の採用

とその運転操業に当っての最善の管理や手法

の適用、さらに撤去まで含めた同様に対応を意

味する。 

 

騒音調査で使用する用語 

 等価騒音レベル（Ｌeq） 

ある時間範囲Ｔについて、変動する騒音レベ

ルをエネルギー的な平均値として表したもの。 

 

 時間率騒音レベル 

騒音レベルが、対象とする時間範囲ＴのＮ％

の時間にわたってあるレベル値を超えている

場合、そのレベルをＮ％時間率騒音レベルとい

う。なお、50％時間率騒音レベル L50を中央値、

５％時間率騒音レベル L5 を 90％レンジの上端

値、95％時間率レベル L95を 90％の下端値など

という。なお、騒音評価基準値はＬ5 において

昼間 70dB（Ａ）、夜間 60ｄB（Ａ）である。 
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振動調査で使用する用語 

 時間率振動レベル 

騒音同様、50％時間率騒音レベル L50を中央

値、10％時間率騒音レベル L10を 80％レンジの

上端値、90％時間率レベル L90を 80％レンジの

下端値などという。なお、振動評価基準値は L10

において昼間 65dB（Ａ）、夜間 60ｄＢ（Ａ）で

ある。 


